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Ⅰ 実行計画の基本的事項 

名張市は、平成 16 年 3 月に総合計画を改訂し、『豊かな自然と文化に包まれ、誰もがいきいきと輝いて、幸せに暮らすまち』を将来像に掲げ、これの実現を目

指した取組みを推進しています。この総合計画「理想郷プラン」との整合性をも図り、まちづくりを環境面から幅広く捉え、将来の望ましい環境像を達成するた

め 2007(平成 19)年 6 月に、2015(平成 27)年度までの名張市の環境施策の基本方向と取り組むべき施策を取りまとめた「第二次なばり快適環境プラン」を策定しま

した。 

今日において、地球温暖化に対する防止対策が世界規模で議論され、「京都議定書」の採択など国際的な取組みが進められているなか、地域環境の保全における

重要な要素として、市民一人ひとりが地球環境の保全活動に積極的に取り組む必要性、環境教育の充実、資源循環型社会の構築などが急務となっており、これら

の施策にも積極的に取り組むことにしています。

プランに掲げている諸施策を計画的に推進するため、可能な限りの数値目標を明示して、平成 25 年度から平成 27 年度までの 3 年間に取り組む施策を「実行計

画(アクションプログラム)」として表しました。 

市民・事業者の参加と協働はもとより、地域固有の特性・環境資源を生かしながら、快適なまちづくりを進めます。 

Ⅱ 施策の体系 

名張市快適環境基本条例の目的規定において、「市民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて快適環境の保全、創造がきわめて重要であることに鑑み、市、

市民及び事業者の責務を明らかにし、並びに快適環境に関する施策の基本となる事項を定めることにより、快適環境施策の総合的推進を図り、もって市民福祉の

増進に寄与すること」と定められています。 

  本計画の環境目標については、この目的と総合計画「理想郷プラン」の将来像の実現を目指したものとして、基本的かつ総合的な施策を実施することを可能と

する次の項目を環境目標として設定します。 

  （１） 新しい時代を拓く、自立と協働による快適環境づくり         市民参画

  （２） 学んで知って実践する快適環境づくり                環境教育

  （３） 水遊びや魚とりができ、生き物がすめる快適環境づくり        水環境

  （４） 空気が澄みきったきれいな快適環境づくり              大気環境

 （５） 安心して土とのふれあいができる快適環境づくり           土壌環境

  （６） 落ち着いた暮らしのできる快適環境づくり              騒音、振動、悪臭

 （７） 緑と身近にふれあいができ、地域の個性を生かした快適環境づくり   緑化と景観

（８） 安心して暮らせる清潔できれいな快適環境づくり           廃棄物

  （９） 安全かつ健康で住み良い快適環境づくり               安全、防災、防犯

  （10） 自然と人とのやさしいふれあいのできる快適環境づくり        自然環境
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  （11） 歴史の趣を活かしてまちの個性を磨く快適環境づくり         歴史文化的環境

  （12） 望ましい地球環境を創造する快適環境づくり             地球環境

環境像の設定 
  名張市は、豊かな緑の山々に囲まれ、清らかな川の流れに沿って広がる田園と農村風景、小高い丘に計画的に整備された住宅地、さまざまな人々の交流と営み

の歴史のなかで形成されてきた中心市街地など、美しい自然と調和したまちです。 

名張市のシンボルともいえる名張川と多くの支流は、市民生活に潤いとやすらぎを与える貴重な資源であり、水質改善を進め、蛍舞う清流の再生を目指して、

環境像を次のとおり設定しています。 

心なごむ清流のまち・なばり

また、12 項目の環境目標を柱にして、環境像の実現を目指した施策の体系を次のとおり構成し、各施策の関連性に配慮しながら、総合的かつ計画的に施策を進

めます。 
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第１節 学び行動する取組みからの快適環境づくり 

心

な

ご 

む 

清     第２節 主な施策的取組みからの快適環境づくり 

流

の

ま

ち

・

な

ば

り

1.新しい時代を拓く､自立と協働

による快適環境づくり

(1)市民の参画を求める ◆団体づくりと支援、協働による地域づくり、個人活動への支援、団

体間の連携、意識啓発、情報の収集と提供 

2.学んで知って実践する快適環

境づくり

(1)学校における環境教育の充実に努める 

(2)職場における環境教育を推進する 

(3)地域における環境教育を推進する 

(4)家庭における環境教育を推進する 

(5)人材育成等の充実を図る 

◆環境教育の充実、協働による環境教育の推進、自然に学ぶ環境教育の推進 

◆職場での環境教育、学校や地域への支援協力等  

◆地域での環境教育の推進、自然、文化的･歴史的資源の保護と育成  

◆生活様式の転換、家庭での環境教育の推進  

◆指導者の養成、活動の拠点づくり等 

3.水遊びや魚とりができ、生き物がす 

める快適環境づくり 

(1)安全できれいな水を確保する（名張川の

環境基準Ａ類型の達成維持） 

(2)水辺とのふれあいを大切にする（親水性

のある水辺空間の再生） 

◆安全な水の供給、生活排水対策、工場･事業場排水対策、農薬･肥料

対策、水質の監視、啓発と実践活動  

◆水辺の整備、河川の浄化 

4.空気が澄みきったきれいな快 

適環境づくり

(1)きれいな空気を確保する（大気の環境基

準に適合する） 

◆工場･事業場排出対策、自動車等移動発生源対策、有害物質対策、大

気の監視、啓発と実践活動 

5.安心して土とのふれあいがで 

きる快適環境づくり 

(1)安全な土壌を確保する 

(2)土とのふれあいの場を確保する 

◆土壌汚染の未然防止、自然表土の保全と土壌の改良、土壌の監視体

制の確立  

◆家庭菜園等の普及、世代間の体験交流、遊休農地の利活用 

6.落ち着いた暮らしのできる快 

適環境づくり

(1)生活に支障のない静けさを確保する 

(2)快適な音環境を豊かにする 

(3)悪臭による不快感を取り除く 

◆騒音･振動発生源対策、近隣騒音対策、騒音･振動の監視、土地利用

の適正化  

◆地域固有の音の保存、自然の音を生み出す環境づくり  

◆悪臭防止対策、香りの創出 

環境目標 施策の基本的方向 施策項目 

環境像 
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第３節 長期的保全の取組みからの快適環境づくり 

7.緑と身近にふれあいができ､ 地域の 

個性を生かした快適環境づくり 

(1)緑と空間のなかに生活を確保する 

(2)地域の個性を生かしたまちを確保する 

◆身近な緑地の充実と管理、緑のまちづくりの推進、緑と水を守り活

かすネットワーク   

◆潤いのある都市景観形成、中高層住宅・建物の周辺への調和、皆で

楽しめるみちづくり 

8.安心して暮らせる清潔できれいな 

快適環境づくり

(1)ごみを減らし､有効利用する 

(2)ごみ等を適正に処理する 

(3)ごみ対策の支援制度を構築する  

(4)まちをきれいにする 

◆ごみの減量化対策、ごみの有効利用  

◆廃棄物の適正処理、廃棄物処理施設の適正管理、産業廃棄物処理対

策  

◆ごみ処理支援  ◆散乱ごみ対策 

9.安全かつ健康で住み良い快適環境 

づくり 

(1)交通事故のない明るい暮らしを確保する 

(2)食品等の安全を確保する 

(3)災害のない安全な暮らしを確保する 

◆交通安全対策、交通規制･駐車対策、公共交通  

◆食品等の安全確保、食品等への注意喚起  

◆自然災害の防止、火災予防対策の推進、風水害･地震等の予防対策、

防犯対策、医療体制の整備 

10.自然と人とのやさしいふれあい 

いのできる快適環境づくり 

(1)自然景観を良好に保全し、自然とのふれ

あいを確保する 

◆土地利用の適正化、野生生物への対策、身近な自然の確保、森林の

保全対策、自然とのふれあい増進、自然公園の整備 

11.歴史の趣を活かしてまちの個性 

 を磨く快適環境づくり 

(1)歴史文化的遺産の保護、保存、活用を図

る 

(2)歴史文化的遺産と調和したまちづくりを

進める 

◆文化財の保護､保存と活用、身近な歴史文化的環境素材の活用、伝統

文化の伝承と活性化 

◆歴史文化的遺産との調和 

12.望ましい地球環境を創造する快 

適環境づくり

(1)地球温暖化防止活動を積極的に進める 

(2)地球環境の保全活動を進める 

◆温室効果ガス対策、市の地球温暖化防止対策の推進、市民などによ

る活動等への支援  

◆地球環境保全対策 

環境目標 施策の基本的方向 施策項目 
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Ⅲ 環境目標ごとの取り組む施策

環境目標１

【新しい時代を拓く、自立と協働による快適環境づくり】

◇2015(平成 27)年度の数値目標 

指 標 項 目 現況値(平成 23 年度) 目標値(平成 27 年度) 

「新しい公」をめざして、地域や市民活動団体（NPO）

が担った市の事務事業数（指定管理含む）【延べ値】 
70 件 179 件 

環境教育に係るゲストティーチャーを招聘する学校

数 
4 校 10 校 

（１）市民の参画を求める

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①

団体づくりと支

援

1 

●環境講座の充

実と活用 

・出前トーク等を通し

て、環境講座の充実を

図ります。

・地球温暖化防止活動

推進センター等の活用

について啓発します。

市内小学校、地域、各

種関係イベントに出向

いて環境学習会等を開

催し、ごみの減量が、

地球温暖化防止につな

がるなどの啓発を行い

ました。 

・出前トーク等を通し

て、環境講座の充実を

図ります。

・地球温暖化防止活動

推進センター等の活用

について啓発します。

・出前トーク等を通し

て、環境講座の充実を

図ります。

・地球温暖化防止活動

推進センター等の活用

について啓発します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・ごみの資源化、減量

化に向けたごみ分別の

周知啓発や、環境団体

との懇談会の開催、活

動状況の PR・会場提供

などの活動支援に努め

ます。

市内の小学校の環境学

習を重点的に行うとと

もに、ごみの資源化､

減量化に向けた取組み

を各種イベント会場等

で環境学習コーナーを

設置しました。 

合計２０回実施。 

・ごみの資源化、減量

化に向けたごみ分別の

周知啓発や、環境団体

との懇談会の開催、活

動状況の PR・会場提供

などの活動支援に努め

ます。

・ごみの資源化、減量

化に向けたごみ分別の

周知啓発や、環境団体

との懇談会の開催、活

動状況の PR・会場提供

などの活動支援に努め

ます。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

・快適環境づくりにつ

ながる活動を行う団体

との共催事業の実施や

後援により団体の活動

を支援します。

・快適な生涯学習環境

を提供する観点で、文

化や生涯学習を実施す

る市民団体等の活動に

対し、後援や共催をし

ました。 

・快適環境づくりにつ

ながる活動を行う団体

との共催事業の実施や

後援により団体の活動

を支援します。

・快適環境づくりにつ

ながる活動を行う団体

との共催事業の実施や

後援により団体の活動

を支援します。

教育委員会

文化生涯学習室

2 

●環境保全団体

の組織化と活動

支援 

・環境保全団体の活動

の支援に努めます。

・組織化の支援は該当

ありませんでしたが、

環境団体が主催する名

張クリーン大作戦実施

・環境保全団体の活動

の支援に努めます。

・環境保全団体の活動

の支援に努めます。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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において支援を行いま

した。 

3 

●市民活動補償

制度 

・市民活動中に万が一

事故が起こった場合に

市民を救済し、今後も

市民が安心して活動の

できる環境を維持する

よう努めます。

傷 害 等  22 件 

損害賠償   6 件 

・市民活動中に万が一

事故が起こった場合に

市民を救済し、今後も

市民が安心して活動の

できる環境を維持する

よう努めます。

・市民活動中に万が一

事故が起こった場合に

市民を救済し、今後も

市民が安心して活動の

できる環境を維持する

よう努めます。

地域部

地域経営室

4 

●エコポイント

事業などの推進 

・エコポイント事業を

実施している事業者に

ついて、市民への周知、

啓発を実施します。

休止 ・エコポイント事業を

実施している事業者に

ついて、市民への周知、

啓発を実施します。

・エコポイント事業を

実施している事業者に

ついて、市民への周知、

啓発を実施します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

②協働による地

域づくり

5 

●各地域での快

適な環境づくり

の支援

・地域へゆめづくり地

域交付金を交付し、ま

ちづくり推進のための

事業を促進します。

15地域づくり組織に交

付 

・基本額 

   34,991,000 円 

・加算額 

   33,108,600 円 

・人件費 

   32,500,000 円 

・特別交付金 

    8,000,000 円 

・ゆめづくり

協働事業交付金 

30,000,000 円 

合 計 138,599,600 円 

・地域へゆめづくり地

域交付金を交付し、ま

ちづくり推進のための

事業を促進します。

・地域へゆめづくり地

域交付金を交付し、ま

ちづくり推進のための

事業を促進します。

地域部

地域経営室

6 

●都市計画法の

地区計画や建築

基準法の建築協

定、景観法の景観

地区などの制度

の活用 

・都市計画法に基づく

地区計画制度など、地

区単位の計画の策定に

おいては、地域住民や

地域づくり組織との協

働・参画の仕組みを構

築し、協働による地域

づくりを進めます。

・用途地域等の見直し

方針（素案）を作成し、

パブリックコメントの

実施に合わせ、各地域

づくり組織等を対象と

した懇談会を開催しつ

つ、見直し方針の整理

を進めました。 

・都市計画法に基づく

地区計画制度など、地

区単位の計画の策定に

おいては、地域住民や

地域づくり組織との協

働・参画の仕組みを構

築し、協働による地域

づくりを進めます。

・都市計画法に基づく

地区計画制度など、地

区単位の計画の策定に

おいては、地域住民や

地域づくり組織との協

働・参画の仕組みを構

築し、協働による地域

づくりを進めます。

都市整備部

都市計画室

7 

●放置自転車や

自動車駐車対策

の推進 

・近鉄や警察等と協働

し対策に努めます。

・ 近鉄や警察等と協働

し対策に努めました。 

・近鉄や警察等と協働

し対策に努めます。

・近鉄や警察等と協働

し対策に努めます。

都市整備部

維持管理室

・市内４駅周辺の自転

車等放置禁止区域に放

置されている自転車等

への警告、撤去移動を

実施します。

・市内４駅周辺の自転

車等放置禁止区域に

放置されている自転

車等への警告、撤去移

動を実施しました。 

・放置自転車保管庫の

修繕を行いました。 

・市内４駅周辺の自転

車等放置禁止区域に放

置されている自転車等

への警告、撤去移動を

実施します。

・市内４駅周辺の自転

車等放置禁止区域に放

置されている自転車等

への警告、撤去移動を

実施します。

都市整備部

都市計画室
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③個人活動への

支援

8 

●環境保全に関

する情報提供や

機材の提供

・広報紙やホームペー

ジ等を活用し、情報提

供を行います。

・地域において環境保

全活動等に対して、資

材提供等の貸与を行い

ます。

・必要に応じて金ばさ

み等の資材貸与や人的

支援を行いました。 

・広報紙やホームペー

ジ等を活用し、情報提

供を行います。

・地域において環境保

全活動等に対して、資

材提供等の貸与を行い

ます。

・広報紙やホームペー

ジ等を活用し、情報提

供を行います。

・地域において環境保

全活動等に対して、資

材提供等の貸与を行い

ます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

9 

●自主的な環境

活動への支援 

・地域の環境保全活動

等に対して資材などの

提供を行います。

・地域で自主的に取り

組まれている環境美化

活動に資材提供だけで

なく、ステーションの

管理等に環境レンジャ

ーを派遣するなど、必

要に応じて可能な支援

を行いました。 

・地域の環境保全活動

等に対して資材などの

提供を行います。

・地域の環境保全活動

等に対して資材などの

提供を行います。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

④団体間の連携

10 

●他の都市や関係

団体・機関との交

流と連携 

・広報紙やホームペー

ジを活用して、市民に

対して環境関連の情報

を提供します。

・環境省、国土交通省

を始めとして、関係機

関と引き続き連携を行

い、市民への情報提供

に努めました。 

・先進的な他市の取組

みを研究するととも

に、当市を視察する他

市町と情報の交流を行

いました。 

・広報紙やホームペー

ジを活用して、市民に

対して環境関連の情報

を提供します。

・広報紙やホームペー

ジを活用して、市民に

対して環境関連の情報

を提供します。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

11 

●市民団体と学校

との連携による環

境学習と保全活動

の推進 

・市民団体と学校等の

連携による、環境学習

などを通した交流を促

進します。

・一部団体による取り

組みが行われました。 

・市民団体と学校等の

連携による、環境学習

などを通した交流を促

進します。

・市民団体と学校等の

連携による、環境学習

などを通した交流を促

進します。

地域部

地域経営室 

・招聘可能な環境団体

等の調査を行います。

・総合的な学習の時間

での環境教育に係るゲ

ストティーチャーの招

聘を 5 校以上で行いま

す。

数値目標  

実施校数 5 校 

・８校においてゲスト

ティーチャーを招聘し

たり、見学先でゲスト

ティーチャーの話を聞

いたりして環境学習を

推進しました。 

・招聘可能な環境団体

等の調査を行います。

・総合的な学習の時間

での環境教育に係るゲ

ストティーチャーの招

聘を 7 校以上で行いま

す。

数値目標  

実施校数 7 校

・招聘可能な環境団体

等の調査を行います。

・総合的な学習の時間

での環境教育に係るゲ

ストティーチャーの招

聘を 10 校以上で行い

ます。

数値目標  

実施校数 10 校

教育委員会 

学校教育室 

⑤意識啓発

（水質保全）

12 

●生活排水の適

正処理の啓発

・生活排水を適正に処

理するよう指導を行い

ます。

・市民からの相談、苦

情に対して可能な限り

迅速に対応し、関係機

関と協働で解決に努

め、適正に処理される

よう指導しました。 

・生活排水を適正に処

理するよう指導を行い

ます。

・生活排水を適正に処

理するよう指導を行い

ます。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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13 

●下水道施設や

集落排水処理施

設など生活排水

対策施設整備の

促進

・健康で快適な生活環

境を形成するととも

に、豊かな自然環境、

公共用水域の水質を保

全するため、公共下水

道、農業集落排水を計

画的に整備します。

数値目標  

汚水衛生処理率 94.0% 

・名張地区市街地の面

整備、桔梗が丘方面の

住宅団地の接続移管、

比奈知地区の面整備工

事に取り組み汚水衛生

処理の向上を図りまし

た。 

汚水衛生処理率 95.0% 

・健康で快適な生活環

境を形成するととも

に、豊かな自然環境、

公共用水域の水質を保

全するため、公共下水

道、農業集落排水を計

画的に整備します。

数値目標  

汚水衛生処理率 95.0% 

・健康で快適な生活環

境を形成するととも

に、豊かな自然環境、

公共用水域の水質を保

全するため、公共下水

道、農業集落排水を計

画的に整備します。

数値目標  

汚水衛生処理率 96.0% 

上下水道部

下水道建設室

14 

●浄化槽等の適

正管理の指導強

化

・浄化槽等の適正管理

について、県と連携し

指導啓発に努めます。

・市広報で、浄化槽の

適正管理について掲載

しました。 

・県と連携し、浄化槽

の排水を適正に管理す

るよう指導啓発に努め

ました。 

・浄化槽等の適正管理

について、県と連携し

指導啓発に努めます。

・浄化槽等の適正管理

について、県と連携し

指導啓発に努めます。
上下水道部

営業室

・公害発生時は三重県

と共に、浄化槽の適正

管理の指導を行いま

す。

・工場・事業所の排水

について、市民からの

苦情等で判明したもの

や工業団地からの排水

について、必要に応じ

て検査を行っていま

す。 

・公害発生時は三重県

と共に、浄化槽の適正

管理の指導を行いま

す。

・公害発生時は三重県

と共に、浄化槽の適正

管理の指導を行いま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

15 

●工場・事業所に

おける排水規制

等による水質の

改善 

・県と協力のもと、水

質異常に対応をし、指

導します。

・市民からの工場・事

業場の排水の苦情等を

県と連携して対応しま

した。 

・工業団地からの排水

については、必要に応

じて検査を行いまし

た。 

・県と協力のもと、水

質異常に対応をし、指

導します。

・県と協力のもと、水

質異常に対応をし、指

導します。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

（大気保全）
16 

●省資源、省エネ

ルギ－運動の推

進

・大気保全を図るため、

焼却ごみの削減と家庭

及び事業系燃やすごみ

の発生抑制、資源化を

促進します。

・ごみの減量化、資源

化のため剪定枝用小型

破砕機の貸出事業を継

続し、同機等の購入費

補助金（２５年度実績

破砕機５件、生ごみ処

理機１３件、コンポス

ト１９件、合計３７件）

を交付し、焼却ごみを

減らしました。 

・大気保全を図るため、

焼却ごみの削減と家庭

及び事業系燃やすごみ

の発生抑制、資源化を

促進します。

・大気保全を図るため、

焼却ごみの削減と家庭

及び事業系燃やすごみ

の発生抑制、資源化を

促進します。 生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）
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17 

●野焼き行為の

禁止の啓発とご

み処理の適正化

指導

・広報、ホームページ

等において、野焼き行

為の禁止の啓発を行う

とともに、野焼きの実

態があれば廃棄物の適

正処理について指導を

行います。

・広報に掲載したほか、

野焼き禁止のチラシを

作成し、苦情のあった

地区で配布を行いまし

た。 

・必要に応じて、消防、

警察、関係機関、地域

等と連携を行い、現場

確認、指導等を行いま

した。 

・広報、ホームページ

等において、野焼き行

為の禁止の啓発を行う

とともに、野焼きの実

態があれば廃棄物の適

正処理について指導を

行います。

・広報、ホームページ

等において、野焼き行

為の禁止の啓発を行う

とともに、野焼きの実

態があれば廃棄物の適

正処理について指導を

行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

（ごみ対策）
18 

●ごみの発生抑

制、分別排出の徹

底

・３R を基本として、

ごみの発生抑制を最優

先に、分別資源化を推

進するとともに、燃や

すごみに多く含まれて

いる生ごみの分別・収

集・資源化方法などに

ついて検討を続けま

す。

・３Ｒ推進を基本とし

た第４次「ごみゼロ社

会を目指すアクション

プログラム」に基づく

施策を展開するととも

に、市内の学校等での

環境学習、イベント会

場での啓発等を実施し

ました。 

・３R を基本として、

ごみの発生抑制を最優

先に、分別資源化を推

進するとともに、燃や

すごみに多く含まれて

いる生ごみの分別・収

集・資源化方法などに

ついて検討を続けま

す。

・３R を基本として、

ごみの発生抑制を最優

先に、分別資源化を推

進するとともに、燃や

すごみに多く含まれて

いる生ごみの分別・収

集・資源化方法などに

ついて検討を続けま

す。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

・容器包装プラスチッ

クを含め、資源ごみの

分別排出を徹底し、無

料収集を行います。

・混入ごみについて、

告知シール貼付により

指導を行います。

・有料指定袋によるご

みの減量を図ります。

・容器包装プラスチッ

クを 1,061 トン回収

し、資源化率は 26.8％

でした。 

・燃やすごみは、前年

度比 128 トン減少しま

した。 

・容器包装プラスチッ

クを含め、資源ごみの

分別排出を徹底し、無

料収集を行います。

・混入ごみについて、

告知シール貼付により

指導を行います。

・有料指定袋によるご

みの減量を図ります。

・容器包装プラスチッ

クを含め、資源ごみの

分別排出を徹底し、無

料収集を行います。

・混入ごみについて、

告知シール貼付により

指導を行います。

・有料指定袋によるご

みの減量を図ります。

伊賀南部環境衛生組

合

19 

●ごみゼロリサ

イクル社会の実

現に向けた啓発

活動の推進 

・「ごみゼロ社会を目指

すアクションプログラ

ム」に基づくごみ施策

に取り組み、実現に向

けた啓発活動を推進し

ます。

・改定した第４次「ご

みゼロ社会を目指すア

クションプログラム」

に基づき、啓発活動し

て「とれたて！なばり」

比奈知ダム見学会等の

イベント会場ブースで

環境学習や市の取組の

情報を紹介しました。 

・「ごみゼロ社会を目指

すアクションプログラ

ム」に基づくごみ施策

に取り組み、実現に向

けた啓発活動を推進し

ます。

・「ごみゼロ社会を目指

すアクションプログラ

ム」に基づくごみ施策

に取り組み、実現に向

けた啓発活動を推進し

ます。

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

・ごみの分別排出によ

る資源化の啓発を行い

ます。

・伊賀南部クリーンセ

ンターリサイクルプラ

ザでの再利用などの啓

発を行います。

・市広報により分別排

出の啓発を行いまし

た。 

・粗大ごみの中から再

生可能なものを抽出

し、修理・整備後に展

示販売を実施しまし

た。年間 3 回実施し、

55点の販売を行いまし

・ごみの分別排出によ

る資源化の啓発を行い

ます。

・伊賀南部クリーンセ

ンターリサイクルプラ

ザでの再利用などの啓

発を行います。

・ごみの分別排出によ

る資源化の啓発を行い

ます。

・伊賀南部クリーンセ

ンターリサイクルプラ

ザでの再利用などの啓

発を行います。

伊賀南部環境衛生組

合
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た。 

20 

●エコポイント

事業などの推進 

・省資源、省エネルギ

ーへの個人の取組みと

して、エコポイント登

録店での積極的な取組

みを推進します。

休止 ・省資源、省エネルギ

ーへの個人の取組みと

して、エコポイント登

録店での積極的な取組

みを推進します。

・省資源、省エネルギ

ーへの個人の取組みと

して、エコポイント登

録店での積極的な取組

みを推進します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

（ペット動物）
21 

●鳥獣愛護思想

の普及啓発

・動物などに対する愛

護思想の啓発を実施し

ます。

・動物愛護週間での啓

発、関係団体と連携し

てペットの飼い方、迷

い犬情報の提供、ペッ

トの里親希望情報等の

周知に努めました。  

・また、まちねこ事業

に取り組みました。 

・動物などに対する愛

護思想の啓発を実施し

ます。

・動物などに対する愛

護思想の啓発を実施し

ます。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

22 

●正しいペット

飼育の情報提供 

・犬、猫ほかペットの

正しい飼い方等につい

て啓発します。

・正しい飼い方等を市

広報、イベント等で関

係団体と連携して啓発

に努めました。 

・また、苦情があった

場合は保健所と連携し

て、指導にあたりまし

た。 

・犬、猫ほかペットの

正しい飼い方等につい

て啓発します。

・犬、猫ほかペットの

正しい飼い方等につい

て啓発します。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

（外来生物）
23 

●動物､植物､魚､

昆虫などの外来

種の適正管理 

・外来種等の飼養に関

する情報提供と啓発を

行います。

・輸入等が規制されて

いる外来生物につい

て、環境省等が作成す

る被害予防及び飼養に

関するリーフレット等

の配布や掲示、対応方

法等の指導に努めまし

た。 

・外来種等の飼養に関

する情報提供と啓発を

行います。

・外来種等の飼養に関

する情報提供と啓発を

行います。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

24 

●外来生物法の

周知と啓発 

・外来生物法に基づく

生物情報等の周知や、

適正な処分を含む管理

を行うよう啓発しま

す。

・外来生物の情報、外

来生物についての環境

省等が作成する被害予

防及び飼養に関するリ

ーフレット等の配布や

掲示に努めました。 

・外来生物法に基づく

生物情報等の周知や、

適正な処分を含む管理

を行うよう啓発しま

す。

・外来生物法に基づく

生物情報等の周知や、

適正な処分を含む管理

を行うよう啓発しま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

（化学物質）
25 

●ＰＲＴＲ法対

象事業所への情

報提供 

・三重県と連携し、情

報提供があった場合、

周知することとしま

す。

・特定化学物質による

環境への影響等の情報

があれば提供し、周知

を図りました。 

・三重県と連携し、情

報提供があった場合、

周知することとしま

す。

・三重県と連携し、情

報提供があった場合、

周知することとしま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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26 

●有害化学物質

使用事業所への

適正管理の要請 

・三重県と協力して、

有害物質使用事業所に

対して、適正管理の啓

発を行います。

・有害化学物質の流失

等を未然に防ぐために

県と連携するととも

に、事業所の薬品の適

正管理等について、必

要に応じて、三重県と

連携して、啓発、指導

を行いました。 

・三重県と協力して、

有害物質使用事業所に

対して、適正管理の啓

発を行います。

・三重県と協力して、

有害物質使用事業所に

対して、適正管理の啓

発を行います。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

27 

●適正な化学物

質系ごみ処理の

啓発の強化 

・化学物質の適正な廃

棄物処理が行われるよ

う関係機関と連携し啓

発を強化します。

・在宅医療用注射器等

の適正な処理を伊賀南

部環境衛生組合と連携

して啓発を進めまし

た。 

・また、ライター類は

危険物として分別回収

を継続し、中身が入っ

たまま出されるスプレ

ー缶、塗料、薬品等の

適正排出を呼びかけま

した。 

・化学物質の適正な廃

棄物処理が行われるよ

う関係機関と連携し啓

発を強化します。

・化学物質の適正な廃

棄物処理が行われるよ

う関係機関と連携し啓

発を強化します。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

・化学物質系ごみの搬

入時の確認、啓発の強

化に努めます。

・化学物質系ごみの搬

入時に確認、啓発の強

化に努めてきました。 

・化学物質系ごみの搬

入時の確認、啓発の強

化に努めます。

・化学物質系ごみの搬

入時の確認、啓発の強

化に努めます。

伊賀南部環境衛生組

合

28 

●家庭などで不

要となった医薬

品や医療用注射

針・医療器具の適

正な処理の啓発 

・ごみ収集時の医療廃

棄物の適正な排出を啓

発します。

・医療機関等の事業所

への医療廃棄物の混入

防止について、県や関

係機関と連携し適正な

処理の啓発及び指導を

行います。

・経年の排出指導によ

り、概ね適正に処理さ

れています。 

・ごみ収集時の医療廃

棄物の適正な排出を啓

発します。

・医療機関等の事業所

への医療廃棄物の混入

防止について、県や関

係機関と連携し適正な

処理の啓発及び指導を

行います。

・ごみ収集時の医療廃

棄物の適正な排出を啓

発します。

・医療機関等の事業所

への医療廃棄物の混入

防止について、県や関

係機関と連携し適正な

処理の啓発及び指導を

行います。

伊賀南部環境衛生

組合

・在宅医療用の注射針、

器具、医薬品の適正な

廃棄処理などについて

周知啓発に努めます。

・伊賀南部環境衛生組

合と協働で、在宅医療

で使用する医療器具等

の適正な処理につい

て、ごみ分別ガイドブ

ック等に掲載するなど

啓発に努めました。 

・在宅医療用の注射針、

器具、医薬品の適正な

廃棄処理などについて

周知啓発に努めます。

・在宅医療用の注射針、

器具、医薬品の適正な

廃棄処理などについて

周知啓発に努めます。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

29 

●農薬とその容

器の適正な処理

の啓発 

・広報誌等により啓発

します。

・関係機関、農業者団

体との連携協力により

啓発を行います。

・環境対策室と連携し、

市広報にて啓発を行い

ました。 

・関係機関、農業団体

との連携協力により啓

発を行いました。 

・広報詩等により啓発し

ます。

・関係機関、農業者団体

との連携協力により啓

発を行います。

・広報誌等により啓発

します。

・関係機関、農業者団

体との連携協力により

啓発を行います。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）
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⑥情報の収集と

提供

30 

●環境に関する

情報・資料の収集 

・国・県・他市町・企

業その他団体等より、

環境に関する情報を収

集します。また、イン

ターネットを活用し情

報収集します。

・法改正の注意点、省

エネの取組み、評価制

度など、インターネッ

トに限らず、リーフレ

ット等の取得活用、他

市町の取組み事例の情

報収集を行いました。 

・国・県・他市町・企

業その他団体等より、

環境に関する情報を収

集します。また、イン

ターネットを活用し情

報収集します。

・国・県・他市町・企

業その他団体等より、

環境に関する情報を収

集します。また、イン

ターネットを活用し情

報収集します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

31 

●収集した環境

情報の市ホーム

ページや市広報

などへの掲載 

・得られた環境情報等

は、公益性や目的を考

慮し、市ホームページ

や広報へ掲載し情報提

供します。

・市民が必要としてい

る情報を市ホームペー

ジや広報に掲載するだ

けでなく、防災ホット

メールでも発信するな

ど情報提供に努めまし

た。 

・得られた環境情報等

は、公益性や目的を考

慮し、市ホームページ

や広報へ掲載し情報提

供します。

・得られた環境情報等

は、公益性や目的を考

慮し、市ホームページ

や広報へ掲載し情報提

供します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

32 

●市民の環境活

動の自主アピー

ルの促進 

・環境家計簿の取組み

の推進と、市民等の独

自の環境保全への取組

みについて、市ホーム

ページへの掲載を検討

します。

・市民に対し、環境に

やさしい行動の啓発

を、広報や環境学習に

より啓発しました。 

・環境家計簿の取組み

の推進と、市民等の独

自の環境保全への取組

みについて、市ホーム

ページへの掲載を検討

します。

・環境家計簿の取組み

の推進と、市民等の独

自の環境保全への取組

みについて、市ホーム

ページへの掲載を検討

します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・個人や環境団体、ま

た地域でのごみ減量化

や堆肥化・自己処理な

どの取組みについて、

広報・マスメディア等

を通じて、広く市民へ

情報提供に努めます。

・市民・事業者・市民

団体等の積極的な取組

みを三重県等に報告し

ました。 

・環境ウィークの５月

３０日（ごみゼロの日）

等にごみ減量の啓発活

動を官民協働で取組み

を盛り上げました。 

・官民協働実施の名張

クリーン大作戦等の参

加呼びかけの情報提供

を行いました。 

・個人や環境団体、ま

た地域でのごみ減量化

や堆肥化・自己処理な

どの取組みについて、

広報・マスメディア等

を通じて、広く市民へ

情報提供に努めます。

・個人や環境団体、ま

た地域でのごみ減量化

や堆肥化・自己処理な

どの取組みについて、

広報・マスメディア等

を通じて、広く市民へ

情報提供に努めます。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）
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環境目標２ 

【学んで知って実践する快適環境づくり】

◇2015(平成 27)年度の数値目標 

指 標 項 目 現況値(平成 23年度) 目標値(平成 27年度) 

水生生物を指標にした水質検査回数  2 回 6 回 

子どもエコクラブに参加する学校数  9 校   15 校 

環境学習の回数  17 回   20 回 

（１）学校における環境教育の充実に努める

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①環境教育の充

実

33 

●環境教育副読

本の活用 

・環境副読本である小

学校３・４年生用の「わ

たしたちの名張市」を

活用し、環境教育を推

進します。

数値目標  

実施校数 17 校 

・環境教育副読本であ

る小学校３・４年生用

の「わたしたちの名張

市」の「健康なくらし

をささえる」の単元で、

環境教育を推進するこ

とができました。 

・環境副読本である小

学校３・４年生用の「わ

たしたちの名張市」を

活用し、環境教育を推

進します。

数値目標  

実施校数 17 14 校

・環境副読本である小

学校３・４年生用の「わ

たしたちの名張市」を

活用し、環境教育を推

進します。

数値目標  

実施校数 17 14 校

教育委員会

学校教育室

34 

●自然環境マッ

プの作成 

・関係団体との協議、

検討を進めます。

・取り組むことができ

ませんでした。 

・関係団体との協議、

検討を進めます。

・関係団体との協議、

検討を進めます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

35 

●環境学習プロ

グラムの作成 

・市内各小中学校にお

いて、環境教育に係る

環境学習プログラムを

作成します。

数値目標  

実施校数 22 校 

・環境教育に関わる学

習が、すべての学校で、

様々な教科で位置づけ

られ、取組が進められ

ています。 

実施校数 22校 

・市内各小中学校にお

いて、環境教育に係る

環境学習プログラムを

作成します。

数値目標  

実施校数 22 19 校

・市内各小中学校にお

いて、環境教育に係る

環境学習プログラムを

作成します。

数値目標  

実施校数 22 19 校

教育委員会

学校教育室

36 

●ＩＴを活用し

た学習の学校間

の連携 

・コンピュータ活用検

討委員会の開催によ

り、学校間の情報交換

や、ICT 活用事例の交

流を行い、事例集を活

用した各校での取り組

みを推進します。

数値目標  

検討委員会の開催数 

３回 

・情報教育推進委員会

において、情報交換を

行いました。ＩＣＴ活

用の講座等も行い、さ

らなる活用を促進しま

した。 

検討委員会の開催数 

３回 

・コンピュータ活用検

討委員会の開催によ

り、学校間の情報交換

や、ICT 活用事例の交

流を行い、事例集を活

用した各校での取り組

みを推進します。

数値目標  

検討委員会の開催数 

３回 

・コンピュータ活用検

討委員会の開催によ

り、学校間の情報交換

や、ICT 活用事例の交

流を行い、事例集を活

用した各校での取り組

みを推進します。

数値目標  

検討委員会の開催数 

３回

教育委員会

学校教育室
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37 

●「学校環境デー

(６月５日)」の取

組みの推進 

・市内各小中学校およ

び幼稚園において、環

境教育の一環として、

「学校環境デー」に関

わる取組を行います。

数値目標  

実施校（園）数 22 校及

び 2 園 

・市内ほとんどの幼稚

園・小中学校で「学校

環境デー」に取り組み

ました。 

実施校 ２４校（園） 

・市内各小中学校およ

び幼稚園において、環

境教育の一環として、

「学校環境デー」に関

わる取組を行います

数値目標  

実施校（園）数 

22 19 校及び 2 園

・市内各小中学校およ

び幼稚園において、環

境教育の一環として、

「学校環境デー」に関

わる取組を行います

数値目標  

実施校（園）数 

22 19 校及び 2 園

教育委員会

学校教育室

38 

●学校内緑化の

整備 

・市内各小中学校にお

いて、児童・生徒の特

別活動の中に栽培委員

会等を位置づけ、児童

生徒自らが環境を整備

する心を育てると共

に、植物を愛する心を

育てるよう取り組みま

す。

数値目標  

実施校数 19 校 

・委員会活動や部活動

による花の苗植えや花

壇づくりを実施するな

ど、校内緑化に取り組

みました。 

実施校 ２２校 

・市内各小中学校にお

いて、児童・生徒の特

別活動の中に栽培委員

会等を位置づけ、児童

生徒自らが環境を整備

する心を育てると共

に、植物を愛する心を

育てるよう取り組みま

す。

数値目標  

実施校数 21 19 校

・市内各小中学校にお

いて、児童・生徒の特

別活動の中に栽培委員

会等を位置づけ、児童

生徒自らが環境を整備

する心を育てると共

に、植物を愛する心を

育てるよう取り組みま

す。

数値目標  

実施校数 22 19 校

教育委員会

学校教育室

②協働による環

境教育の推進

39 

●ＰＴＡを対象

にした環境教育

の推進 

・市内各小中学校にお

いて、PTA の奉仕活動

による学校の樹木等の

環境整備を通じて、環

境教育の推進を図りま

す。

数値目標  

実施校数 20 校 

・ＰＴＡによる校区の

環境美化作業が行われ

ている。 

（２１校） 

・市内各小中学校にお

いて、PTA の奉仕活動

による学校の樹木等の

環境整備を通じて、環

境教育の推進を図りま

す。

数値目標  

実施校数 21 18 校

・市内各小中学校にお

いて、PTA の奉仕活動

による学校の樹木等の

環境整備を通じて、環

境教育の推進を図りま

す。

数値目標  

実施校数 22 19 校

教育委員会

学校教育室

40 

●｢総合的な学習

の時間｣の活用に

よる環境教育の

推進 

・市内各小中学校及び

公立幼稚園２園におい

て、年１回の「学校環

境デー」を実施します。

また、各小中学校にお

いて、総合的な学習の

時間等に、ゴミ問題や

地域を流れる川につい

て調べ学習を進め環境

について考えます。

数値目標  

実施校 22 校 

・６月を中心に学校環

境デーの取り組みを行

いました 

（２２校・２園） 

・総合的な学習の時間

及び生活科・各教科に

おいて計画的に環境学

習が行われています。 

 （２２校） 

・市内各小中学校及び

公立幼稚園２園におい

て、年１回の「学校環

境デー」を実施します。

また、各小中学校にお

いて、総合的な学習の

時間等に、ゴミ問題や

地域を流れる川につい

て調べ学習を進め環境

について考えます。

数値目標  

実施校 22 19 校

・市内各小中学校及び

公立幼稚園２園におい

て、年１回の「学校環

境デー」を実施します。

また、各小中学校にお

いて、総合的な学習の

時間等に、ゴミ問題や

地域を流れる川につい

て調べ学習を進め環境

について考えます。

数値目標  

実施校 22 19 校

教育委員会

学校教育室
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41 

●地域住民等の

環境教育の場の

提供 

・公民館（地域づくり

組織）において、快適

環境づくりを行う地域

人材の養成を目的とし

た環境教育が企画実施

されるよう啓発（指導）

します。

・各館において、環境

教育を実施するととも

に、省エネルギー、省

資源、リサイクルに取

り組み、利用者への啓

発に努めました。 

・公民館（地域づくり

組織）において、快適

環境づくりを行う地域

人材の養成を目的とし

た環境教育が企画実施

されるよう啓発（指導）

します。

・公民館（地域づくり

組織）において、快適

環境づくりを行う地域

人材の養成を目的とし

た環境教育が企画実施

されるよう啓発（指導）

します。

教育委員会

文化生涯学習室

・環境教育の実績や場

の提供について地域組

織や住民に周知し､働

きかけます。

・地域づくり組織に環

境事業への補助制度等

の情報提供を行いまし

た。 

・環境教育の実績や場

の提供について地域組

織や住民に周知し､働

きかけます。

・環境教育の実績や場

の提供について地域組

織や住民に周知し､働

きかけます。

地域部

地域経営室

・環境教育の一環とし

て、出前トークや、県

の地球温暖化防止活動

推進員の活用について

進めます。

・市職員が、市内小学

校、地域、各種関係イ

ベントに出向いて環境

学習会等を開催し、ご

みの減量が、地球温暖

化防止につながるなど

の啓発を行いました

が、市の要請による地

球温暖化活動推進員の

機会はありませんでし

た。 

・環境教育の一環とし

て、出前トークや、県

の地球温暖化防止活動

推進員の活用について

進めます。

・環境教育の一環とし

て、出前トークや、県

の地球温暖化防止活動

推進員の活用について

進めます。 生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

42 

●ＮＰＯや環境

団体の協力によ

る環境教育の推

進 

・環境団体等による環

境学習の開催案内の周

知及び参加促進を図り

ます。

数値目標  

実施校数 5 校 

・環境団体等による環

境学習を実施しまし

た。(実施校８校) 

・環境団体等による環

境学習の開催案内の周

知及び参加促進を図り

ます。

数値目標  

実施校数 7 校

・環境団体等による環

境学習の開催案内の周

知及び参加促進を図り

ます。

数値目標  

実施校数 10 校

教育委員会

学校教育室

・NPO や環境団体と地

域組織との交流を促進

します。また、環境教

育の機会が増えるよう

情報の収集と提供に努

めます。

・NPO と地域づくり組

織が協働で事業を実施

しました。（1地域） 

・NPO や環境団体と地

域組織との交流を促進

します。また、環境教

育の機会が増えるよう

情報の収集と提供に努

めます。

・NPO や環境団体と地

域組織との交流を促進

します。また、環境教

育の機会が増えるよう

情報の収集と提供に努

めます。

地域部

地域経営室

・環境団体等と協働で

環境イベントを開催

し、その機会を活用し

て、環境教育の推進と

共に情報提供に努めま

す。

環境団体の協力を得

た清掃ボランティアイ

ベント等の中で河川の

水生生物の環境学習等

が行われました。 

また、環境団体の活動

と協働で環境学習の機

会を提供しました。 

・環境団体等と協働で

環境イベントを開催

し、その機会を活用し

て、環境教育の推進と

共に情報提供に努めま

す。

・環境団体等と協働で

環境イベントを開催

し、その機会を活用し

て、環境教育の推進と

共に情報提供に努めま

す。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）
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③自然に学ぶ環

境教育の推進

43 

●自然観察や生

き物調査の実施 

・市内各小中学校にお

いて、生活科、理科や

総合的な学習の時間で

の学校付近の自然観察

や生き物調査を行いま

す。

数値目標  

実施校数 21 校 

・自然観察や生き物調

査の取組の取り組みが

なされた。 

実施校  ２１校 

・市内各小中学校にお

いて、生活科、理科や

総合的な学習の時間で

の学校付近の自然観察

や生き物調査を行いま

す。

数値目標  

実施校数 22 19 校

・市内各小中学校にお

いて、生活科、理科や

総合的な学習の時間で

の学校付近の自然観察

や生き物調査を行いま

す。

数値目標  

実施校数 22 19 校

教育委員会

学校教育室

44 

●親子環境学習

会の実施 

・環境活動団体等と協

働して、学習会の実施

を支援します。

・環境団体の協力を得

た清掃ボランティアイ

ベント、比奈知ダム見

学会イベント等の中で

環境教育が行われまし

た。 

・環境活動団体等と協

働して、学習会の実施

を支援します。

・環境活動団体等と協

働して、学習会の実施

を支援します。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

45 

●自然とのふれ

あいのある環境

教育の実践 

・環境団体等が開催す

る自然とのふれあいイ

ベント等への参加を呼

びかけます。

・環境団体等が参加す

る名張クリーン大作戦

においての川、里山の

自然とのふれあいによ

り、環境保全の必要性

等を認識する環境教育

に努めました。 

・環境団体等が開催す

る自然とのふれあいイ

ベント等への参加を呼

びかけます。

・環境団体等が開催す

る自然とのふれあいイ

ベント等への参加を呼

びかけます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

46 

●農山村との交

流による体験学

習の推進 

・農山村との交流促進

のための農作業体験等

の支援、協力体制の推

進を図ります。

・体験交流施設「はぐ

くみ工房アララギ」の

活用を促進します。

・市民親子体験農業「さ

つまいもづくり」を実

施しました。 

・はぐくみ工房あらら

ぎにて木工・陶芸・草

木染などの体験事業を

実施し、796 人の利用

実績がありました。 

・農山村との交流促進

のための農作業体験等

の支援、協力体制の推

進を図ります。

・体験交流施設「はぐ

くみ工房アララギ」の

活用を促進します。

・農山村との交流促進

のための農作業体験等

の支援、協力体制の推

進を図ります。

・体験交流施設「はぐ

くみ工房アララギ」の

活用を促進します。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

47 

●子どもエコク

ラブへの参加の

促進 

・エコクラブ活動につ

いての周知と、各クラ

ブの取組みを紹介しま

す。

十分な連携を図ること

ができませんでした。 

・エコクラブ活動につ

いての周知と、各クラ

ブの取組みを紹介しま

す。

・エコクラブ活動につ

いての周知と、各クラ

ブの取組みを紹介しま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・子どもエコクラブに

参加したり、エコクラ

ブの調査報告書を読ん

だりすることにより、

児童生徒の環境に関す

る知識・理解を深めま

す。

数値目標  

実施校 10 校 

・１３校で「子どもエ

コクラブ」について学

習し、活動内容や環境

の情報を得ることによ

り、環境に対する理解

を深めることができま

した。 

・子どもエコクラブに

参加したり、エコクラ

ブの調査報告書を読ん

だりすることにより、

児童生徒の環境に関す

る知識・理解を深めま

す。

数値目標  

実施校 13 11 校 

・子どもエコクラブに

参加したり、エコクラ

ブの調査報告書を読ん

だりすることにより、

児童生徒の環境に関す

る知識・理解を深めま

す。

数値目標  

実施校 15 12 校 

教育委員会

学校教育室
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（２）職場における環境教育を推進する

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①職場での環境

教育

48 

●環境マネジメ

ントシステム（Ｅ

ＭＳ）の取組み等

による事業所内

での環境にやさ

しい事業活動の

実施 

・EMS 等の実施方法に

ついて情報提供を行い

ます。

・M-EMS などの取組

みの啓発を行います。

・対象施設等に関係部

署を通じて取組みの案

内を行い、データの集

計・分析、啓発に努め

ました。 

・また、M－EMS 機構と

協力して構築講座を名

張市で開催しました。 

・EMS 等の実施方法に

ついて情報提供を行い

ます。

・M-EMS などの取組

みの啓発を行います。

・EMS 等の実施方法に

ついて情報提供を行い

ます。

・M-EMS などの取組

みの啓発を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・各事業所における環

境マネジメントシステ

ムの取組みの実態把握

に努めます。

・各事業所における環

境の取組の実態把握等

が実施できませんでし

た。 

・各事業所における環

境マネジメントシステ

ムの取組みの実態把握

に努めます。

・各事業所における環

境マネジメントシステ

ムの取組みの実態把握

に努めます。

産業部

商工経済室

49 

●従業員への環

境学習の機会の

充実 

・各職場等における従

業員への環境学習が充

実できるよう、情報や

資料の提供を行いま

す。

・市内の事業所等にて

の節電、省エネの必要

性、クールービズ、ウ

ォームビズの取組み推

進の啓発を広報や FM

ラジオを通じて行いま

した。 

・各職場等における従

業員への環境学習が充

実できるよう、情報や

資料の提供を行いま

す。

・各職場等における従

業員への環境学習が充

実できるよう、情報や

資料の提供を行いま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・商工会議所に設置さ

れている環境問題委員

会を通して、環境学習

の機会を促します。

・商工会議所の環境問

題委員会への働きかけ

ができませんでした。 

・商工会議所に設置さ

れている環境問題委員

会を通して、環境学習

の機会を促します。

・商工会議所に設置さ

れている環境問題委員

会を通して、環境学習

の機会を促します。

産業部

商工経済室

50 

●事業者への環

境保全に対する

研修等の参加促

進 

・国、県、関係機関等

が開催する事業者向け

研修会等の情報を得た

場合、情報提供に努め

ます。

・多くの事業者が参画

する「とれたて！なば

り」の会場のブース等

に環境学習、市の取組

み情報を紹介しまし

た。  

・また、比奈知ダム見

学会等の各種イベント

のブースにも学習展示

コーナーを設置し、環

境保全の情報提供に努

めました。 

・国、県、関係機関等

が開催する事業者向け

研修会等の情報を得た

場合、情報提供に努め

ます。

・国、県、関係機関等

が開催する事業者向け

研修会等の情報を得た

場合、情報提供に努め

ます。

生活環境部

環境対策室

・環境保全に対する学

習や研修会等が開催さ

れる機会を捕まえて、

事業者の参加促進を図

ります。

・研修会等の機会の把

握及び事業者への参加

促進ができませんでし

た。 

・環境保全に対する学

習や研修会等が開催さ

れる機会を捕まえて、

事業者の参加促進を図

ります。

・環境保全に対する学

習や研修会等が開催さ

れる機会を捕まえて、

事業者の参加促進を図

ります。

産業部

商工経済室
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②学校や地域へ

の支援協力等 

51 

●地域の環境保

全活動への参加

と支援 

・地域等における環境

保全活動の情報提供と

支援を行います。

・クリーン大作戦・ご

みゼロ運動を始めとし

て、地域、事業者の環

境美化活動に環境レン

ジャーを有効活用し、

協働で環境保全活動を

行いました。 

・地域等における環境

保全活動の情報提供と

支援を行います。

・地域等における環境

保全活動の情報提供と

支援を行います。 生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

52 

●事業所の環境

学習等の情報提

供 

・環境活動の取組み等

先駆的に実施している

事業所を把握し、活動

内容の情報提供を促し

ます。

・各事業所における先

駆的取組の実態等が把

握できませんでした。 

・環境活動の取組み等

先駆的に実施している

事業所を把握し、活動

内容の情報提供を促し

ます。

・環境活動の取組み等

先駆的に実施している

事業所を把握し、活動

内容の情報提供を促し

ます。

産業部

商工経済室

・事業所における環境

活動の取組み状況を把

握し、その情報提供に

努めます。

・名張クリーン大作戦、

名張市管理職美化行動

等の環境美化活動への

参加を呼びかけまし

た。 

・「とれたて！なばり」、

比奈知ダム見学会等の

各種イベント会場のブ

ース等に環境学習、市

の取組み情報を紹介し

ました。 

・事業所における環境

活動の取組み状況を把

握し、その情報提供に

努めます。

・事業所における環境

活動の取組み状況を把

握し、その情報提供に

努めます。

生活環境部

環境対策室

53 

●施設の開放及

び見学等の実施 

・先駆的な事業所に対

し、情報提供とともに

施設の開放の場を設け

ていただくよう要請し

ていきます。

・各事業所における先

駆的取組の実態等が把

握できませんでした。 

・先駆的な事業所に対

し、情報提供とともに

施設の開放の場を設け

ていただくよう要請し

ていきます。

・先駆的な事業所に対

し、情報提供とともに

施設の開放の場を設け

ていただくよう要請し

ていきます。

産業部

商工経済室

・企業等の施設の開放

及び見学会等がある場

合、情報提供を行いま

す。

・企業等で実施される

場合は情報提供を行い

ます。 

・企業等の施設の開放

及び見学会等がある場

合、情報提供を行いま

す。

・企業等の施設の開放

及び見学会等がある場

合、情報提供を行いま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

54 

●地域ボランテ

ィア活動への参

加と支援 

・名張クリーン大作戦

など、地域でのボラン

ティア活動への参加の

呼びかけなど、情報提

供を行います。

・名張クリーン大作戦、

ごみゼロの日の美化行

動等に賛同いただき、

ボランティア活動への

参加の呼びかけ、市広

報等で行うとともに、

ごみ袋の配布等支援、

ごみの運搬等の支援を

行いました。 

・名張クリーン大作戦

など、地域でのボラン

ティア活動への参加の

呼びかけなど、情報提

供を行います。

・名張クリーン大作戦

など、地域でのボラン

ティア活動への参加の

呼びかけなど、情報提

供を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・地域ボランティア活

動の啓発を行います。

・ボランティア団体の

活動内容について情報

提供を行い、活動への

・ボランティア活動の

啓発や参加促進などに

ついては、市民公益活

動支援センターを通じ

て行いました。 

・地域ボランティア活

動の啓発を行います。

・ボランティア団体の

活動内容について情報

提供を行い、活動への

・地域ボランティア活

動の啓発を行います。

・ボランティア団体の

活動内容について情報

提供を行い、活動への

地域部

地域経営室
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参加促進に努めます。 参加促進に努めます。 参加促進に努めます。

（３）地域における環境教育を推進する

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①地域での環境

教育の推進

55 

●遊びや体験を

通した環境学習

の場づくり 

・各種イベント等の開

催を通じて、楽しく学

べる環境学習の場づく

りに努めます。

・とれたてなばりや学

校での環境学習会にチ

ッパー車を展示し、作

業を実体験いただくこ

とができました。

・各種イベント等の

開催を通じて、楽し

く学べる環境学習の

場づくりに努めま

す。

・各種イベント等の開催

を通じて、楽しく学べる

環境学習の場づくりに努

めます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・「放課後子ども教室

（市から地域へ委託）」

や「子どもなんでも体

★験★団（名張市青少

年育成市民会議との協

働）」等の体験活動をモ

デルに各地域（公民館）

で環境学習が行われる

よう啓発（指導）しま

す。

・放課後子ども教室や、

なんでも体★験★団等

の子どもの体験教室に

おいて、工作の後片付

けに資源ゴミの分別を

子ども達が行う等学習

の中に環境学習を取り

入れた教室を行いまし

た。

・「放課後子ども教室

（市から地域へ委

託）」や「子どもなん

でも体★験★団（名

張市青少年育成市民

会議との協働）」等の

体験活動をモデルに

各地域（公民館）で

環境学習が行われる

よう啓発（指導）し

ます。

・「放課後子ども教室（市

から地域へ委託）」や「子

どもなんでも体★験★団

（名張市青少年育成市民

会議との協働）」等の体験

活動をモデルに各地域

（公民館）で環境学習が

行われるよう啓発（指導）

します。

教育委員会

文化生涯学習室

56 

●遊休地などを

利用した住民交

流の場の整備 

・農地を利用した景観

作物の作付けを行いま

す。

・農作物栽培等の体験

交流の機会を推進しま

す。

・農地・水・環境保全

向上対策事業により、

景観作物の作付け支

援を行いました。

・南古山、上比奈知の

市民農園の利用促進を

図りました。

・農地を利用した景

観作物の作付けを行

います。

・農作物栽培等の体

験交流の機会を推進

します。

・農地を利用した景観作

物の作付けを行います。

・農作物栽培等の体験交

流の機会を推進します。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

57 

●環境講演会な

どの開催 

・三重県環境学習情報

センターの活用を図り

ます。

・地球温暖化防止活動

推進員の活用を図りま

す。

・市職員が、直接、市

内小学校、地域、各種

関係イベントに出向い

て環境学習会の講義を

行いました。

・三重県環境学習情

報センターの活用を

図ります。

・地球温暖化防止活

動推進員の活用を図

ります。

・三重県環境学習情報セ

ンターの活用を図りま

す。

・地球温暖化防止活動推

進員の活用を図ります。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

58 

●地域活動の各

種団体での学習

機会の提供 

・環境イベントや講演

会、活動団体等の各種

情報を、地域や団体へ

提供、共有します。

・地域づくり組織に環

境事業への補助制度等

の情報提供を行いまし

た。

・環境イベントや講

演会、活動団体等の

各種情報を、地域や

団体へ提供、共有し

ます。

・環境イベントや講演会、

活動団体等の各種情報

を、地域や団体へ提供、

共有します。

地域部

地域経営室
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②自然、文化的・

歴史的資源の保

護と育成

59 

●地域の自然、歴

史、文化の情報整

理と提供 

・登録文化財の充実に

努めるとともに、出前

トーク等により、地域

づくり組織等が活動に

活かせる情報の提供に

努めます。

・市民団体と連携し、

登録文化財建築物を新

たに１件登録し充実に

努めました。

・登録文化財の充実

に努めるとともに、

出前トーク等によ

り、地域づくり組織

等が活動に活かせる

情報の提供に努めま

す。

・登録文化財の充実に努

めるとともに、出前トー

ク等により、地域づくり

組織等が活動に活かせる

情報の提供に努めます。

教育委員会

文化生涯学習室

60 

●地域資源の保

護活動の実践 

・地域づくり組織や団

体と連携し、特色ある

資源について保護活動

の支援を積極的に行

う。

・地域づくり組織、市

民団体と連携し、遊歩

道の整備など保護活動

の支援を行いました。

・地域づくり組織や

団体と連携し、特色

ある資源について保

護活動の支援を積極

的に行う。

・地域づくり組織や団体

と連携し、特色ある資源

について保護活動の支援

を積極的に行う。

教育委員会

文化生涯学習室

（４）家庭における環境教育を推進する

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①生活様式の転

換

61 

●環境保全に関

する学習会の開

催 

・出前トークを活用し、

実施します。

・地球温暖化防止活動

推進員の活用を図りま

す。

・市職員が、直接、市

内小学校、看護学校に

出向いて、ゴミの減量、

地球温暖化防止、節電、

省エネルギー対策の環

境学習会を開催し、講

義を行いました。

・出前トークを活用し、

実施します。

・地球温暖化防止活動

推進員の活用を図りま

す。

・出前トークを活用し、

実施します。

・地球温暖化防止活動

推進員の活用を図りま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

62 

●リサイクル活

動など環境負荷

の低減を図る取

組みの実施 

・第四次アクションプ

ログラムに基づきリサ

イクルや環境負荷の低

減を図る取組みを進め

ます。

・学校、地域団体等に

出向いて、資源化の取

組みを説明すし、各種

イベントと協働して、

啓発を行いました。

また、チッパー車を活

用した草木類の資源化

については、資源循環

型社会構築推進事業

（１０割国補助）を有

効活用しました。

・第四次アクションプ

ログラムに基づきリサ

イクルや環境負荷の低

減を図る取組みを進め

ます。

・第四次アクションプ

ログラムに基づきリサ

イクルや環境負荷の低

減を図る取組みを進め

ます。
生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

63 

●新エネルギー

対策事業などの

紹介 

・市のホームページや

広報紙等での周知・啓

発を行います。

・市のホームページや

広報紙等での周知・啓

発ができませんでし

た。

・市のホームページや

広報紙等での周知・啓

発を行います。

・市のホームページや

広報紙等での周知・啓

発を行います。

産業部

商工経済室

64 

●環境マークの

ついた商品購入

への啓発 

・環境ラベルのついた

商品購入促進を図るた

め、啓発を行います。

・ごみの分別の啓発と

ともに、グリーン購入

を始めとする環境ラベ

ルのついた商品につい

て購入の促進を引き続

き行いました。

・環境ラベルのついた

商品購入促進を図るた

め、啓発を行います。

・環境ラベルのついた

商品購入促進を図るた

め、啓発を行います。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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②家庭での環境

教育の推進 

65 

●親子で参加で

きる環境講座の

開催 

・イベント等の開催時

において、親子で参加

できる環境講座の開催

に努めます。

・とれたてなばりにチ

ッパー車を展示し、作

業を実体験いただくこ

とができました。また、

比奈知ダム見学会にお

いて、環境展を開催し、

親子への啓発を行いま

した。

・イベント等の開催時

において、親子で参加

できる環境講座の開催

に努めます。

・イベント等の開催時

において、親子で参加

できる環境講座の開催

に努めます。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

66 

●省エネ、省資

源、リサイクル等

に関する家庭で

の取組み 

・家庭でできる環境等

に優しい取組みを、市

広報等で紹介します。

・広報・ホームページ

での省エネ取組みの紹

介や、環境家計簿をホ

ームページに掲載して

います。

・家庭でできる環境等

に優しい取組みを、市

広報等で紹介します。

・家庭でできる環境等

に優しい取組みを、市

広報等で紹介します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・出前トークなどの説

明会、各種イベントの

機会を利用して家庭に

おける資源化・リサイ

クル・減量化の取組み

の推進を啓発します。

・要請に応じて各地域、

学校等で出前トーク、

環境学習会等を開催

し、資料等により省エ

ネ、省資源、リサイク

ル等に関する家庭での

取組みを啓発しまし

た。特に東日本大震災

以降の節電、省エネと

ごみ減量を関連付けた

啓発を行いました。

・出前トークなどの説

明会、各種イベントの

機会を利用して家庭に

おける資源化・リサイ

クル・減量化の取組み

の推進を啓発します。

・出前トークなどの説

明会、各種イベントの

機会を利用して家庭に

おける資源化・リサイ

クル・減量化の取組み

の推進を啓発します。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

67 

●環境家計簿の

実践 

・環境家計簿実施の周

知及び啓発を行いま

す。

・環境家計簿をホーム

ページに掲載しまし

た。

・環境家計簿実施の周

知及び啓発を行いま

す。

・環境家計簿実施の周

知及び啓発を行いま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

68 

●自然とのふれ

あいによる環境

保全活動への参

加 

・名張クリーン大作戦

への参加について、啓

発します。

・市内一斉の環境美化

活動の名張クリーン大

作戦に、広く市民の参

加を呼びかけ、川や里

山の自然とのふれあい

により、環境保全の必

要性等を認識する場と

なるように努めまし

た。

・名張クリーン大作戦

への参加について、啓

発します。

・名張クリーン大作戦

への参加について、啓

発します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

69 

●エコ事業(みえ

のエコポイント

事業、名張市エコ

シール事業)など

への参加と協力  

・市民及び事業者に対

して、エコポイント事

業の周知及び啓発を行

います。

休止 ・市民及び事業者に対

して、エコポイント事

業の周知及び啓発を行

います。

・市民及び事業者に対

して、エコポイント事

業の周知及び啓発を行

います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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（５）人材育成等の充実を図る

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成 果 計  画 成 果

①指導者の養成

（学校では） 

70 

●学校教職員の

環境教育研修の

受講の推進 

・小中学校における校

務分掌への環境教育担

当の位置づけを行いま

す。

・市や県が主催する環

境教育研修講座の情報

提供を行い、受講の推

進を図ります。

数値目標  

研修講座受講者数 5名 

・すべての学校におい

て、校務分掌の中に、

環境教育担当を位置づ

けています。

・また、県等が主催の

研究会等に４校が参加

しました。

・小中学校における校

務分掌への環境教育担

当の位置づけを行いま

す。

・市や県が主催する環

境教育研修講座の情報

提供を行い、受講の推

進を図ります。

数値目標  

研修講座受講者数 

7 6 名

・小中学校における校

務分掌への環境教育担

当の位置づけを行いま

す。

・市や県が主催する環

境教育研修講座の情報

提供を行い、受講の推

進を図ります。

数値目標  

研修講座受講者数 

10 ７名

教育委員会

学校教育室

 （事業所では） 

71 

●環境に配慮し

た事業活動のた

めの研修の開催

・環境に関する専門的

な研修等の情報提供

と、参加促進を図りま

す。

・環境に関する専門的

な研修等の情報把握及

び参加促進ができませ

んでした。

・環境に関する専門的

な研修等の情報提供

と、参加促進を図りま

す。

・環境に関する専門的

な研修等の情報提供

と、参加促進を図りま

す。

産業部

商工経済室

・三重県環境学習情報

センターで開催される

事業紹介に努めます。

・夏の節電、省エネ対

策の必要性、クールビ

ズ等の取組み推進の啓

発を行いました。

・三重県環境学習情報

センターで開催される

事業紹介に努めます。

・三重県環境学習情報

センターで開催される

事業紹介に努めます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

72 

●環境教育・学習

に伴う人材育成 

・三重県地球温暖化防

止活動推進員養成事業

への参加の呼びかけと

啓発を行います。

・三重県地球温暖化防

止活動推進員養成事業

への参加の呼びかけと

啓発を行いました。

・三重県地球温暖化防

止活動推進員養成事業

への参加の呼びかけと

啓発を行います。

・三重県地球温暖化防

止活動推進員養成事業

への参加の呼びかけと

啓発を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

73 

●環境マネジメ

ントシステム(Ｅ

ＭＳ)の構築や推

進のための研修

会参加への啓発 

・研修会開催の情報を、

ホームページ等により

提供します。

・M－EMS 講座開催の

広報による啓発や、M
－EMS 認証機構と協

力して、名張市におい

て講座を開催しまし

た。

・研修会開催の情報を、

ホームページ等により

提供します。

・研修会開催の情報を、

ホームページ等により

提供します。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

（地域では） 

74 

●ＮＰＯや環境

団体が実施する

保全活動への支

援 

・国や県の指導者育成

制度等の情報を提供し

ます。

・国や県の指導者育成

制度等の情報の収集及

び情報提供に努めまし

た。

・国や県の指導者育成

制度等の情報を提供し

ます。

・国や県の指導者育成

制度等の情報を提供し

ます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

75 

●三重県地球温

暖化防止活動推

進員の育成と活

用 

・三重県地球温暖化防

止活動推進員候補者の

募集について周知を図

ります。

・地域での環境講座の

活用について啓発しま

す。

・三重県地球温暖化防

止活動推進員の市の環

境学習会等において、

活用機会はありません

でした。

・三重県地球温暖化防

止活動推進員候補者の

募集について周知を図

ります。

・地域での環境講座の

活用について啓発しま

す。

・三重県地球温暖化防

止活動推進員候補者の

募集について周知を図

ります。

・地域での環境講座の

活用について啓発しま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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76 

●三重県環境学

習情報センター

が開催する環境

学習指導者養成

講座の活用  

・三重県環境学習情報

センターが実施する育

成講座の情報を、ホー

ムページ等により提供

します。

・三重県環境学習情報

センターが実施する育

成講座の情報を、事務

所窓口において提供し

ました。

・三重県環境学習情報

センターが実施する育

成講座の情報を、ホー

ムページ等により提供

します。

・三重県環境学習情報

センターが実施する育

成講座の情報を、ホー

ムページ等により提供

します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

②活動の拠点づ

くり等

77 

●市民活動支援

センターの機能

強化と設備の充

実 

・支援センターを市民

や NPO の活動拠点と

しての充実を図りま

す。

・支援センター機能の

充実を図るため、セン

ター管理運営業務の公

募を行い、選定委員会

を開催して事業者を決

定しました。

・支援センターを市民

や NPO の活動拠点と

しての充実を図りま

す。

・支援センターを市民

や NPO の活動拠点と

しての充実を図りま

す。

企画財政部

地域経営室

78 

●名張市教育セ

ンターでの環境

関係資料や図書

の充実 

・各校での環境教育に

活用できるよう、環境

関係資料や図書を整備

します。

数値目標 10 校 

・各学校において環境

教育に資する図書を購

入しました。

 購入校数１０校

・各校での環境教育に

活用できるよう、環境

関係資料や図書の充実

を図ります。

数値目標 13 校

・各校での環境教育に

活用できるよう、環境

関係資料や図書の充実

を図ります。

数値目標 15 校

教育委員会

学校教育室

79 

●三重県環境学

習情報センタ－

などの活用 

・三重県環境学習情報

センターが実施する講

座等の情報を、ホーム

ページ等により提供し

ます。また、センター

が作成する資料を学習

会等で活用します。

三重県環境学習情報セ

ンターが実施する育成

講座の情報を、事務所

窓口において提供しま

した。

・三重県環境学習情報

センターが実施する講

座等の情報を、ホーム

ページ等により提供し

ます。また、センター

が作成する資料を学習

会等で活用します。

・三重県環境学習情報

センターが実施する講

座等の情報を、ホーム

ページ等により提供し

ます。また、センター

が作成する資料を学習

会等で活用します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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環境目標３

【水遊びや魚とりができ、生き物がすめる快適環境づくり】

◇2015(平成 27)年度の数値目標 

指 標 項 目 現況値(平成 23年度) 目標値(平成 27年度) 

公共下水道に接続している人口 12,920 人 26,860 人 

農業集落排水施設に接続している人口 6,786 人 9,500 人 

汚水衛生処理率 92.7 ％   96.0 ％ 

（１）安全できれいな水を確保する（名張川の環境基準Ａ類型の達成維持） 

施策項目
具体的な施策項

目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①安全な水の供給
80 

●水道水の安定

供給の確保 

・水道基本計画に基づ

き老朽化施設(管路・機

電)の更新改良・配水池

劣化補修工事を実施し

ます。

・機電設備更新は、桜

ヶ丘取水所電気設備、

富貴ヶ丘浄水場送水ポ

ンプ機械設備更新を実

施しました。 

・老朽管の更新は、桔

梗が丘地内送配水管φ

350mm 外 L=1570m、松崎

町外地内公共下水工事

に 併 せ て 配 水 管 φ

100mm 外 L=1746m 更新

を実施しました。 

・緊急遮断弁設置は、

桔梗が丘第 3 配水池外

1箇所を実施しました。 

・水道基本計画に基づ

き老朽化施設(管路・機

電)の更新改良・配水池

劣化補修工事を実施し

ます。

・水道基本計画に基づ

き老朽化施設(管路・機

電)の更新改良・配水池

劣化補修工事を実施し

ます。

上下水道部

水道工務室

81 

●安全で良質な

水の供給 

・公定法（水質検査方

法）への追加法に対す

る対応、研修を行いま

す。

・精度管理を実施しま

す。

数値目標  

市自ら行う検査項目 42

項目 

・厚労省及び県が実施

する精度管理へ参加し

ました。 

･水質検査手順の妥当

性評価への取組をしま

した。 

検査項目数 42 項目 

・検査機器の更新整備

を行います。

・新規検査項目への対

応及び精度管理を実施

します。

数値目標  

市自ら行う検査項目 42

項目

・検査機器の更新整備

を行います。

数値目標  

市自ら行う検査項目 44

項目

上下水道部

浄水室

82 

●健全経営の推

進 

・適正な人員配置や経

費削減など健全な事業

運営を行います。

・適正な人員配置と経

費削減により健全な事

業運営に努めました。 

・適正な人員配置や経

費削減など健全な事業

運営を行います。

・適正な人員配置や経

費削減など健全な事業

運営を行います。

上下水道部

経営総務室
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②生活排水対策
83 

●名張川水質保

全計画の策定 

84 

●下水道整備マ

スタープランの

改訂及び下水道

事業の推進 

・名張川の水質汚濁を

防止して、豊かな自然

環境、公共用水域の水

質を保全するため、下

水道整備マスタープラ

ンに基づき、公共下水

道、農業集落排水を計

画的に整備します。

数値目標  

BOD2.7 ㎎/ 
（シャックリ川町田橋付近）

・名張地区市街地の面

整備、桔梗が丘方面の

住宅団地の接続移管、

比奈知地区の面整備工

事に取り組み汚水衛生

処理の向上を図りまし

た。 

BOD2.3 ㎎/ 

・名張川の水質汚濁を

防止して、豊かな自然

環境、公共用水域の水

質を保全するため、下

水道整備マスタープラ

ンに基づき、公共下水

道、農業集落排水を計

画的に整備します。

数値目標 

BOD2.6 ㎎/ 
（シャックリ川町田橋付近）

・名張川の水質汚濁を

防止して、豊かな自然

環境、公共用水域の水

質を保全するため、下

水道整備マスタープラ

ンに基づき、公共下水

道、農業集落排水を計

画的に整備します。

数値目標 

BOD2.5 ㎎/ 
（シャックリ川町田橋付近）

上下水道部

下水道建設室

85 

●合併浄化槽の

普及 

・補助制度(浄化槽等設

置補助) 
・広報等補助制度の啓

発を行ないます。

・補助金制度を利用し

ての合併処理浄化槽の

整備促進を図りまし

た。 

・広報等で補助制度を

啓発しました。 

・補助制度(浄化槽等設

置補助) 
・広報等補助制度の啓

発を行ないます。

・補助制度(浄化槽等設

置補助) 
・広報等補助制度の啓

発を行ないます。

上下水道部

営業室

86 

●浄化槽の法定

管理の徹底 

・県と県法定検査協会

と連携し、浄化槽の法

定検査等への周知・指

導を行います。

・市広報で浄化槽の法

定検査について、４月

に掲載しました。 

・県と県法定検査協会

と連携し、浄化槽の法

定検査等への周知・指

導を行います。

・県と県法定検査協会

と連携し、浄化槽の法

定検査等への周知・指

導を行います。

上下水道部

営業室

87 

●河川・水路等

の浄化対策事業

の推進（しゅん

せつ、清掃） 

・地域が実施する水路

等の浚渫、清掃活動に

対して支援します。

・ 地域が実施する水路

等の浚渫、清掃活動に

対して支援しました。 

・地域が実施する水路

等の浚渫、清掃活動に

対して支援します。

・地域が実施する水路

等の浚渫、清掃活動に

対して支援します。

都市整備部

維持管理室

・水利権者への適正管

理を啓発及び指導を行

います。

・水利権者により日常

管理が適切に行われて

います。 

・水利権者への適正管

理を啓発及び指導を行

います。

・水利権者への適正管

理を啓発及び指導を行

います。

産業部

農林資源室

（農村整備担当）

③工場・事業場排

水対策 

88 

●事前審査など

行政指導の充実 

・工場、事業場の進出

にあたっては、開発指

導設計協議のなかで指

導し、必要に応じて、

県にも協力を求めま

す。

・広範囲の環境に影響

を及ぼす工場、事業場

等の進出があれば、県

と協力し、事前審査な

ど行政指導に努めまし

た。 

・工場、事業場の進出

にあたっては、開発指

導設計協議のなかで指

導し、必要に応じて、

県にも協力を求めま

す。

・工場、事業場の進出

にあたっては、開発指

導設計協議のなかで指

導し、必要に応じて、

県にも協力を求めま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

89 

●環境保全協定

などの締結 

・新規に市内進出され

る工場、事業場等につ

いて、公害防止協定等

の締結を積極的に進

め、公害防止に努めま

す。

・新規の工場、事業場

等の進出はありません

でした。 

・新規に市内進出され

る工場、事業場等につ

いて、公害防止協定等

の締結を積極的に進

め、公害防止に努めま

す。

・新規に市内進出され

る工場、事業場等につ

いて、公害防止協定等

の締結を積極的に進

め、公害防止に努めま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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90 

●排水処理施設

の整備促進 

・事業所の排水処理施

設については、県と協

力し、整備が促進され

るよう指導します。

・事業所の排水処理施

設の苦情等により、現

場を県と連携して確認

し、周辺の影響がある

場合は、排水対策及び

整備が促進されるよう

指導に努めました。 

・事業所の排水処理施

設については、県と協

力し、整備が促進され

るよう指導します。

・事業所の排水処理施

設については、県と協

力し、整備が促進され

るよう指導します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

91 

●公害防止管理

の適正化 

・法令に定められた規

制基準の遵守と適正管

理の指導を行います。

・必要に応じて、法令

等に基づいた適正処理

等について行政指導を

行いました。 

・法令に定められた規

制基準の遵守と適正管

理の指導を行います。

・法令に定められた規

制基準の遵守と適正管

理の指導を行います。

生活観休部

環境対策室

（環境保全担当）

92 

●指導監視体制

の充実 

・工場等の排水対策に

ついては、県及び河川

管理者等と連携を図

り、法律や条令に基づ

き指導します。

・汚水流出等の苦情時

に現地確認を行い、必

要に応じて、県及び河

川管理者と連携して、

当事者に原因究明と適

正排出の指導等を行い

ました。 

・工場等の排水対策に

ついては、県及び河川

管理者等と連携を図

り、法律や条令に基づ

き指導します。

・工場等の排水対策に

ついては、県及び河川

管理者等と連携を図

り、法律や条令に基づ

き指導します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

④農薬・肥料対策 
93 

●農薬、肥料の

使用等、管理の

適正化指導 

・市広報等で啓発を行

います。

・農業者団体との連携

協力により啓発を行い

ます。

・関係機関による適正

化指導の支援を行いま

す。

・環境対策室と連携し、

市広報にて啓発を行い

ました。 

・関係機関、農業団体

との連携協力により啓

発を行いました。 

・市広報等で啓発を行

います。

・農業者団体との連携

協力により啓発を行い

ます。

・関係機関による適正

化指導の支援を行いま

す。

・市広報等で啓発を行

います。

・農業者団体との連携

協力により啓発を行い

ます。

・関係機関による適正

化指導の支援を行いま

す。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

94 

●ゴルフ場の安

全管理と監視体

制の強化 

・必要に応じ指導権限

を持つ県と連携し、監

視体制の強化を図りま

す。

・農薬使用に関する定

期報告書をチェック

し、監視を行いました。 

・必要に応じ指導権限

を持つ県と連携し、監

視体制の強化を図りま

す。

・必要に応じ指導権限

を持つ県と連携し、監

視体制の強化を図りま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

⑤水質の監視 
95 

●水質監視測定

の充実 

・中小河川等の水質測

定を実施します。

・市内の中小河川等１

２ケ所において、水質

検査を実施しました。 

・中小河川等の水質測

定を実施します。

・中小河川等の水質測

定を実施します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

96 

●河川パトロー

ル体制の充実 

・国、県の関係事務所

との連携を図り、情報

交流を進めます。

・国、県の関係事務所

との連携を図り、情報

交換を行い、河川パト

ロールの実施等によ

り、水質の監視、不法

投棄等の監視に努めま

した。 

・国、県の関係事務所

との連携を図り、情報

交流を進めます。

・国、県の関係事務所

との連携を図り、情報

交流を進めます。 生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・関係機関との連携に

努めます。

・関係機関との連携に

努めました。 

・関係機関との連携に

努めます。

・関係機関との連携に

努めます。
都市環境部

維持管理室



29

97 

●簡易水質調査

の普及 

・関係団体活動に対す

る支援に努めます。

・関係団体から、簡易

水質調査の申し出があ

った場合、必要に応じ

て支援に努めていま

す。 

・関係団体活動に対す

る支援に努めます。

・関係団体活動に対す

る支援に努めます。 生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

98 

●環境カルテづ

くりの普及 

・関係団体との協働に

より、取組みを進めま

す。

・環境カルテづくりの

普及の取組みは進んで

いません 

・関係団体との協働に

より、取組みを進めま

す。

・関係団体との協働に

より、取組みを進めま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

⑥啓発と実践活動 

99 

● 市民意識の

高揚 

・市民が参加できる地

域での環境保全活動の

取組みを周知します。

・名張クリーン大作戦

による河川清掃等の地

域清掃活動の実施につ

いて市広報、FM等で周

知しました。 

・市民が参加できる地

域での環境保全活動の

取組みを周知します。

・市民が参加できる地

域での環境保全活動の

取組みを周知します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

100 

●環境教育の推

進 

・学校等に対して環境

教育実施に向けて働き

かけます。

・環境をテーマとした

出前トークを実施しま

す。

・市立看護専門学校、

小・中学校等において

環境教育を２２回実施

しました。今後も、小

学校等に積極的に環境

教育の場を働きかけて

います。 

・学校等に対して環境

教育実施に向けて働き

かけます。

・環境をテーマとした

出前トークを実施しま

す。

・学校等に対して環境

教育実施に向けて働き

かけます。

・環境をテーマとした

出前トークを実施しま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・市内各小中学校にお

いて、「環境教育」の年

間指導計画を作成し、

水質保全に係る授業実

践を行います。

数値目標  

実施校 19 校 

・各教科や総合的な学

習の時間において、河

川美化活動や水質保全

に係る授業実践を取り

組めた。 

(実施校：２１校) 

・市内各小中学校にお

いて、「環境教育」の年

間指導計画を作成し、

水質保全に係る授業実

践を行います。

数値目標  

実施校 21 18 校

・市内各小中学校にお

いて、「環境教育」の年

間指導計画を作成し、

水質保全に係る授業実

践を行います。

数値目標  

実施校 22 19 校

教育委員会

学校教育室

101 

●快適環境づく

りの実践活動の

普及 

・各環境保全団体によ

る取組みの実績等につ

いて、ポスターを掲示

するなど普及に努めま

す。

・各環境保全団体等か

ら送付、依頼されるポ

スターの掲示、チラシ

の配布、配備を行いま

した。 

・各環境保全団体によ

る取組みの実績等につ

いて、ポスターを掲示

するなど普及に努めま

す。

・各環境保全団体によ

る取組みの実績等につ

いて、ポスターを掲示

するなど普及に努めま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

（２）水辺とのふれあいを大切にする（親水性のある水辺空間の再生）

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①水辺の整備 
102 

●水辺自然環境

の保全 

・河川等の自然環境の

保全に努めます。

・該当する箇所があり

ませんでした。

・河川等の自然環境の

保全に努めます。

・河川等の自然環境の

保全に努めます。
都市整備部

道路河川室

・水利権者への適正管

理の啓発と指導を行い

ます。

・農地・水・環境保全

向上対策事業により、

水辺の自然環境保全に

取組みました。

・水利権者への適正管

理の啓発と指導を行い

ます。

・水利権者への適正管

理の啓発と指導を行い

ます。

産業部

農林資源室

（農村整備担当）
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103 

●水辺緑化の推

進 

・河川等の緑化を推進

します。

・該当する箇所があり

ませんでした。

・河川等の緑化を推進

します。

・河川等の緑化を推進

します。
都市整備部

道路河川室

・水利権者への適正管

理の啓発と指導を行い

ます。

・農地・水・環境保全

向上対策事業により、

水辺の自然環境保全に

取組みました。

・水利権者への適正管

理の啓発と指導を行い

ます。

・水利権者への適正管

理の啓発と指導を行い

ます。

産業部

農林資源室

（農村整備担当）

104 

●散策路､サイ

クリング道など

の整備 

105 

●河川公園、広

場等レクリエー

ション空間の整

備 

106 

●親水性のある

河川、水路改修

工法の導入 

・改修工法の調査研究

を行ないます。

・改修工法の調査研究

を行いました。

・改修工法の調査研究

を行ないます。

・改修工法の調査研究

を行ないます。
産業部

農林資源室

（農村整備担当）

107 

●簗瀬水路の水

量の安定確保 

・高岩井堰維持管理業

務委託を継続します。

・高岩井堰水利組合と

の管理業務委託を締結

しました。

・高岩井堰維持管理業

務委託を継続します。

・高岩井堰維持管理業

務委託を継続します。

産業部

農林資源室

（農村整備担当）

②河川の浄化 
108 

●植生、水生生

物などの自然生

態系の保全 

・生活環境等の保全に

関する啓発を行いま

す。

・名張クリーン大作戦

等の河川清掃や広報を

通じて、自然環境の保

全の大切さを啓発する

ことができました。

・生活環境等の保全に

関する啓発を行いま

す。

・生活環境等の保全に

関する啓発を行いま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・水利権者への適正管

理の啓発と指導を行い

ます。

・農地・水・環境保全

向上対策事業により、

水辺の自然環境保全に

取組みました。

・水利権者への適正管

理の啓発と指導を行い

ます。

・水利権者への適正管

理の啓発と指導を行い

ます。

生活環境部

農林資源室

（農村整備担当）

109 

●ヘドロしゅん

せつの促進 

・名張地区における簗

瀬水路等の機械による

浚渫作業を行います。

・簗瀬水路等の用悪水

路のへドロ、及び、普

通河川等の堆積土砂を

浚渫することで、河川

の浄化に努めました。。

・名張地区における簗

瀬水路等の機械による

浚渫作業を行います。

・名張地区における簗

瀬水路等の機械による

浚渫作業を行います。
都市環境部

維持管理室

・水利権者への適正管

理を啓発及び指導を行

います。

・水利件者による日常

管理が適切に行われて

います。

・水利権者への適正管

理を啓発及び指導を行

います。

・水利権者への適正管

理を啓発及び指導を行

います。

産業部

農林資源室

（農村整備担当）

110 

●水路等浄化対

策の推進 

・地域が実施する水路

等の浚渫、清掃活動に

対して支援します。

・地域が実施する水路

等の浚渫、清掃活動に

対して支援しました。

・地域が実施する水路

等の浚渫、清掃活動に

対して支援します。

・地域が実施する水路

等の浚渫、清掃活動に

対して支援します。

都市環境部

維持管理室
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・水利権者への適正管

理の啓発と指導を行い

ます。

・農地・水・環境保全

向上対策事業により、

水辺の自然環境保全に

取組みました。

・水利権者への適正管

理の啓発と指導を行い

ます。

・水利権者への適正管

理の啓発と指導を行い

ます。

産業部

農林資源室

（農村整備担当）

・名張川等の水質の定

期調査を実施します。

・生活雑排水の適正管

理の指導を行います。

・名張川等の水質の調

査を実施し、市民の苦

情等に伴い適正な排水

について指導を行いま

した。

・名張川等の水質の定

期調査を実施します。

・生活雑排水の適正管

理の指導を行います。

・名張川等の水質の定

期調査を実施します。

・生活雑排水の適正管

理の指導を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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環境目標４ 

【空気が澄みきったきれいな快適環境づくり】

◇2015(平成 27)年度の数値目標 

指 標 項 目 現況値(平成 23年度) 目標値(平成 27年度) 

光化学オキシダントの基準超過時間数  421 時間  400 時間 

光化学スモッグの注意報等の発令回数 0 回 ― 

（１）きれいな空気を確保する（大気の環境基準に適合する） 

施策項目
具体的な施策項

目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①工場､事業場排

出対策 

111 

●工場等の新増

設に対する事前

審査等の充実 

・環境に多大な影響を

及ぼす工場等の新増設

が計画された場合、事

前審査を県に依頼しま

す。

・軽微な新増設におい

ては、公害防止協定等

の締結を行います。

・工場等の新増設に対

する事前審査、公害防

止協定の事例はありま

せんでした。 

・環境に多大な影響を

及ぼす工場等の新増設

が計画された場合、事

前審査を県に依頼しま

す。

・軽微な新増設におい

ては、公害防止協定等

の締結を行います。

・環境に多大な影響を

及ぼす工場等の新増設

が計画された場合、事

前審査を県に依頼しま

す。

・軽微な新増設におい

ては、公害防止協定等

の締結を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・工場、事業場の水質

汚濁並びに大気汚染に

ついて、県の公害防止

条例等上乗せ規制を含

め適切な指導に努めま

す。

・開発指導要綱に基づ

く事前協議の際に配慮

しました。 

・工場、事業場の水質

汚濁並びに大気汚染に

ついて、県の公害防止

条例等上乗せ規制を含

め適切な指導に努めま

す。

・工場、事業場の水質

汚濁並びに大気汚染に

ついて、県の公害防止

条例等上乗せ規制を含

め適切な指導に努めま

す。

産業部

商工経済室

112 

●公害防止協定

等の締結の指導 

・新規で市内に進出す

る工場及び事業場との

公害防止協定の締結

を、積極的に行います。

・新規で市内に進出す

る工場等と公害防止協

定の締結はありません

でした。 

・新規で市内に進出す

る工場及び事業場との

公害防止協定の締結

を、積極的に行います。

・新規で市内に進出す

る工場及び事業場との

公害防止協定の締結

を、積極的に行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・工場の新設や増設等

の企業に対して、協定

の締結等を指導しま

す。

・開発指導要綱に基づ

く事前協議の際に配慮

しました。 

・工場の新設や増設等

の企業に対して、協定

の締結等を指導しま

す。

・工場の新設や増設等

の企業に対して、協定

の締結等を指導しま

す。

産業部

商工経済室

113 

●使用燃料、燃

焼方法等管理の

指導 

・大気汚染防止法及び

三重県環境保全条例等

に基づき、県と協力し

て指導を実施します。

・大気保全について、

法令等を遵守した排出

をするよう必要に応じ

て、県と協力して指導

を行いました。 

・大気汚染防止法及び

三重県環境保全条例等

に基づき、県と協力し

て指導を実施します。

・大気汚染防止法及び

三重県環境保全条例等

に基づき、県と協力し

て指導を実施します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

114 

●立ち入り調査

の充実 

・必要に応じて県と連

携し、立入り調査を実

施します。

・必要に応じて、県と

連携し、立ち入り調査

を実施しました。 

・必要に応じて県と連

携し、立入り調査を実

施します。

・必要に応じて県と連

携し、立入り調査を実

施します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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115 

●廃油、廃プラ

スチックなど産

業廃棄物の適正

管理 

・産業廃棄物の適正管

理については、三重県

と連携し適正な管理の

指導・啓発を実施しま

す。

・必要に応じ県と連携

し、適正な管理につい

ての啓発・指導を進め

てきました。 

・また、不法投棄につ

いては、警察とも連携

を密にし、対策を図り

ました。 

・産業廃棄物の適正管

理については、三重県

と連携し適正な管理の

指導・啓発を実施しま

す。

・産業廃棄物の適正管

理については、三重県

と連携し適正な管理の

指導・啓発を実施しま

す。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

・産業廃棄物の混入防

止の確認・指導を行い

ます。

・事業系一般廃棄物、

産業廃棄物を周辺環境

に配慮した受け入れが

できました。産業廃棄

物の混入防止の啓発も

行いました。 

・産業廃棄物の混入防

止の確認・指導を行い

ます。

・産業廃棄物の混入防

止の確認・指導を行い

ます。 伊賀南部環境衛生

組合

②自動車等移動発

生源対策 

116 

●生活環境に配

慮した公共交通

機関の充実 

・その他の交通不便地

域（赤目地域）につい

ても地域内の協議の醸

成及び進捗に伴い支援

を行います。

・ナッキー号及びあら

らぎ号を運行します。

・ナッキー号及びあら

らぎ号を運行しまし

た。 

・各地域のコミュニテ

ィバス運行協議会に

補助金を交付しまし

た。 

・コミュニティバスが

運行していない交通不

便地域である赤目地域

について、まちづくり

委員会会長等と先進地

である宇陀市へ視察に

赴く等、コミュニティ

バス運行開始に向けた

支援を行いました。 

・その他の交通不便地

域（赤目地域）につい

ても地域内の協議の醸

成及び進捗に伴い支援

を行います。

・ナッキー号及びあら

らぎ号を運行します。

・その他の交通不便地

域（赤目地域）につい

ても地域内の協議の醸

成及び進捗に伴い支援

を行います。

・ナッキー号及びあら

らぎ号を運行します。

都市整備部

都市計画室

117 

●国道、主要県

道等幹線道路網

の整備促進 

・幹線道路網を構成す

る国・県道の整備推進

を働きかけます。

・局所改良、ソフト面

の改良による渋滞緩和

対策の推進を働きかけ

ます。

・国道３６８号につい

ては、桔梗が丘弧線橋

の耐震設計と西田原水

越交差点の改良工事に

着手するなど渋滞緩和

に向けた取組が進めら

れた。 

・県道については、上

笠間八幡名張線の整備

促進が図られた。 

・幹線道路網を構成す

る国・県道の整備推進

を働きかけます。

・局所改良、ソフト面

の改良による渋滞緩和

対策の推進を働きかけ

ます。

・幹線道路網を構成す

る国・県道の整備推進

を働きかけます。

・局所改良、ソフト面

の改良による渋滞緩和

対策の推進を働きかけ

ます。

都市整備部

都市整備政策室
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118 

●公共交通機関

の利用促進 

・市街地循環型コミュ

ニティバス「ナッキー

号」及び交通空白地型

コミュニティバス「あ

ららぎ号」を引き続き

運行します。

・各地域のコミュニテ

ィバスの運行を支援し

ます。

・ナッキー号及びあら

らぎ号を運行しまし

た。 

・各地域のコミュニテ

ィバス運行協議会に

補助金を交付しまし

た。 

・コミュニティバスが

運行していない交通不

便地域である赤目地域

について、まちづくり

委員会会長等と先進地

である宇陀市へ視察に

赴く等、コミュニティ

バス運行開始に向けた

支援を行いました。 

・市街地循環型コミュ

ニティバス「ナッキー

号」及び交通空白地型

コミュニティバス「あ

ららぎ号」を引き続き

運行します。

・各地域のコミュニテ

ィバスの運行を支援し

ます。

・市街地循環型コミュ

ニティバス「ナッキー

号」及び交通空白地型

コミュニティバス「あ

ららぎ号」を引き続き

運行します。

・各地域のコミュニテ

ィバスの運行を支援し

ます。

都市整備部

都市計画室

③有害物質対策 
119 

●公害防止施設

の整備促進 

・周辺の環境保全及び

順法を実施するための

施設整備に努めるよう

指導を行います。

・有害物質を排出する

懸念がある場合また

は、騒音等の苦情があ

れば、公害防止施設整

備の指導に努めまし

た。 

・周辺の環境保全及び

順法を実施するための

施設整備に努めるよう

指導を行います。

・周辺の環境保全及び

順法を実施するための

施設整備に努めるよう

指導を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

120 

●公害防止管理

の適正化指導 

・有害物質を排出する

工場、事業場等へは、

届出時に公害防止等適

正に管理するよう指導

を行います。

・該当する工場、事業

場等には、公害防止等

について適正に管理す

るよう指導に努めまし

た。 

・有害物質を排出する

工場、事業場等へは、

届出時に公害防止等適

正に管理するよう指導

を行います。

・有害物質を排出する

工場、事業場等へは、

届出時に公害防止等適

正に管理するよう指導

を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

121 

●工場等立ち入

り調査の充実 

・県と連携し、立入調

査を実施します。

・必要に応じて、県と

連携し、工場等の立入

調査を行いました。 

・県と連携し、立入調

査を実施します。

・県と連携し、立入調

査を実施します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

122 

●ＰＲＴＲ法に

基づく指導の徹

底 

・三重県と連携のもと、

県から情報提供があっ

た場合、届出及び法な

どの指導と周知を行い

ます。

・特定化学物質による

環境への影響等の情報

があれば、県と連携し、

指導と周知を行ってい

ます。 

・三重県と連携のもと、

県から情報提供があっ

た場合、届出及び法な

どの指導と周知を行い

ます。

・三重県と連携のもと、

県から情報提供があっ

た場合、届出及び法な

どの指導と周知を行い

ます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

④大気の監視
123 

●常時監視測定

局の増設 

・大気状態の常時監視

測定の充実を図りま

す。

・県のテレメーターシ

ステムによる測定結果

について、状況に応じ

市民に啓発します。

・大気の浮遊粉じん量

を４カ所で測定してい

ます。 

・PM2.5 注意喚起情報

が発令されれば、防災

ほっとめーる等で市民

に周知を図った 

・大気状態の常時監視

測定の充実を図りま

す。

・県のテレメーターシ

ステムによる測定結果

について、状況に応じ

市民に啓発します。

・大気状態の常時監視

測定の充実を図りま

す。

・県のテレメーターシ

ステムによる測定結果

について、状況に応じ

市民に啓発します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

124 

●大気汚染の総

合システム整備

及び運用 

・研究・検討を進めま

す。

・大気汚染の測定等の

総合システムについて

の研究は行いませんで

した。 

・研究・検討を進めま

す。

・研究・検討を進めま

す。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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⑤啓発と実践活動 
125 

●省資源、省エ

ネルギーの推進 

・市職員を対象にエコ

通勤ウィーク運動を月

1 回実施し、省資源、

省エネルギーを推進し

ます。

・国土交通省の関係機

関であるエコモ財団よ

りエコ通勤優良事業所

認定を受け、市職員を

対象にエコ通勤ウイー

ク運動を月１回実施

し、更なる省資源・省

エネルギーの推進に努

めました。 

・市施設にグリーンカ

ーテンの取組みを行い

ました。 

・市職員を対象にエコ

通勤ウィーク運動を月

1 回実施し、省資源、

省エネルギーを推進し

ます。

・市職員を対象にエコ

通勤ウィーク運動を月

1 回実施し、省資源、

省エネルギーを推進し

ます。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

126 

●環境教育の充

実、市民意識の

高揚 

・地球温暖化をテーマ

とした出前トーク等を

実施します。

・環境家計簿の普及を

図ります。

・地球温暖化等をテー

マとした環境学習を実

施しました。 

・市庁舎等にゴーヤに

よるグリーンカーテン

の取組みを行い啓発し

ました。 

・取組みやすい環境家

計簿の普及を図ってい

ます。 

・地球温暖化をテーマ

とした出前トーク等を

実施します。

・環境家計簿の普及を

図ります。

・地球温暖化をテーマ

とした出前トーク等を

実施します。

・環境家計簿の普及を

図ります。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・市内各小中学校にお

いて、省エネルギーの

促進の意識高揚のため

の学習を行います。

数値目標  

実施校 22 校 

・すべての学校におい

て、公害や地球温暖化

の問題から大気汚染に

ついての授業を実施し

ました。 

実施校 ２２校 

・市内各小中学校にお

いて、省エネルギーの

促進の意識高揚のため

の学習を行います。

数値目標  

実施校 22 19 校

・市内各小中学校にお

いて、省エネルギーの

促進の意識高揚のため

の学習を行います。

数値目標  

実施校 22 19 校

教育委員会

学校教育室

127 

●植物等による

簡易測定手法の

普及 

・植物等を使用して出

来る簡易測定手法の紹

介を行います。

要望があれば、植物等

を使用して出来る簡易

測定手法の紹介を行っ

ています。 

・植物等を使用して出

来る簡易測定手法の紹

介を行います。

・植物等を使用して出

来る簡易測定手法の紹

介を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

128 

●低公害車の導

入 

・低排出ガス車等の導

入を図ります。

数値目標  

導入台数 7 台 

リース期間の満了に伴

い、ハイブリッド車１

台が削減となったが、

安心子ども基金を利用

し（子ども部）、ハイブ

リッド車１台の新規購

入を行った。また、小

型車・軽自動車等の入

替え時、低燃費・低排

出ガスを考慮した更新

を行った。 

導入台数 5台 

・低排出ガス車等の導

入を図ります。

数値目標  

導入台数 7 台 

・低排出ガス車等の導

入を図ります。

数値目標  

導入台数 8 台 

総務部

管財室
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環境目標５

【安心して土とのふれあいができる快適環境づくり】

◇2015(平成 27)年度の数値目標 

指 標 項 目 現況値(平成23年度) 目標値(平成 27年度) 

土壌監視測定実施箇所数 4 箇所 6 箇所 

（１）安全な土壌を確保する 

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①土壌汚染の未然 

防止 

129 

●有害物質を含

む原材料、廃棄

物の適正管理 

・有害物質に含む産業

廃棄物の適正管理につ

いては、三重県と連携

し適正な管理の指導・

啓発を実施します。

必要に応じ、県と連携

し、適正な管理・指導・

啓発を行いました。状

況によっては、警察、

消防、水道関係機関と

情報共有を図りまし

た。 

・有害物質に含む産業

廃棄物の適正管理につ

いては、三重県と連携

し適正な管理の指導・

啓発を実施します。

・有害物質に含む産業

廃棄物の適正管理につ

いては、三重県と連携

し適正な管理の指導・

啓発を実施します。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

130 

●農薬、肥料の

使用、管理の適

正化 

・広報等で啓発を行い

ます。

・農業者団体との連携

協力により啓発を行い

ます。

・関係機関との連携に

よる指導の推進と相談

対応を行います。

・環境対策室と連携し、

市広報にて啓発を行い

ました。 

・関係機関、農業団体

との連携協力により啓

発を行いました。 

・広報等で啓発を行い

ます。

・農業者団体との連携

協力により啓発を行い

ます。

・関係機関との連携に

よる指導の推進と相談

対応を行います。

・広報等で啓発を行い

ます。

・農業者団体との連携

協力により啓発を行い

ます。

・関係機関との連携に

よる指導の推進と相談

対応を行います。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

・除草剤等の適正使用

と管理についての啓発

を行います。

農薬の適正使用につい

て、広報により啓発し

ました。 

・除草剤等の適正使用

と管理についての啓発

を行います。

・除草剤等の適正使用

と管理についての啓発

を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

②自然表土の保全

と土壌の改良 

131 

●優良農地や樹

林地の確保と保

全対策

・市広報等で啓発を行

います。

・農業委員会と連携し、

農地法及び農業振興法

により保全を努めまし

た。 

・市広報等で啓発を行

います。

・市広報等で啓発を行

います。
産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

132 

●開発行為を補

う緑化の推進 

・開発行為に伴う指示

事項で、緑化を促進す

る指導を行います。

・地域環境を保全する

観点から、必要に応じ

て、緑化を促進する指

導を行っています。 

・開発行為に伴う指示

事項で、緑化を促進す

る指導を行います。

・開発行為に伴う指示

事項で、緑化を促進す

る指導を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

133 

●農地の土壌改

良の推進 

・農業者団体と連携協

力し推進します。

・ＪＡなど農業者団体

と連携し、調査研究に

努めました。 

・農業者団体と連携協

力し推進します。

・農業者団体と連携協

力し推進します。
産業部

農林資源室

（農林業振興担当）
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③土壌の監視体制

の確立 

134 

●土壌監視測定

の充実 

・市内において土壌監

視測定を行います。

・市内の 4 ヶ所及び必

要に応じて県等と連携

して、土壌調査を実施

しています。 

・市内において土壌監

視測定を行います。

・市内において土壌監

視測定を行います。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・関係機関への支援を

行います。

・該当ありませんでし

た。 

・関係機関への支援を

行います。

・関係機関への支援を

行います。

産業部

農林資源室

(農林業振興担当）

135 

●産業廃棄物等

埋立地の周辺の

監視 

・産業廃棄物等埋立地

が設置された場合、三

重県等の協力を得て、

監視を続けていきま

す。

・産業廃棄物等埋立地

が設置された場合、三

重県等の協力を得て、

監視を行いますが、該

当事例はありません。 

・産業廃棄物等埋立地

が設置された場合、三

重県等の協力を得て、

監視を続けていきま

す。

・産業廃棄物等埋立地

が設置された場合、三

重県等の協力を得て、

監視を続けていきま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・関係機関、部署と協

力して行います。

・農業委員会及び環境

対策室と協力し行いま

した。 

・関係機関、部署と協

力して行います。

・関係機関、部署と協

力して行います。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

（２）土とのふれあいの場を確保する 

施策項目
具体的な施策項

目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①家庭菜園等の普

及 

136 

●遊休市有地の

開放 
・遊休市有地の利用に

ついて、地元協議の上、

希望があれば対応しま

す。

引き続き、つつじが丘

地域づくり委員会及び

青蓮寺・百合が丘地域

まちづくり委員会へ

は、花・野菜づくりの

場として、緑が丘自治

会へは地区住民農園と

して貸し付けている

（以前から貸付）。 

・遊休市有地の利用に

ついて、地元協議の上、

希望があれば対応しま

す。

・遊休市有地の利用に

ついて、地元協議の上、

希望があれば対応しま

す。
総務部

管財室

137 

●住宅地の空き

地の活用 

138 

●家庭菜園や花

壇づくりの奨励 

・関係機関、団体との

連携協力により土とふ

れあう機会を推進しま

す。

・広報等での情報提供、

相談の対応を行いま

す。

・家庭菜園講座をＪＡ、

農業改良普及センター

と連携して年 4 回開催

しました。 

・関係機関、団体との

連携協力により土とふ

れあう機会を推進しま

す。

・広報等での情報提供、

相談の対応を行いま

す。

・関係機関、団体との

連携協力により土とふ

れあう機会を推進しま

す。

・広報等での情報提供、

相談の対応を行いま

す。

産業部

農林資源室

（農林業振興担

当）



38

139 

●有機堆肥使用

の奨励 

・関係機関、団体との

連携協力により土とふ

れあう機会を推進しま

す。

・広報等での情報提供、

相談の対応を行いま

す。

・ＪＡなど農業者団体

と連携し、啓発に努め

ました。 

・関係機関、団体との

連携協力により土とふ

れあう機会を推進しま

す。

・広報等での情報提供、

相談の対応を行いま

す。

・関係機関、団体との

連携協力により土とふ

れあう機会を推進しま

す。

・広報等での情報提供、

相談の対応を行いま

す。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

②世代間の体験交

流 

140 

●農業や食をテ

ーマとしたイベ

ント交流の場の

提供 

・とれたて！なばりの

開催など交流イベント

を行います。

・とれたて！なばりを

開催し、約 2 万人の来

場者がありました。 

・とれたて！なばりの

開催など交流イベント

を行います。

・とれたて！なばりの

開催など交流イベント

を行います。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

141 

●親子米づくり

体験の場の提供 

・地域での取組に対し

て支援します。

・農地・水・環境保全

向上対策事業により、

地域の取組みの支援を

行いました。 

・地域での取組に対し

て支援します。

・地域での取組に対し

て支援します。
産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

142 

●親子芋掘り体

験の場の提供 

・農業者と消費者との

交流機会を確保しま

す。

・農作物の栽培、収穫、

利用などの体験機会を

提供します。

・担い手育成会により

親子体験農業を開催し

ました。 

・農業者と消費者との

交流機会を確保しま

す。

・農作物の栽培、収穫、

利用などの体験機会を

提供します。

・農業者と消費者との

交流機会を確保しま

す。

・農作物の栽培、収穫、

利用などの体験機会を

提供します。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

③遊休農地の利活

用 

143 

●園芸福祉等へ

の活用 

・園芸福祉活動を推進

します。

・園芸福祉活動を推進

します。 

・園芸福祉活動を推進

します。

・園芸福祉活動を推進

します。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

健康福祉部

高齢障害支援室

144 

●まちづくりと

連携した活性化

の検討  

・農業者、地域団体、

市民活動団体などとの

連携、協働による遊休

農地などの利活用の推

進を図ります。

・農地・水・環境保全

向上対策事業により、

地域の取組みの支援を

行いました。 

・農業者、地域団体、

市民活動団体などとの

連携、協働による遊休

農地などの利活用の推

進を図ります。

・農業者、地域団体、

市民活動団体などとの

連携、協働による遊休

農地などの利活用の推

進を図ります。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

・各地域の将来像を考

えた地域ビジョンを反

映させるため、地域と

協働により具体化に向

けた取り組みを進めま

す。

・15地域づくり組織に

おいて、ゆめづくり協

働事業が実施されまし

た。 

・各地域の将来像を考

えた地域ビジョンを反

映させるため、地域と

協働により具体化に向

けた取り組みを進めま

す。

・各地域の将来像を考

えた地域ビジョンを反

映させるため、地域と

協働により具体化に向

けた取り組みを進めま

す。

地域部

地域経営室

145 

●遊休・荒廃地

の解消への取組

み 

・農業者、地域団体、

市民活動団体などとの

連携、協働による遊休

農地などの利活用の推

進を図ります。

・農地・水・環境保全

向上対策事業により、

地域の取組みの支援を

行いました。 

・農業者、地域団体、

市民活動団体などとの

連携、協働による遊休

農地などの利活用の推

進を図ります。

・農業者、地域団体、

市民活動団体などとの

連携、協働による遊休

農地などの利活用の推

進を図ります。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）
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環境目標 6
【落ち着いた暮らしのできる快適環境づくり】

◇2015(平成 27)年度の数値目標 

指 標 項 目 現況値(平成23年度) 目標値(平成 27年度) 

騒音・振動・悪臭の苦情件数 19 件 8 件 

（１）生活に支障のない静けさを確保する 

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①騒音､振動発生

源対策 

146 

●工場等の新増

設に対する事前

審査 

・環境に多大な影響を

及ぼす工場等の新増設

に対して、事前審査を

県に依頼します。

・軽微な新増設におい

ては、公害防止協定等

を締結します。

・騒音により環境に多

大な影響を及ぼす工場

等の新増設は、県等と

調整を図りながら、発

生源対策や防音壁等の

設置等を指導し、事前

対策を講じています。 

・環境に多大な影響を

及ぼす工場等の新増設

に対して、事前審査を

県に依頼します。

・軽微な新増設におい

ては、公害防止協定等

を締結します。

・環境に多大な影響を

及ぼす工場等の新増設

に対して、事前審査を

県に依頼します。

・軽微な新増設におい

ては、公害防止協定等

を締結します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・騒音、振動が事前に

予想される施設につい

ては、事前に担当部署

と調整を図り指導いた

します。

・開発指導要綱に基づ

く事前協議の際に配慮

しました。 

・騒音、振動が事前に

予想される施設につい

ては、事前に担当部署

と調整を図り指導いた

します。

・騒音、振動が事前に

予想される施設につい

ては、事前に担当部署

と調整を図り指導いた

します。

産業部

商工経済室

147 

●環境保全協定

等の締結 

・新規で市内進出する

工場及び事業所等との

公害防止協定等の締結

を積極的に行います。

・工場との公害防止協

定締結の事例はありま

せんでした。 

・新規で市内進出する

工場及び事業所等との

公害防止協定等の締結

を積極的に行います。

・新規で市内進出する

工場及び事業所等との

公害防止協定等の締結

を積極的に行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・工場の新設や増設、

騒音等事前に予想され

る施設については、協

定の締結等を指導しま

す。

・開発指導要綱に基づ

く事前協議の際に配慮

しました。 

・工場の新設や増設、

騒音等事前に予想され

る施設については、協

定の締結等を指導しま

す。

・工場の新設や増設、

騒音等事前に予想され

る施設については、協

定の締結等を指導しま

す。

産業部

商工経済室

148 

●公害防止施設

整備等防音対策

と融資制度の充

実 

・施設における防音、

防振対策の実施につい

て、指導を行います。

・県の公害防止対策に

かかる融資制度を紹介

します。

・必要に応じて、施設

における防音、防振対

策の実施について、指

導を行っています。 

・要望があれば、県の

公害防止対策にかかる

融資制度を紹介してい

ます。 

・施設における防音、

防振対策の実施につい

て、指導を行います。

・県の公害防止対策に

かかる融資制度を紹介

します。

・施設における防音、

防振対策の実施につい

て、指導を行います。

・県の公害防止対策に

かかる融資制度を紹介

します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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・事前に予想される施

設については、発生源

対策や、防音壁等附帯

施設の増設を指導し事

前対策を講じます。

・開発指導要綱に基づ

く事前協議の際に配慮

しました。 

・事前に予想される施

設については、発生源

対策や、防音壁等附帯

施設の増設を指導し事

前対策を講じます。

・事前に予想される施

設については、発生源

対策や、防音壁等附帯

施設の増設を指導し事

前対策を講じます。

産業部

商工経済室

149 

●建設作業に伴

う騒音、振動の

防止又は指導対

策 

・法律及び条例による

規制の遵守について指

導を行います。

・事前届出の徹底を図

ります。

・必要に応じて、建設

作業に伴う騒音、振動

についての規制の遵

守、防止策について指

導を行いました。 

・法律及び条例による

規制の遵守について指

導を行います。

・事前届出の徹底を図

ります。

・法律及び条例による

規制の遵守について指

導を行います。

・事前届出の徹底を図

ります。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・三重県生活環境の保

全に関する条例等に基

づき、当事者への指導

を図ります。

・工事請負業者への指

導を行いました。 

・三重県生活環境の保

全に関する条例等に基

づき、当事者への指導

を図ります。

・三重県生活環境の保

全に関する条例等に基

づき、当事者への指導

を図ります。

産業部

農林資源室

（農村整備担当）

・請負者へ「建設工事

に伴う騒音振動対策技

術指針」関連法令を遵

守の上、施行計画及び

工事実施の各段階にお

いて十分に検討し、周

辺地域の環境保全に努

めるよう指導を行いま

す。

・計画どおり実施する

ことができました。 

・工事期間中、請負者

への関係法令の遵守、

周辺地域の環境保全に

努める等の指導を行っ

たことにより付近住民

からの苦情等は発生し

ませんでした。 

・当室の請負工事では、

低騒音対策機器の使用

を基本としており、工

事に伴う騒音・振動の

防止及び抑制に努める

ことが出来た。 

・生活形態、交通網へ

の影響を分散する地域

事情に配慮した整備手

法を行い、周辺地域の

環境保全に努めると共

に建設機械について

は、低騒音型、排出ガ

ス対策型等使用の指導

を行いました。 

・請負者へ「建設工事

に伴う騒音振動対策技

術指針」関連法令を遵

守の上、施行計画及び

工事実施の各段階にお

いて十分に検討し、周

辺地域の環境保全に努

めるよう指導を行いま

す。

・請負者へ「建設工事

に伴う騒音振動対策技

術指針」関連法令を遵

守の上、施行計画及び

工事実施の各段階にお

いて十分に検討し、周

辺地域の環境保全に努

めるよう指導を行いま

す。

都市環境部

 道路河川室

営繕住宅室

維持管理室

上下水道部

 下水道建設室

150 

●道路構造の改

良、防音壁の設

置 

・三重県生活環境の保

全に関する条例等に基

づき、当事者への指導

を図ります。

路面補修を行いまし

た。 

・三重県生活環境の保

全に関する条例等に基

づき、当事者への指導

を図ります。

・三重県生活環境の保

全に関する条例等に基

づき、当事者への指導

を図ります。

生活環境部

農林資源室

（農村整備担当）
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②近隣騒音対策 
151 

●近隣騒音に関

する地域でのル

－ルの確立 

・近隣騒音発生時にお

ける音量等の測定を行

います。

・環境騒音等の苦情を

受けた際に、必要に応

じて、規制数値の比較

による騒音把握のた

め、音量の測定を行い、

指導を行います。 

・近隣騒音発生時にお

ける音量等の測定を行

います。

・近隣騒音発生時にお

ける音量等の測定を行

います。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

152 

●拡声器使用方

法の適正化 

・苦情発生時において

は、条例等に基づき指

導を行います。

・拡声器の使用による

苦情相談はありません

でしたが、発生時にお

いては、法令等に基づ

き指導を行います。 

・苦情発生時において

は、条例等に基づき指

導を行います。

・苦情発生時において

は、条例等に基づき指

導を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

153 

●カラオケ、爆

音機等の騒音対

策 

・カラオケの騒音苦情

発生時には、条例に基

づき指導を行います。

・爆音機の騒音苦情に

ついては、他室と協力

して対応します。

・啓発活動を行います。

・カラオケ、爆音機等

の騒音苦情発生時に

は、現地の実態調査を

行い、法令等に基づき

指導を行いました。 

・また、広報による啓

発を行いました。 

・カラオケの騒音苦情

発生時には、条例に基

づき指導を行います。

・爆音機の騒音苦情に

ついては、他室と協力

して対応します。

・啓発活動を行います。

・カラオケの騒音苦情

発生時には、条例に基

づき指導を行います。

・爆音機の騒音苦情に

ついては、他室と協力

して対応します。

・啓発活動を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・農業のための爆音機

については近隣住民等

の迷惑とならないよう

な仕様について、市広

報等で啓発を行いま

す。

・環境対策室と連携し、

市広報にて啓発を行い

ました。 

・関係機関、農業団体

との連携協力により啓

発を行いました。 

・農業のための爆音機

については近隣住民等

の迷惑とならないよう

な仕様について、市広

報等で啓発を行いま

す。

・農業のための爆音機

については近隣住民等

の迷惑とならないよう

な仕様について、市広

報等で啓発を行いま

す。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

③騒音・振動の監

視 

154 

●騒音、振動測

定と監視の充実 

・環境騒音及び交通振

動の調査を行います。

環境騒音 2 ヶ所

交通調査 2 ヶ所

・市独自の事業として

の交通振動及び交通量

調査は行いませんでし

た。 

・環境騒音及び交通振

動の調査を行います。

環境騒音 2 ヶ所

交通調査 2 ヶ所

・環境騒音及び交通振

動の調査を行います。

環境騒音 2 ヶ所

交通調査 2 ヶ所

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

155 

●夜間騒音、交

通 

騒音に対する関

係機関との連携

による抑制指導

の強化 

・創意工夫により夜間

建設工事の削減率を向

上します。

・工事施工方法の工夫

により削減をすること

が出来ました。 

・創意工夫により夜間

建設工事の削減率を向

上します。

・創意工夫により夜間

建設工事の削減率を向

上します。

都市整備部

道路河川室

・夜間建設工事の削減

率を向上します。

・道路占用者が市道敷

内で行う工事につい

て、騒音抑制に十分配

慮するよう指導しまし

た。また、当該道路の

交通量を考慮した上

で、夜間工事が必要な

箇所のみ夜間工事の条

件を課すに止めまし

た。 

・夜間建設工事の削減

率を向上します。

・夜間建設工事の削減

率を向上します。

都市環境部

維持管理室
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・請負者へ「建設工事

に伴う騒音振動対策技

術指針」関連法令を遵

守の上、施行計画及び

工事実施の各段階にお

いて十分に検討し、周

辺地域の環境保全に努

めるよう指導を行いま

す。

・生活形態、交通網へ

の影響を分散する地域

事情に配慮した整備手

法を行い、周辺地域の

環境保全に努めると共

に建設機械について

は、低騒音型、排出ガ

ス対策型等使用の指導

を行いました。 

・請負者へ「建設工事

に伴う騒音振動対策技

術指針」関連法令を遵

守の上、施行計画及び

工事実施の各段階にお

いて十分に検討し、周

辺地域の環境保全に努

めるよう指導を行いま

す。

・請負者へ「建設工事

に伴う騒音振動対策技

術指針」関連法令を遵

守の上、施行計画及び

工事実施の各段階にお

いて十分に検討し、周

辺地域の環境保全に努

めるよう指導を行いま

す。

上下水道部

下水道建設室

・夜間騒音、交通騒音

に対する指導を行いま

す。

・車両の違法改造等に

よる苦情の場合は警察

と協力し解決にあたり

ます。

・夜間騒音、交通騒音

の苦情があった場合

は、警察や交通機関と

の情報共有と連携を図

り、指導を行い、改善

を求めました。 

・夜間騒音、交通騒音

に対する指導を行いま

す。

・車両の違法改造等に

よる苦情の場合は警察

と協力し解決にあたり

ます。

・夜間騒音、交通騒音

に対する指導を行いま

す。

・車両の違法改造等に

よる苦情の場合は警察

と協力し解決にあたり

ます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

④土地利用の適正

化 

156 

●都市計画法に

基づく土地利用

の適正化 

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。

・用途地域等の見直し

方針（素案）を作成し、

パブリックコメントの

実施に合わせ、各地域

づくり組織等を対象と

した懇談会を開催しつ

つ、見直し方針の整理

を進めました。 

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。 都市整備部

都市計画室

157 

●土地利用マス

タープランによ

る秩序ある土地

利用の推進 

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。

・用途地域等の見直し

方針（素案）を作成し、

パブリックコメントの

実施に合わせ、各地域

づくり組織等を対象と

した懇談会を開催しつ

つ、見直し方針の整理

を進めました。 

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。 都市整備部

都市計画室

（２）快適な音環境を豊かにする 

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①地域固有の音の 

保存 

158 

●地域固有の音

の実態調査 

・地域に親しまれる音

について、調査、研究

に努めます。

・地域に親しまれる音

については、未調査と

なっています。

・地域に親しまれる音

について、調査、研究

に努めます。

・地域に親しまれる音

について、調査、研究

に努めます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

159 

●快適な音の保

存 

・調査、研究に努めま

す。

・快適な音については、

未調査となっていま

す。

・調査、研究に努めま

す。

・調査、研究に努めま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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②自然の音を生み

出す環境づくり 

160 

●自然の音が聴

こえる生活環境

づくり 

・法律及び条令に基づ

く人工音の発生源への

指導に努めます。

・今後も自然の音色が

聴くことができる豊か

な環境づくりに努めま

す。

・法律及び条令に基づ

く人工音の発生源への

指導に努めます。

・法律及び条令に基づ

く人工音の発生源への

指導に努めます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

（３）悪臭による不快感を取り除く 

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①悪臭防止対策 
161 

●発生源対策の

指導強化 

・悪臭発生施設を設置

する事実がある場合、

発生源等を含めた環境

保全対策の指導徹底を

行います。

・悪臭に伴う苦情があ

る場合、現地確認と周

辺への環境保全対策を

十分に図るように指導

を行いました。

・悪臭発生施設を設置

する事実がある場合、

発生源等を含めた環境

保全対策の指導徹底を

行います。

・悪臭発生施設を設置

する事実がある場合、

発生源等を含めた環境

保全対策の指導徹底を

行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

162 

●浄化槽の法定

管理の徹底 

・県と県法定検査協会

と連携し、浄化槽の法

定検査等への周知・指

導を行います。

・市広報で浄化槽の法

定検査について、４月

に掲載しました。

・県と県法定検査協会

と連携し、浄化槽の法

定検査等への周知・指

導を行います。

・県と県法定検査協会

と連携し、浄化槽の法

定検査等への周知・指

導を行います。

上下水道部

営業室

②香りの創出 
163 

●森林機能の保

全と緑化推進と

の連携 

・人工林の間伐等を推

進します。

・広報等での啓発を行

います。

・針葉樹と広葉樹の混

交林化を推進します。

・造林事業、森林環境

創造事業により、２３．

２０ha の適正管理が

図られました。

・人工林の間伐等を推

進します。

・広報等での啓発を行

います。

・針葉樹と広葉樹の混

交林化を推進します。

・人工林の間伐等を推

進します。

・広報等での啓発を行

います。

・針葉樹と広葉樹の混

交林化を推進します。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）
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環境目標７

【緑と身近にふれあいができ､地域の個性を生かした快適環境づくり】

◇2015(平成 27)年度の数値目標 

指 標 項 目 現況値(平成 23年度) 目標値(平成 27年度) 

地域住民等による清掃活動への支援回数 11 回 20 回 

（１）緑と空間のなかに生活を確保する 

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①身近な緑地の充

実と管理 

164 

●お年寄りから

赤ちゃんまで

が、安心して憩

える市域の総合

的な「ふるさと

の杜づくり計画

( 緑 の 基 本 構

想)」の策定 

・健やかな市域の緑の

保全と創造に向けた総

合的な施策展開に向

け、緑の基本構想につ

いて検討します。

・緑の基本構想につい

ては、景観まちづくり

施策と連携した取組み

が必要であると考えて

おり、景観行政団体移

行を見据えた運用段階

の組織のあり方につい

て検討しました。 

・健やかな市域の緑の

保全と創造に向けた総

合的な施策展開に向

け、緑の基本構想につ

いて検討します。

・健やかな市域の緑の

保全と創造に向けた総

合的な施策展開に向

け、緑の基本構想につ

いて検討します。
都市整備部

都市計画室

165 

●緑化協定、緑

地保全地区の指

定等の制度の活

用 

166 

●運動公園、自

然公園、史跡公

園など目的性を

重視した施設の

整備と管理の充

実    

・史跡公園の歴史的価

値を周知し、利用者意

識の向上に努めます。

・ふるさと公園で観阿

弥祭、能楽祭を開催し、

歴史的価値の周知を図

るとともに、手すりの

整備、記念碑の建立な

どの環境整備を行いま

した。 

・史跡公園の歴史的価

値を周知し、利用者意

識の向上に努めます。

・史跡公園の歴史的価

値を周知し、利用者意

識の向上に努めます。
教育委員会

文化生涯学習室

・自然公園法に基づく

室生赤目青山国定公園

内の維持管理について

は、赤目四十八滝渓谷

保勝会を通して、管理

面等の充実に向け指導

します。

・関係機関と連携して

危機管理マニュアルを

策定することにより、

管理能力を高めまし

た。 

・自然公園法に基づく

室生赤目青山国定公園

内の維持管理について

は、赤目四十八滝渓谷

保勝会を通して、管理

面等の充実に向け指導

します。

・自然公園法に基づく

室生赤目青山国定公園

内の維持管理について

は、赤目四十八滝渓谷

保勝会を通して、管理

面等の充実に向け指導

します。

産業部

観光交流室
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②緑のまちづくり

の推進 

167 

●緑化推進組識

の整備、園芸福

祉等の協働展

開、イベントの

開催 

・園芸福祉普及推進協

議会を開催します。

・園芸福祉ボランティ

アの養成、活動団体と

の協力を行います。

・市民対象のイベント、

講演会の開催などを行

います。

・三重県緑化推進協会

が実施する緑化運動及

び緑の募金交付事業の

活用に取組みます。

・名張園芸福祉ボラン

ティアの会、地縁法人

美旗まちづくり協議会

の 2 団体が、花と緑の

愛護に特に著しい功績

を残し、三重県知事の

表彰を受けました。 

・三重県緑化推進協会

が実施する緑化運動（4

団体）及び緑の募金交

付事業（8団体）の活用

に取組みました。 

・園芸福祉普及推進協

議会を開催します。

・園芸福祉ボランティ

アの養成、活動団体と

の協力を行います。

・市民対象のイベント、

講演会の開催などを行

います。

・三重県緑化推進協会

が実施する緑化運動及

び緑の募金交付事業の

活用に取組みます。

・園芸福祉普及推進協

議会を開催します。

・園芸福祉ボランティ

アの養成、活動団体と

の協力を行います。

・市民対象のイベント、

講演会の開催などを行

います。

・三重県緑化推進協会

が実施する緑化運動及

び緑の募金交付事業の

活用に取組みます。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

168 

●花いっぱい運

動､生け垣設置

など工場､家庭

での緑化運動 

・三重県緑化推進協会

が実施する緑化運動及

び緑の募金交付事業の

活用に取組みます。

・三重県緑化推進協会

が実施する緑化運動（4

団体）及び緑の募金交

付事業（8 団体）の活

用に取組みました。 

・三重県緑化推進協会

が実施する緑化運動及

び緑の募金交付事業の

活用に取組みます。

・三重県緑化推進協会

が実施する緑化運動及

び緑の募金交付事業の

活用に取組みます。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

169 

●公共施設や大

樹､並木､街路樹

などの適正管理 

・街路樹について、剪

定計画に基づき行いま

す。

・街路樹の剪定につい

ては、事業計画に基づ

き実施しました。 

・街路樹について、剪

定計画に基づき行いま

す。

・街路樹について、剪

定計画に基づき行いま

す。

都市整備部

維持管理室

170 

●緑の質と量の

把握及び経年デ

ータブックの作

成 

171 

●開発行為に伴

う緑化の指導 

・都市計画法の基準に

基づき指導します。

・都市計画法の技術基

準等に基づき、申請が

あった開発行為等の対

象案件については、内

容を審査し、適切な指

導を行いました。 

・都市計画法の基準に

基づき指導します。

・都市計画法の基準に

基づき指導します。

都市整備部

建築開発室

・開発行為を許可する

にあたり、緑化を促進

する指導を行います。

・地域の環境の特色が

感じられる観点から、

必要に応じて、緑化を

促進する指導を行って

います。 

・開発行為を許可する

にあたり、緑化を促進

する指導を行います。

・開発行為を許可する

にあたり、緑化を促進

する指導を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

③緑と水を守り活

かすネットワーク 

172 

●「ふるさとの

杜づくり計画

( 緑 の 基 本 構

想)」の策定 

・健やかな市域の緑の

保全と創造に向けた総

合的な施策展開に向

け、緑の基本構想につ

いて検討します。

・緑の基本構想につい

ては、景観まちづくり

施策と連携した取組み

が必要であると考えて

おり、景観行政団体移

行を見据えた運用段階

の組織のあり方につい

て検討しました。 

・健やかな市域の緑の

保全と創造に向けた総

合的な施策展開に向

け、緑の基本構想につ

いて検討します。

・健やかな市域の緑の

保全と創造に向けた総

合的な施策展開に向

け、緑の基本構想につ

いて検討します。

都市整備部

都市計画室



46

（２）地域の個性を生かしたまちを確保する 

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①潤いのある都市

景観形成 

173 

●都市景観形成

指針の策定 

・景観法に基づく、市

計画（案）、景観条例

（案）の策定を進める

と共に、円滑な運用に

向けた、景観計画運用

ガイドライン（案）の

策定を進めます。

・現行の組織体制と景

観計画策定までの取組

みスケジュール及び、

将来の景観行政団体移

行を見据えた運用段階

の組織のあり方につい

て検討しました。 

・（仮称）名張市景観条

例に基づき、（仮称）名

張市景観計画の運用を

行います。
都市整備部

都市計画室

174 

●まちづくり協

定、地区計画、

建築協定による

地域景観の整備 

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。

・用途地域等の見直し

方針（素案）を作成し、

パブリックコメントの

実施に合わせ、各地域

づくり組織等を対象と

した懇談会を開催しつ

つ、見直し方針の整理

を進めました。 

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。 都市整備部

都市計画室

175 

●都市景観条例

等制度の充実整

備 

・景観法に基づく、市

計画（案）、景観条例

（案）の策定を進める

と共に、円滑な運用に

向けた、景観計画運用

ガイドライン（案）の

策定を進めます。

・現行の組織体制と景

観計画策定までの取組

みスケジュール及び、

将来の景観行政団体移

行を見据えた運用段階

の組織のあり方につい

て検討しました。 

・（仮称）名張市景観条

例に基づき、（仮称）名

張市景観計画の運用を

行います。
都市整備部

都市計画室

176 

●まちをきれい

にす 

る市民運動の展

開 

・地域住民による清掃

活動等への支援を行い

ます。

地域住民、各団体等に

よるボランティア清掃

活動等に清掃用具等の

金バサミの貸出し、ご

み袋の提供する支援を

行っています。 

・地域住民による清掃

活動等への支援を行い

ます。

・地域住民による清掃

活動等への支援を行い

ます。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

177 

●駅前、商店街、

住宅地、農山村

集落などそれぞ

れの個性を生か

したまちづくり 

景観法に基づく、市計

画（案）、景観条例（案）

の策定を進めると共

に、円滑な運用に向け

た、景観計画運用ガイ

ドライン（案）の策定

を進めます。

・現行の組織体制と景

観計画策定までの取組

みスケジュール及び、

将来の景観行政団体移

行を見据えた運用段階

の組織のあり方につい

て検討しました。 

（仮称）名張市景観条

例に基づき、（仮称）名

張市景観計画の運用を

行います。
都市整備部

都市計画室

・古くは万葉の時代か

ら東西往来の要所、宿

駅として栄えてきた初

瀬街道を中心とする商

店街には、老舗の古い

景観もあり保存に努め

て参ります。

・初瀬街道沿の老舗等

の景観形成ができてい

ません。 

・古くは万葉の時代か

ら東西往来の要所、宿

駅として栄えてきた初

瀬街道を中心とする商

店街には、老舗の古い

景観もあり保存に努め

て参ります。

・古くは万葉の時代か

ら東西往来の要所、宿

駅として栄えてきた初

瀬街道を中心とする商

店街には、老舗の古い

景観もあり保存に努め

て参ります。

産業部

観光交流室
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・良好な農山村景観の

情報提供と中山間地域

の農地保全の取り組み

を推進します。

・景観作物など農地を

活用した地域景観作り

の支援を行います。

・中山間地域等直接支

払事業により対象農地

８４．１ha の適正管理

が図られました。 

・農地・水環境保全向

上対策事業により、景

観作物の作付け支援を

行いました。 

・良好な農山村景観の

情報提供と中山間地域

の農地保全の取り組み

を推進します。

・景観作物など農地を

活用した地域景観作り

の支援を行います。

・良好な農山村景観の

情報提供と中山間地域

の農地保全の取り組み

を推進します。

・景観作物など農地を

活用した地域景観作り

の支援を行います。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

178 

●公共施設整備

におけるアメニ

ティ施策の導入

（都市デザイ

ン） 

・景観法に基づく、市

計画（案）、景観条例

（案）の策定を進める

と共に、円滑な運用に

向けた、景観計画運用

ガイドライン（案）の

策定を進めます。

・現行の組織体制と景

観計画策定までの取組

みスケジュール及び、

将来の景観行政団体移

行を見据えた運用段階

の組織のあり方につい

て検討しました。 

・（仮称）名張市景観条

例に基づき、（仮称）名

張市景観計画の運用を

行います。
都市整備部

都市計画室

179 

●サイン計画

（案内板､標識

等の総合デザイ

ン）の推進 

180 

●屋外広告物等

の規制 

・県屋外広告物条例に

基づき県において実施

されています。

・屋外広告物条例に基

づき県において実施さ

れました。 

・県屋外広告物条例に基

づき県において実施さ

れています。

・県屋外広告物条例に

基づき県において実施

されています。

都市整備部

維持管理室

181 

●放置自転車、

違法駐車の解消 

・市内４駅周辺の自転

車等放置禁止区域に放

置されている自転車等

への警告、撤去移動を

実施します。

・市内４駅周辺の自転

車等放置禁止区域に

放置されている自転

車等への警告、撤去移

動を実施しました。 

・放置自転車保管庫の

修繕を行いました。 

・市内４駅周辺の自転

車等放置禁止区域に放

置されている自転車等

への警告、撤去移動を

実施します。

・市内４駅周辺の自転

車等放置禁止区域に放

置されている自転車等

への警告、撤去移動を

実施します。

都市整備部

都市計画室

②中高層住宅・建

物の周辺への調和 

182 

●地区計画等に

よる地域景観整

備 

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。

・用途地域等の見直し

方針（素案）を作成し、

パブリックコメントの

実施に合わせ、各地域

づくり組織等を対象と

した懇談会を開催しつ

つ、見直し方針の整理

を進めました。 

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。 都市整備部

都市計画室

183 

●開発指導要綱

の徹底 

・名張市中高層建築物

及び集合住宅の建築に

関する指導要綱に基づ

き指導します。

・中高層建築物及び集

合住宅等の計画内容が

対象案件となる場合

は、指導要綱に基づき

審査のうえ、適切な指

導を行いました。 

・名張市中高層建築物

及び集合住宅の建築に

関する指導要綱に基づ

き指導します。

・名張市中高層建築物

及び集合住宅の建築に

関する指導要綱に基づ

き指導します。

都市整備部

建築開発室
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③皆で楽しめるみ

ちづくり 

184 

●名張川堤防敷

き、城下川等の

周辺整備の継続

185 

●道路用地を活

用した緑化、ポ

ケットパーク等

の整備 

調査研究を行ないま

す。

調査研究に努めまし

た。 

調査研究を行ないま

す。

調査研究を行ないま

す。 産業部

農林資源室

（農村整備担当）
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環境目標８

【安心して暮らせる清潔できれいな快適環境づくり】

◇2015(平成 27)年度の数値目標 

指 標 項 目 現況値(平成23年度) 目標値(平成 27年度) 

ごみのリサイクル率 31.1％  31.5 ％ 

生し尿の収集人口比 5 ％     3 ％ 

（１）ごみを減らし、有効利用する 

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①ごみの減量化対

策 

186 

●資源ごみの分

別収集体制の促

進 

・容器包装プラスチッ

クを含め資源ごみの分

別収集の促進に努めま

す。

・資源ごみの分別収集

の実施については、一

部不適正排出も見られ

ますが概ね良好に推移

しております。 

・容器包装プラスチッ

クを 1,061 トン回収

し、資源化率は 26.8％

でした。 

・容器包装プラスチッ

クを含め資源ごみの分

別収集の促進に努めま

す。

・容器包装プラスチッ

クを含め資源ごみの分

別収集の促進に努めま

す。
伊賀南部環境衛生

組合

・資源化が可能な物は、

できるだけ資源とする

ような分別・収集体制

を伊賀南部環境衛生組

合と連携して進め、市

民の協力を促進しま

す。

・順調に推移している

ことから、引き続き分

別の啓発に努めまし

た。 

・地域と民間事業者と

の自主的な連携による

資源回収が増加し、行

政の資源回収量が減少

傾向となりました。 

・また、小型家電の分

別収集再商品化の取組

を始めて、更なるごみ

の減量化を進めまし

た。 

・資源化が可能な物は、

できるだけ資源とする

ような分別・収集体制

を伊賀南部環境衛生組

合と連携して進め、市

民の協力を促進しま

す。

・資源化が可能な物は、

できるだけ資源とする

ような分別・収集体制

を伊賀南部環境衛生組

合と連携して進め、市

民の協力を促進しま

す。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）



50

187 

●ごみ減量化の

普及啓発 

・第四次ごみゼロ社会

を目指すアクションプ

ログラムに基づき、ご

みの減量化、資源化の

普及・啓発に努めます。

・草木類などの再生利

用業の推進、生ごみ処

理機等購入補助金、家

庭用の小型せん定枝破

砕機３台の貸出を継続

して行いました。 

・さらに、せん定枝粉

砕処理車を有効活用

し、地域や学校等に出

向き、資源化を実演し、

啓発に努めました。 

・第四次ごみゼロ社会

を目指すアクションプ

ログラムに基づき、ご

みの減量化、資源化の

普及・啓発に努めます。

・第四次ごみゼロ社会

を目指すアクションプ

ログラムに基づき、ご

みの減量化、資源化の

普及・啓発に努めます。
生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

・ごみの分別等による

資源化の啓発を行いま

す。

・ごみ収集時の告知シ

ール貼付による指導を

行います。

・市広報等への啓発記

事の掲載の協力連携を

行います。

・昨年と同様、指摘シ

ールを約 10,000 枚使

用し随時、指導・啓発

を行い燃やすごみの収

集量は前年度比で１２

８トン減少しました。

容器包装プラスチック

回 収 の 資 源 化 率 は

26.8％でした。 

・ごみの分別等による

資源化の啓発を行いま

す。

・ごみ収集時の告知シ

ール貼付による指導を

行います。

・市広報等への啓発記

事の掲載の協力連携を

行います。

・ごみの分別等による

資源化の啓発を行いま

す。

・ごみ収集時の告知シ

ール貼付による指導を

行います。

・市広報等への啓発記

事の掲載の協力連携を

行います。

伊賀南部環境衛生

組合

188 

●資源集団回収

活動の促進 

・各地域で実施されて

いる資源ごみの集団回

収が継続して実施され

るよう、また、多くの

地域で取り組めるよう

普及啓発に努め、回収

活動を促進します。

・資源物等の不正な持

ち去り対策、地域の集

団回収の普及啓発に取

り組みました。 

・特に、紙・繊維類は、

地域と民間事業者との

自主的な連携による地

域での資源集団回収が

増加していることか

ら、地域の取組への支

援を検討し、効果的な

資源化の促進を図りま

した 

・地域等が主体となっ

た資源ごみの集団回収

の推進に向けた協議検

討を行い、回収活動を

促進します。

・地域等が主体となっ

た資源ごみの集団回収

の推進に向けた協議検

討を行い、回収活動を

促進します。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）
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189 

●市民団体の育

成、支援等 

・市民団体等が主体と

なった資源化のため、

集団回収活動の育成、

支援等に努めます。

・資源物等の持ち去り

対策、違法業者への指

導対策に努め、集団資

源回収は、各地域づく

り組織のコミュニティ

ビジネスとして行政収

集の効率化等、双方の

費用対効果が上昇でき

るように、紙・繊維類

は、地域の取組への支

援を検討しました。 

・市民団体等が主体と

なった資源化のため、

集団回収活動の育成、

支援等に努めます。

・市民団体等が主体と

なった資源化のため、

集団回収活動の育成、

支援等に努めます。
生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

190 

●商品販売店、

事業場等の包装

紙、容器等の改

善の遵守（使い

捨て容器等の削

減） 

・ごみの減量化対策に

向けては、事業所とし

ての意識改革を、あら

ゆる機会を通じ啓発に

努めます。

・各事業所において環

境負荷の軽減について

の取組を行っていま

す。 

・ごみの減量化対策に

向けては、事業所とし

ての意識改革を、あら

ゆる機会を通じ啓発に

努めます。

・ごみの減量化対策に

向けては、事業所とし

ての意識改革を、あら

ゆる機会を通じ啓発に

努めます。

産業部

商工経済室

・レジ袋有料化の取組

みの継続と簡易包装に

努めるよう事業者等に

啓発していきます。

・レジ袋の有料化が大

型店舗を中心に市内全

域で根付います。簡易

包装は、新規店舗に協

力の要請、既存店舗に

は引き続き啓発に努め

ましたが、ドラッグス

トアにおいては、レジ

袋の有料化を万引防

止、サービス向上、顧

客争奪競争等の理由で

やむを得ず中断するケ

ースも発生しました。 

・レジ袋有料化の取組

みの継続と簡易包装に

努めるよう事業者等に

啓発していきます。

・レジ袋有料化の取組

みの継続と簡易包装に

努めるよう事業者等に

啓発していきます。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

②ごみの有効利用 

191 

●生ごみ堆肥化

の促進 

・第四次アクションプ

ログラムに基づき、家

庭及び事業者の生ごみ

の資源化・堆肥化の取

組みを促進します。

・生ごみ資源化は、試

行事業の結果全市域で

の本格的な資源化収集

には課題が見つかり進

展が見られない状況で

すが、排出者による資

源化等を促すため、処

理機の購入補助を継続

し、発生抑制や資源化

の取組への支援、啓発

を行いました。 

・第四次アクションプ

ログラムに基づき、家

庭及び事業者の生ごみ

の資源化・堆肥化の取

組みを促進します。

・第四次アクションプ

ログラムに基づき、家

庭及び事業者の生ごみ

の資源化・堆肥化の取

組みを促進します。
生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

・農業関係の堆肥利用

の可能性について、研

究に努めます。

・環境対策室と連携し、

生ごみ堆肥化の研究を

行いました。 

・農業関係の堆肥利用

の可能性について、研

究に努めます。

・農業関係の堆肥利用

の可能性について、研

究に努めます。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）
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192 

●リサイクル運

動の促進 

・第四次アクションプ

ログラムに基づき、家

庭及び事業者の生ごみ

の資源化、草木類の資

源化に取組みを促進

し、更なるリサイクル

社会の構築に努めま

す。

・草木類などの再生利

用業の推進、生ごみ処

理機等購入補助金の交

付、機器の貸出、せん

定枝粉砕処理車を活用

し、地域等に出向き、

資源化の実演し、啓発

に努めました。 

・また、環境学習会等

の機会を増やし、リサ

イクル運動の啓発に努

めました。 

・第四次アクションプ

ログラムに基づき、家

庭及び事業者の生ごみ

の資源化、草木類の資

源化に取組みを促進

し、更なるリサイクル

社会の構築に努めま

す。

・第四次アクションプ

ログラムに基づき、家

庭及び事業者の生ごみ

の資源化、草木類の資

源化に取組みを促進

し、更なるリサイクル

社会の構築に努めま

す。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

193 

●再資源化の普

及啓発 

・第四次アクションプ

ログラムに基づき、各

種関連事業、環境学習、

イベント等の機会にお

いて、再資源化の普及

啓発に努めます。

・せん定枝粉砕処理車

を有効活用し、地域、

学校、イベント会場等

に出向き、資源化の実

演、啓発を積極的に行

いました。 

・また、環境学習会等

の機会を増やし、再資

源化の普及啓発に努め

ました。 

・第四次アクションプ

ログラムに基づき、各

種関連事業、環境学習、

イベント等の機会にお

いて、再資源化の普及

啓発に努めます。

・第四次アクションプ

ログラムに基づき、各

種関連事業、環境学習、

イベント等の機会にお

いて、再資源化の普及

啓発に努めます。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

194 

●バザー等によ

るリユース運動

の促進 

・伊賀南部クリーンセ

ンターリサイクルプラ

ザ等でのリユース運動

を促進します。

・ごみ分別排出による

容器包装プラスチック

等の資源品質向上につ

とめます。

・粗大ごみの中から再

生可能なものを抽出

し、修理・整備後に展

示販売を実施しまし

た。年間 3 回実施し、

55点の販売を行いまし

た。 

・容器包装リサイクル

法に基づき定められた

分別基準を遵守し引取

品質のＡランクの評価

を得ました。 

・伊賀南部クリーンセ

ンターリサイクルプラ

ザ等でのリユース運動

を促進します。

・ごみ分別排出による

容器包装プラスチック

等の資源品質向上につ

とめます。

・伊賀南部クリーンセ

ンターリサイクルプラ

ザ等でのリユース運動

を促進します。

・ごみ分別排出による

容器包装プラスチック

等の資源品質向上につ

とめます。

伊賀南部環境衛生

組合

・地域や学校、団体等

によるバザー活動やフ

リーマーケットなどの

リユース運動の促進に

努めます。

・地域や学校でのバザ

ー活動や各種イベント

でのフリーマーケット

などのリユース運動の

促進に努めました。  

・また、行政回収した

粗大ごみのリユース販

売を啓発しました。 

・地域や学校、団体等

によるバザー活動やフ

リーマーケットなどの

リユース運動の促進に

努めます。

・地域や学校、団体等

によるバザー活動やフ

リーマーケットなどの

リユース運動の促進に

努めます。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）
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・循環型社会を構築す

るための３Ｒ（ﾘﾃﾞｨｰｽ.
ﾘｭｰｽ.ﾘｻｲｸﾙ）の実行を

各商店等で推奨するた

め、関係機関と連携し

事業の促進を図りま

す。

・十分な促進が図れま

せんでした。 

・循環型社会を構築す

るための３Ｒ（ﾘﾃﾞｨｰｽ.
ﾘｭｰｽ.ﾘｻｲｸﾙ）の実行を

各商店等で推奨するた

め、関係機関と連携し

事業の促進を図りま

す。

・循環型社会を構築す

るための３Ｒ（ﾘﾃﾞｨｰｽ.
ﾘｭｰｽ.ﾘｻｲｸﾙ）の実行を

各商店等で推奨するた

め、関係機関と連携し

事業の促進を図りま

す。

産業部

商工経済室

（２）ごみ等を適正に処理する 

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①廃棄物の適正処

理 

195 

●ごみ出しルー

ルの徹底 

・ごみの分別、排出方

法、収集・処理時の安

全、衛星面等を考慮し

たごみ出しルールにつ

いて広報やメディアを

活用した啓発の徹底を

図ります。

・広報での啓発やごみ

収集日程表、ごみの分

け方・出し方ガイドブ

ック、五十音順ごみの

分け方帳等を有効活用

して啓発に努めまし

た。 

・また、地域や環境学

習会に出向いてごみの

分別、出し方を説明し

ました。 

・ごみの分別、排出方

法、収集・処理時の安

全、衛星面等を考慮し

たごみ出しルールにつ

いて広報やメディアを

活用した啓発の徹底を

図ります。

・ごみの分別、排出方

法、収集・処理時の安

全、衛星面等を考慮し

たごみ出しルールにつ

いて広報やメディアを

活用した啓発の徹底を

図ります。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

・「50 音順ごみの分け

方・出し方」のホーム

ページ掲載や、市広報

への啓発記事掲載等の

協力連携を行います。

・ごみ収集時の告知シ

ール貼付による指導を

行います。

・市広報によりごみの

分け方、出し方の啓発

及び不適正排出には告

知シールによる指導を

行ないました。 

・「50 音順ごみの分け

方・出し方」のホーム

ページ掲載や、市広報

への啓発記事掲載等の

協力連携を行います。

・ごみ収集時の告知シ

ール貼付による指導を

行います。

・「50 音順ごみの分け

方・出し方」のホーム

ページ掲載や、市広報

への啓発記事掲載等の

協力連携を行います。

・ごみ収集時の告知シ

ール貼付による指導を

行います。

伊賀南部環境衛生

組合

196 

●汚水処理施設

から発生するご

みの適正処理 

・中央浄化センタ－の

汚泥等を民間の堆肥化

施設にて適正処理を行

う。

・発生汚泥( 1,299 t)

は民間堆肥化施設、処

理施設への搬入処理を

行い産業廃棄物の適正

処理につとめました。 

・中央浄化センタ－の

汚泥等を民間の堆肥化

施設にて適正処理を行

う。

・中央浄化センタ－の

汚泥等を民間の堆肥化

施設にて適正処理を行

う。

上下水道部

下水道維持室

・管内の汚水処理場の

汚泥及び生し尿を伊賀

南部浄化センターで適

正な処理を行います。

・伊賀南部浄化センタ

ーの処理対象となる汚

泥 及 び 生 し 尿 全 量

41,212ｋｌを受入し、

且つ適正な処理を行い

ました。 

・管内の汚水処理場の

汚泥及び生し尿を伊賀

南部浄化センターで適

正な処理を行います。
伊賀南部環境衛生組

合
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・施設管理者に対して

適正な処理を実施する

よう指導・啓発を実施

します。

・必要に応じて、施設

管理者に対して適正な

処理を実施するよう指

導・啓発を実施しまし

た。 

・施設管理者に対して

適正な処理を実施する

よう指導・啓発を実施

します。

・施設管理者に対して

適正な処理を実施する

よう指導・啓発を実施

します。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

②廃棄物処理施設

の適正管理 

197 

●清掃工場の適

正管理  

・伊賀南部クリーンセ

ンターにおけるごみ焼

却施設等は、環境基準

等を遵守した適正な管

理を行います。

・伊賀南部クリーンセ

ンターにおいて、年間

24,321トンのごみ焼却

を行ないました。 

・伊賀南部クリーンセ

ンターにおけるごみ焼

却施設等は、環境基準

等を遵守した適正な管

理を行います。

・伊賀南部クリーンセ

ンターにおけるごみ焼

却施設等は、環境基準

等を遵守した適正な管

理を行います。

伊賀南部環境衛生

組合

198 

●リサイクル施

設の適正管理 

・伊賀南部クリーンセ

ンターにおける不燃・

粗大ごみライン、容器

包装ライン、ペットボ

トル・白色トレイライ

ンでの資源物の選別処

理を行います。

・ストックヤードの適

正な運営管理を行いま

す。

・リサイクル啓発施設

の充実活用、情報発信

を行います。

・資源物の選別処理は

順調に行いました。 

・伊賀南部クリーンセ

ンターにおける不燃・

粗大ごみライン、容器

包装ライン、ペットボ

トル・白色トレイライ

ンでの資源物の選別処

理を行います。

・ストックヤードの適

正な運営管理を行いま

す。

・リサイクル啓発施設

の充実活用、情報発信

を行います。

・伊賀南部クリーンセ

ンターにおける不燃・

粗大ごみライン、容器

包装ライン、ペットボ

トル・白色トレイライ

ンでの資源物の選別処

理を行います。

・ストックヤードの適

正な運営管理を行いま

す。

・リサイクル啓発施設

の充実活用、情報発信

を行います。

伊賀南部環境衛生組

合

199 

●伊賀南部浄化

センター施設の

適正管理 

・法令や環境基準を遵

守して適正な管理を行

います。

・処理水やばい煙に関

し、年間を通して、法

的基準以下としまし

た。 

・法令や環境基準を遵

守して適正な管理を行

います。

伊賀南部環境衛生組

合

③産業廃棄物処理 

対策 

200 

●産業廃棄物処

理施設の整備に

伴う融資制度、

窓口相談等の充

実 

・この融資制度につい

て、県との情報収集等

で連携し、相談業務の

充実に努めます。

・融資制度についての

情報収集を行い、相談

業務の充実を図りまし

た。 

・この融資制度につい

て、県との情報収集等

で連携し、相談業務の

充実に努めます。

・この融資制度につい

て、県との情報収集等

で連携し、相談業務の

充実に努めます。

産業部

商工経済室

201 

●工場、事業場

における産業廃

棄物処理計画の

作成指導 

・産業廃棄物に関して

は三重県が権限を有す

るため、県が指導する

よう要請します。

・開発協議の意見書に

より指導するなど、必

要に応じて廃棄物の適

正処理を指導しまし

た。 

・産業廃棄物に関して

は三重県が権限を有す

るため、県が指導する

よう要請します。

・産業廃棄物に関して

は三重県が権限を有す

るため、県が指導する

よう要請します。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

202 

●有害廃棄物の

適正処理の指導 

・産業廃棄物の監督権

者である三重県に対

し、適正な処理に関す

る指導啓発に協力しま

す。

・環境レンジャーによ

る監視及び廃棄物の撤

収のパトロールを実施

し、三重県・名張警察

署等と事案ごとに連携

し、不法投棄の発生防

止指導や排出者の特定

し、指導に努めました。 

・産業廃棄物の監督権

者である三重県に対

し、適正な処理に関す

る指導啓発に協力しま

す。

・産業廃棄物の監督権

者である三重県に対

し、適正な処理に関す

る指導啓発に協力しま

す。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）
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・産業廃棄物及び有害

廃棄物の混入防止の確

認・指導を行います。

・産業廃棄物及び有害

廃棄物の適正処理のた

め、県との協力指導体

制の充実に努めます。

・産業廃棄物及び有害

廃棄物の混入防止の確

認・指導については、

県と協力して実施しま

した。 

・産業廃棄物及び有害

廃棄物の混入防止の確

認・指導を行います。

・産業廃棄物及び有害

廃棄物の適正処理のた

め、県との協力指導体

制の充実に努めます。

・産業廃棄物及び有害

廃棄物の混入防止の確

認・指導を行います。

・産業廃棄物及び有害

廃棄物の適正処理のた

め、県との協力指導体

制の充実に努めます。

伊賀南部環境衛生

組合

203 

●廃油、廃プラ

スチックなど産

業廃棄物の適正

処理 

・産業廃棄物の監督権

者である三重県に対

し、適正な処理に関す

る指導啓発に協力しま

す。

・環境レンジャーによ

る監視及び廃棄物の撤

収のパトロールを実施

し、三重県・名張警察

署等と事案ごとに連携

し、不法投棄の発生防

止指導や排出者の特定

し、指導及び適正処理

に努めました。 

・産業廃棄物の監督権

者である三重県に対

し、適正な処理に関す

る指導啓発に協力しま

す。

・産業廃棄物の監督権

者である三重県に対

し、適正な処理に関す

る指導啓発に協力しま

す。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

・産業廃棄物の混入防

止の確認・指導を行い

ます。

・産業廃棄物の混入防

止については、搬入時

に確認指導を実施して

きました。 

・産業廃棄物の混入防

止の確認・指導を行い

ます。

・産業廃棄物の混入防

止の確認・指導を行い

ます。

伊賀南部環境衛生

組合

204 

●不法投棄防止

のためのパトロ

－ル強化 （県、

警察との連携に

よる監視） 

・不法投棄防止の監視

パトロ－ルを継続し、

悪質ケースの発見時に

は、関係機関（県、警

察）と連携し、発生防

止や指導・摘発に努め

ます。

・環境レンジャーによ

る監視及び廃棄物の撤

収のパトロールと、他

の事業と連携した効果

的なパトロールを行う

ともに、三重県・名張

警察署・郵便局等と事

案ごとに連携し、不法

投棄の発生防止指導や

排出者の特定し、指導

に努めました。 

・不法投棄防止の監視

パトロ－ルを継続し、

悪質ケースの発見時に

は、関係機関（県、警

察）と連携し、発生防

止や指導・摘発に努め

ます。

・不法投棄防止の監視

パトロ－ルを継続し、

悪質ケースの発見時に

は、関係機関（県、警

察）と連携し、発生防

止や指導・摘発に努め

ます。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

（３）ごみ対策の支援制度を構築する 

施策項目
具体的な施策項

目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①ごみ処理支援 

205 

●市民団体の育

成､支援等 

・市民団体や地域等で

ごみの資源化、減量化

が促進されるよう市民

団体の育成・支援等に

努めます。

・地域での環境美化活

動、ごみの資源化、減

量化が促進されるよう

活動団体を把握し、連

携を拡大し、環境レン

ジャーを活用するな

ど、育成・支援等に努

めました。

・市民団体や地域等で

ごみの資源化、減量化

が促進されるよう市民

団体の育成・支援等に

努めます。

・市民団体や地域等で

ごみの資源化、減量化

が促進されるよう市民

団体の育成・支援等に

努めます。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）
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206 

●ボランティア

活動への支援等 

・ごみの資源化、減量

化、高齢者のみの世帯

等のごみ出しの支援が

推進されるようボラン

ティア活動の支援等を

実施します。

・地域での環境美化ボ

ランティア活動、ごみ

の資源化、減量化が推

進されるよう伊賀南部

環境衛生組合、市維持

管理室等との連絡調整

を密にした支援を行う

とともに、環境レンジ

ャーを活用するなど、

活動の支援に努めまし

た。

・ごみの資源化、減量

化、高齢者のみの世帯

等のごみ出しの支援が

推進されるようボラン

ティア活動の支援等を

実施します。

・ごみの資源化、減量

化、高齢者のみの世帯

等のごみ出しの支援が

推進されるようボラン

ティア活動の支援等を

実施します。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

207 

●ごみ分別サポ

ーターの育成と

支援 

・地域の実態と地域が

主体となった取組みに

基づき、ごみ出し支援

等のサポート事業の育

成、支援を進めます。

・各地域から選出され

た名張市地域環境推進

員をごみの分け方、出

し方等、地域の環境課

題の解決を推進するリ

ーダーとして育ってい

ただくよう研修会の開

催、必要に応じて情報

提供、相談対応を行い

ました。

・地域の実態と地域が

主体となった取組みに

基づき、ごみ出し支援

等のサポート事業の育

成、支援を進めます。

・地域の実態と地域が

主体となった取組みに

基づき、ごみ出し支援

等のサポート事業の育

成、支援を進めます。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

208 

●環境委員活動

の支援 

・各地域から選出され

た地域環境推進員の各

地域の特色、実態に応

じた自主的な活動を支

援します。

・地域から選出された

名張市地域環境推進員

をごみの分別、減量、

資源化及び地域ごとに

特性のある環境課題の

解決を推進するリーダ

ーとして活躍できるよ

うに、研修会を開催し、

必要に応じて地域の課

題の解決に向けて協働

しました

・各地域から選出され

た地域環境推進員の各

地域の特色、実態に応

じた自主的な活動を支

援します。

・各地域から選出され

た地域環境推進員の各

地域の特色、実態に応

じた自主的な活動を支

援します。
生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）
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（４）まちをきれいにする 

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①散乱ごみ対策 

209 

●まちをきれい

にする運動の促

進 

・名張クリーン大作戦

に対する支援を行いま

す。

・5 月 30 日（ごみゼロ

の日）に事業所等と共

に清掃活動を行いま

す。

・市民団体で組織する

実行委員会が主催する

名張クリーン大作戦が

６月２日（日）に実施

され、４，７１２人が

参加し、５,６９０ｋｇ

のごみの撤収を行いま

した。

・５月３０日（ごみゼ

ロの日）に、事業者と

協働でごみゼロの啓発

活等を行いました。

・名張クリーン大作戦

に対する支援を行いま

す。

・5 月 30 日（ごみゼロ

の日）に事業所等と共

に清掃活動を行いま

す。

・名張クリーン大作戦

に対する支援を行いま

す。

・5 月 30 日（ごみゼロ

の日）に事業所等と共

に清掃活動を行いま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・市内の環境美化を確

保するためまちをきれ

いにする運動の促進及

び協力に努めます。

・環境レンジャーによ

る監視及び廃棄物の撤

収と、他の事業と連携

してパトロールすると

ともに、名張クリーン

大作戦、環境学習会等

で地域等に協力を呼び

かけ、意識の高揚に努

めました。

・市内の環境美化を確

保するためまちをきれ

いにする運動の促進及

び協力に努めます。

・市内の環境美化を確

保するためまちをきれ

いにする運動の促進及

び協力に努めます。
生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

210 

●空き缶、空き

ビンなどの分

別・回収システ

ムの充実 

・美化行動等で回収し

たごみの分別、確認指

導を行い資源化に努め

ます。

・美化行動等での回収

ごみは、土まみれ等で

分別が難しいものを除

き、おおまかに分別さ

れています。

・美化行動等で回収し

たごみの分別、確認指

導を行い資源化に努め

ます。

・美化行動等で回収し

たごみの分別、確認指

導を行い資源化に努め

ます。

伊賀南部環境衛生

組合

・資源化できる空き缶、

空きびんの資源化が促

進されるよう啓発等に

努めます。また、地域

が主体となった分別・

回収システムの協議検

討を進めます。

・行政回収時の不適正

な排出には警告シール

等で正しい出し方を指

導しました。

・地域組織と民間事業

者との自主的な連携に

よる資源回収を促進し

ました。

・資源化できる空き缶、

空きびんの資源化が促

進されるよう啓発等に

努めます。また、地域

が主体となった分別・

回収システムの協議検

討を進めます。

・資源化できる空き缶、

空きびんの資源化が促

進されるよう啓発等に

努めます。また、地域

が主体となった分別・

回収システムの協議検

討を進めます。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

211 

●ボランティア

活動に対する支

援等 

・清掃等のボランティ

ア活動に対して、金バ

サミの貸し出しや、ゴ

ミ袋の支給など支援を

行います。

・地域住民、学校、各

団体等によるボランテ

ィア清掃活動等に清掃

用具等の金バサミの貸

出し、ごみ袋の提供す

る支援を行っていま

す。

・清掃等のボランティ

ア活動に対して、金バ

サミの貸し出しや、ゴ

ミ袋の支給など支援を

行います。

・清掃等のボランティ

ア活動に対して、金バ

サミの貸し出しや、ゴ

ミ袋の支給など支援を

行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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212 

●広報、看板等

の啓発活動の促

進 

・ごみのポイ捨て防止

看板の作成、配布を行

います。

・広報等による啓発を

行います。

・公園や道路等でのご

みのポイ捨てや散乱ご

みの苦情相談に伴い防

止看板の作成、配布を

行っています。

広報等による啓発を行

っています。

・ごみのポイ捨て防止

看板の作成、配布を行

います。

・広報等による啓発を

行います。

・ごみのポイ捨て防止

看板の作成、配布を行

います。

・広報等による啓発を

行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

213 

●監視員による

パトロール 

・不法投棄の防止や環

境美化のため、環境レ

ンジャーによる監視パ

トロール活動や地域の

住民主体による監視活

動との連携協力に努め

ます。

・環境レンジャーによ

る監視及び廃棄物の撤

収と、他の事業と連携

した効果的なパトロー

ルを行うともに、郵便

局と不法投棄目撃通報

等の連携協定を継続

し、地域住民の市民総

パトロール員意識の高

揚に努めました。

・不法投棄の防止や環

境美化のため、環境レ

ンジャーによる監視パ

トロール活動や地域の

住民主体による監視活

動との連携協力に努め

ます。

・不法投棄の防止や環

境美化のため、環境レ

ンジャーによる監視パ

トロール活動や地域の

住民主体による監視活

動との連携協力に努め

ます。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

214 

●関係行政機

関､事業者との

協力体制の確立 

・不法投棄の防止や摘

発のため、県、警察、

民間事業者等と連携を

密にした協力体制を確

立して対応します。

・環境レンジャーのパ

トロールを強化し、三

重県・名張警察署と事

案ごとに連携し、不法

投棄の発生防止指導や

排出者特定に努めまし

た。

・また、郵便局との不

法投棄目撃通報等の連

携協定を継続し、協力

体制の構築を推進しま

した。

・不法投棄の防止や摘

発のため、県、警察、

民間事業者等と連携を

密にした協力体制を確

立して対応します。

・不法投棄の防止や摘

発のため、県、警察、

民間事業者等と連携を

密にした協力体制を確

立して対応します。 生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

・関係機関や各団体と

調整し、環境問題とし

て散乱ごみにならぬよ

う事前対策を講じま

す。

・事業実施に当たり、

恩恵者とともに事前対

策を講じることで、散

乱ごみの発生が抑制さ

れました。

・関係機関や各団体と

調整し、環境問題とし

て散乱ごみにならぬよ

う事前対策を講じま

す。

・関係機関や各団体と

調整し、環境問題とし

て散乱ごみにならぬよ

う事前対策を講じま

す。

産業部

観光交流室

215 

●ごみの持ち帰

り運動の展開 

・各イベントや公園等

において、散乱ごみに

ならぬよう、ごみの持

ち帰り運動を引き続き

展開していきます。

・ごみの持ち帰り運動

を呼びかけていること

から、イベントや公園

等の散乱ごみが年々減

少しています。

・各イベントや公園等

において、散乱ごみに

ならぬよう、ごみの持

ち帰り運動を引き続き

展開していきます。

・各イベントや公園等

において、散乱ごみに

ならぬよう、ごみの持

ち帰り運動を引き続き

展開していきます。

産業部

観光交流室
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環境目標 9
【安全かつ健康で住み良い快適環境づくり】 

◇2015(平成 27)年度の数値目標 

指 標 項 目 現況値(平成 23年度) 目標値(平成 27年度) 

交通人身事故の発生件数 459 件 390 件 

防災訓練を実施した地区数【延べ値】 456 地域 865 地域 

（１） 交通事故のない明るい暮らしを確保する

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①交通安全対策 
216 

●市民交通安全

推進運動の促進 

・四季の交通安全運動

期間における啓発活動

を推進します。

・春及び秋の全国交通

安全運動並びに夏及び

年末の交通安全県民運

動を中心として、関係

機関と連携し、各種交

通安全啓発活動を実施

しました。 

・四季の交通安全運動

期間における啓発活動

を推進します。

・四季の交通安全運動

期間における啓発活動

を推進します。
都市整備部

都市計画室

217 

●交通安全教育

の充実 

・県や警察との連携に

よる交通安全教育を推

進します。

・名張警察署と連携し

て市内小学校におけ

る交通安全教育を行

いました。 

・名張市生活安全推進

協議会交通安全部会役

員等と三重県交通安全

研修センターにおける

実技研修及び三重県人

権センターにおける交

通安全指導者研修会等

に参加しました。 

・県や警察との連携に

よる交通安全教育を推

進します。

・県や警察との連携に

よる交通安全教育を推

進します。

都市整備部

都市計画室

218 

●交通安全指導

員の育成 

・生活安全推進委員（交

通安全部会）の委嘱、

研修等を行います。

・名張市生活安全推進

協議会交通安全部会の

委嘱を行い、三重県交

通安全研修センターに

おける実技研修及び三

重県人権センターにお

ける交通安全指導者研

修会等に参加しまし

た。 

・生活安全推進委員（交

通安全部会）の委嘱、

研修等を行います。

・生活安全推進委員（交

通安全部会）の委嘱、

研修等を行います。

都市整備部

都市計画室
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219 

●交通安全協力

団体の育成指導 

・交通安全保護者の会、

幼児交通安全クラブを

対象とした研修会等を

実施します。

・交通安全保護者の会、

幼児交通安全クラブを

対象として交通安全指

導者研修会等を実施し

ました。 

・交通安全保護者の会、

幼児交通安全クラブを

対象とした研修会等を

実施します。

・交通安全保護者の会、

幼児交通安全クラブを

対象とした研修会等を

実施します。

都市整備部

都市計画室

220 

●交通事故多発

区域の啓発 

・四季の交通安全運動

期間における啓発活動

を推進します。

・春及び秋の全国交通

安全運動並びに夏及び

年末の交通安全県民運

動を中心として、関係

機関と連携し、各種交

通安全啓発活動を実施

しました。 

・四季の交通安全運動

期間における啓発活動

を推進します。

・四季の交通安全運動

期間における啓発活動

を推進します。
都市整備部

都市計画室

②交通規制・駐車

対策 

221 

●駐車場、駐輪

場の整備促進 

・美旗駅前駐輪場の運

営を行います。

・地域による管理運営

を行います。

・美旗駅前駐輪場の運

営を行いました。 

・地域による管理運営

を行いました。 

・美旗駅前駐輪場の運

営を行います。

・地域委託による運営

を委託します。

・美旗駅前駐輪場の運

営を行います。

・地域委託による運営

を委託します。

都市整備部

維持管理室

222 

●効果的な交通

規制の推進 

地域からの交通安全施

設（規制）要望を警察

へ進達します。

・地元からの交通安全

施設の設置又は交通規

制に係る要望を受け、

現地確認等を実施の

上、名張警察署へ進達

しました。 

地域からの交通安全施

設（規制）要望を警察

へ進達します。

地域からの交通安全施

設（規制）要望を警察

へ進達します。 都市整備部

都市計画室

223 

●住宅地内での

空き地の駐車場

への活用促進 

224 

●歩行空間の整

備 

225 

●道路放置物の

撤去 

・条例の周知を実施し

ます。

・条例による取締りを

実施します。

・地域の美観維持と市

民生活の快適環境の保

全を目的に制定した放

置自動車に対する条例

の運用を図りますが、

対応する事案はありま

せんでした。 

・条例の周知を実施し

ます。

・条例による取締りを

実施します。

・条例の周知を実施し

ます。

・条例による取締りを

実施します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・市道等、市有地への

放置車輌に係る対策

(撤去)については、警察

と協議を行うとともに

道路法に基づき適切に

対応します。

・ 市道等、市有地への

放置車輌に係る対策

(撤去)については、警

察と協議を行うととも

に道路法に基づき適切

に対応しました。 

・市道等、市有地への

放置車輌に係る対策

(撤去)については、警察

と協議を行うとともに

道路法に基づき適切に

対応します。

・市道等、市有地への

放置車輌に係る対策

(撤去)については、警察

と協議を行うとともに

道路法に基づき適切に

対応します。

都市整備部

維持管理室

・三重県環境の保全に

関する条例に基づき撤

去を行ないます。

・該当ありませんでし

た。 

・三重県環境の保全に

関する条例に基づき撤

去を行ないます。

・三重県環境の保全に

関する条例に基づき撤

去を行ないます。

産業部

農林資源室

（農村整備担当）
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226 

●飲酒運転の追

放 

・四季の交通安全運動

期間における啓発活動

を推進します。

・春及び秋の全国交通

安全運動並びに夏及び

年末の交通安全県民運

動を中心として、関係

機関と連携し、各種交

通安全啓発活動を実施

しました。 

・四季の交通安全運動

期間における啓発活動

を推進します。

・四季の交通安全運動

期間における啓発活動

を推進します。
都市整備部

都市計画室

③公共交通
227 

●近鉄大阪線の

輸送力の増強の

要請 

228 

●近鉄駅周辺の

整備構想の策定 

・総合都市交通マスタ

ープランを踏まえ、市

内 4 駅の利用実態等の

調査・研究を進め、交

通結節点としての機能

向上を目指した整備構

想について検討しま

す。

・総合的な交通戦略策

定に向け、道路交通、

交通結節点における課

題を整理するため交通

事業者を対象とした調

査、及び自転車空間の

配分についての検討を

実施しました。 

・総合都市交通マスタ

ープランを踏まえ、市

内 4 駅の利用実態等の

調査・研究を進め、交

通結節点としての機能

向上を目指した整備構

想について検討しま

す。

・総合都市交通マスタ

ープランを踏まえ、市

内 4 駅の利用実態等の

調査・研究を進め、交

通結節点としての機能

向上を目指した整備構

想について検討しま

す。

都市整備部

都市計画室

229 

●福祉バスの運

行との連携充実 

・地域コミュニティ交

通と福祉バスとの連携

を実施します。

・名張市地域コミュニ

ティ交通推進方針の見

直し等、今後、交通施

策として連携の充実を

図っていく。

・錦生地区のコミュニ

ティバス「ほっとバス

錦」の運営協議会と福

祉バス運用主体である

名張市社会福祉協議会

で契約を締結し、総合

福祉センター利用者は

無料で「ほっとバス錦」

を利用できるようにな

っています。 

・地域コミュニティ交

通と福祉バスとの連携

を実施します。

・名張市地域コミュニ

ティ交通推進方針の見

直し等、今後、交通施

策として連携の充実を

図っていく。

・地域コミュニティ交

通と福祉バスとの連携

を実施します。

・名張市地域コミュニ

ティ交通推進方針の見

直し等、今後、交通施

策として連携の充実を

図っていく。

健康福祉部

健康福祉政策室

高齢・障害支援室

・名張市地域コミュニ

ティ交通推進方針の見

直し等、今後、交通施

策として連携の充実を

図っていく。

・地域公共交通の活性

化・再生に関する地域

公共交通総合連携計

画の策定に向けた検

討を開始しました。 

・ナッキー号他コミュ

ニティバス４路線にお

ける障害者等運賃免除

の実施に向けた検討準

備を行いました。 

・名張市地域コミュニ

ティ交通推進方針の見

直し等、今後、交通施

策として連携の充実を

図っていく。

・名張市地域コミュニ

ティ交通推進方針の見

直し等、今後、交通施

策として連携の充実を

図っていく。

都市整備部

都市計画室
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230 

●コミュニティ

バスの導入と運

行の充実 

・コミュニティ交通の

運行を行う沿線地域に

対し、補助金を交付し

ます。

・その他の交通不便地

域についても、地域内

の協議の醸成及び進渉

に伴い支援を行いま

す。

・ナッキー号及びあら

らぎ号を運行します。

・ナッキー号及びあら

らぎ号を運行しまし

た。 

・各地域のコミュニテ

ィバス運行協議会に

補助金を交付しまし

た。 

・コミュニティバスが

運行していない交通不

便地域である赤目地域

について、まちづくり

委員会会長等と先進地

である宇陀市へ視察に

赴く等、コミュニティ

バス運行開始に向けた

支援を行いました。 

・コミュニティ交通の

運行を行う沿線地域に

対し、補助金を交付し

ます。

・その他の交通不便地

域についても、地域内

の協議の醸成及び進渉

に伴い支援を行いま

す。

・ナッキー号及びあら

らぎ号を運行します。

・コミュニティ交通の

運行を行う沿線地域に

対し、補助金を交付し

ます。

・その他の交通不便地

域についても、地域内

の協議の醸成及び進渉

に伴い支援を行いま

す。

・ナッキー号及びあら

らぎ号を運行します。

都市整備部

都市計画室

231 

●主要駅でのタ

クシー車両の増

配車の要請 

（２）食品等の安全を確保する

施策項目
具体的な施策項

目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①食品等の安全確

保 

232 

●消費生活運動

の推進 

・市内消費者団体と連

携し、食の安心・安全

について、消費者・生

産者双方の視点から検

討し、安心安全で健康

的な暮らしが出来るよ

う消費生活運動を進め

ていく。

・名張市消費生活協議

会への事業委託によ

り、安心安全で健康的

な食生活が送れるよ

う、地元産の野菜を使

った料理教室の開催等

により、地産地消の促

進を図りました。

・市内消費者団体と連

携し、食の安心・安全

について、消費者・生

産者双方の視点から検

討し、安心安全で健康

的な暮らしが出来るよ

う消費生活運動を進め

ていく。

・市内消費者団体と連

携し、食の安心・安全

について、消費者・生

産者双方の視点から検

討し、安心安全で健康

的な暮らしが出来るよ

う消費生活運動を進め

ていく。

市民部

総合窓口センタ―

233 

●地元産食材の

活用 

・生産者団体等との連

携協力により啓発を行

います。

・ファーマーズマーケ

ットでの地元産食材販

売に努めました。

・青空市の活動につい

て、広報活動に努めま

した。

・生産者団体等との連

携協力により啓発を行

います。

・生産者団体等との連

携協力により啓発を行

います。
産業部

農林資源室

（農林業振興担当）
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・名張産食材を活用し

たバリっ子給食を毎月

実施します。

・生産者との連携につ

いて産業部と引き続き

協議を図りながら地産

地消をすすめます。

数値目標 

実施回数 月平均2.1回

・バリっ子給食を年間

２３回（月平均２．１

回）実施しました。

・名張産食材を活用し

たバリっ子給食を毎月

実施します。

・生産者との連携につ

いて産業部と引き続き

協議を図りながら地産

地消をすすめます。

数値目標  

実施回数 月平均2.2回

・名張産食材を活用し

たバリっ子給食を毎月

実施します。

・生産者との連携につ

いて産業部と引き続き

協議を図りながら地産

地消をすすめます。

数値目標  

実施回数 月平均2.3回

教育委員会

学務管理室

・食の安全性の確保の

ため、生産者・納入業

者の理解と協力を得な

がら、可能な食材から

積極的に地元産食材を

活用します。

・各保育所（園）にお

いて季節・生産状況・

価格等に応じた、地元

産食材を納入するよう

業者に依頼し、可能な

ものを随時給食食材と

して活用しました。

・食の安全性の確保の

ため、生産者・納入業

者の理解と協力を得な

がら、可能な食材から

積極的に地元産食材を

活用します。

・食の安全性の確保の

ため、生産者・納入業

者の理解と協力を得な

がら、可能な食材から

積極的に地元産食材を

活用します。

子ども部

保育幼稚園室

234 

●安全食品の市

民や学校給食へ

の提供 

・学校給食に地場産物

を取り入れるようにし

ます。また、無添加、

低添加の食品を使用す

るようにします。

・伊賀米コシヒカリ（名

張産）を週４回使用し

ました。

・みえ地物一番給食の

日を月２回実施しまし

た。

・学校給食に地場産物

を取り入れるようにし

ます。また、無添加、

低添加の食品を使用す

るようにします。

・学校給食に地場産物

を取り入れるようにし

ます。また、無添加、

低添加の食品を使用す

るようにします。

教育委員会

学務管理室

235 

●農薬使用の適

正化の徹底 

・広報等で情報提供を

行います。

・農業者へ農薬使用の

適正化について啓発を

行います。

・環境対策室と連携し、

市広報にて啓発を行い

ました。

・関係機関、農業団体

との連携協力により啓

発を行いました。

・広報等で情報提供を

行います。

・農業者へ農薬使用の

適正化について啓発を

行います。

・広報等で情報提供を

行います。

・農業者へ農薬使用の

適正化について啓発を

行います。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

236 

●食材の適正表

示の推進 

・安心できる食材の生

産供給や、農産物の適

正表示の啓発を消費生

活運動を通して進めて

いきます。

・名張市消費生活協議

会への事業委託により

食品表示等に関する情

報収集とともに、料理

教室、出前講座等の機

会を通じ啓発活動に努

めました。

・安心できる食材の生

産供給や、農産物の適

正表示の啓発を消費生

活運動を通して進めて

いきます。

・安心できる食材の生

産供給や、農産物の適

正表示の啓発を消費生

活運動を通して進めて

いきます。

市民部

総合窓口センタ―

・関係機関との連携に

よる適正表示の推進に

努めます。

・関係機関との連携・

情報共有に努めまし

た。

・関係機関との連携に

よる適正表示の推進に

努めます。

・関係機関との連携に

よる適正表示の推進に

努めます。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

237 

●生産者による

生産履歴記帳の

推進 

・生産者と連携して生

産履歴記帳の推進を図

ります。

・生産者履歴記帳制度

の研究に努めました。

・生産者と連携して生

産履歴記帳の推進を図

ります。

・生産者と連携して生

産履歴記帳の推進を図

ります。 産業部

農林資源室

（農林業振興担当）
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②食品等への注意 

喚起 

238 

●ＢＳＥ対策

（飼料・肥料の

使用と解体後の

適正処理）の推

進啓発 

・関係機関、農業者、

関係団体との連携協力

による情報の収集と提

供を行います。

・各種関係団体から情

報収集を行い、その結

果、現在当市ではＢＳ

Ｅの発生は報告されて

いません。

・関係機関、農業者、

関係団体との連携協力

による情報の収集と提

供を行います。

・関係機関、農業者、

関係団体との連携協力

による情報の収集と提

供を行います。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

239 

●輸入食品の安

全性確認のため

の情報提供 

・「みえ・くらしのネッ

トワーク」を活用し、

消費者、事業者及び関

係機関と連携を図り、

情報共有に努め広く消

費者への啓発を推進す

る。

・各種消費生活に係る

パンフレット等を窓口

に備え付け情報提供を

行っています。

・「みえ・くらしのネッ

トワーク」を活用し、

消費者、事業者及び関

係機関と連携を図り、

情報共有に努め広く消

費者への啓発を推進す

る。

・「みえ・くらしのネッ

トワーク」を活用し、

消費者、事業者及び関

係機関と連携を図り、

情報共有に努め広く消

費者への啓発を推進す

る。

市民部

総合窓口センタ―

240 

●鳥インフルエ

ンザなど新しい

病疫への注意と

警戒の周知 

・国内外での発生状況

を把握し、市民に不安

を与えることのないよ

う、適切な注意喚起と

警戒周知を行います。

・平成２５年１０月２

日条例第２３号により

名張市新型インフルエ

ンザ等対策本部条例を

制定。また平成２６年

２月に名張市新型イン

フルエンザ等行動計画

を策定、市民、事業者、

市等の役割を明確にす

るなど体制整備を図り

ました。

・国内外での発生状況

を把握し、市民に不安

を与えることのないよ

う、適切な注意喚起と

警戒周知を行います。

・国内外での発生状況

を把握し、市民に不安

を与えることのないよ

う、適切な注意喚起と

警戒周知を行います。
企画財政部

危機管理室

・鳥インフルエンザ発

生時に、三重県のマニ

ュアル等に基づき対応

することとします。

・新しい疫病の情報提

供があった場合は、広

報等により対応するこ

ととします。

・野鳥の死体発見の通

報があれば、県のマニ

ュアル等に基づき対応

しました。

・鳥インフルエンザ発

生時に、三重県のマニ

ュアル等に基づき対応

することとします。

・新しい疫病の情報提

供があった場合は、広

報等により対応するこ

ととします。

・鳥インフルエンザ発

生時に、三重県のマニ

ュアル等に基づき対応

することとします。

・新しい疫病の情報提

供があった場合は、広

報等により対応するこ

ととします。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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（３）災害のない安全な暮らしを確保する

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①自然災害の防止 
241 

●名張川等の河

川改修の促進 

・淀川水系河川整備計

画に位置づけられた河

川改修事業の促進を図

ります。

・小波田川未改修区間

の整備促進を図りま

す。

・名張川河川改修につ

いては、平成２４年度

に引き続き、黒田、朝

日町、南町において地

籍調査及路線測量を実

施した。 

・小波田川については、

一部区間の浚渫及び雑

木伐採を図った。 

・淀川水系河川整備計

画に位置づけられた河

川改修事業の促進を図

ります。

・小波田川未改修区間

の整備促進を図りま

す。

・淀川水系河川整備計

画に位置づけられた河

川改修事業の促進を図

ります。

・小波田川未改修区間

の整備促進を図りま

す。

都市整備部

都市整備政策室

242 

●老朽ため池の

改修整備 

・農業用ため池調査及

び台帳整備を行ないま

す。

・農業用ため池につい

て台帳整備を行いまし

た。 

・農業用ため池調査及

び台帳整備を行ないま

す。

・農業用ため池調査及

び台帳整備を行ないま

す。

産業部

農林資源室

（農村整備担当）

243 

●災害危険個所

の計画的な整備 

・災害危険箇所の把握

に努めるとともに、市

民参加の下、防災訓練

や図上訓練を行い、自

然災害の発生に備えま

す。

・地域自主防災マップ

作成のための支援を行

い、６地域が作成作業

を行っており、地域に

潜む危険箇所把握の取

組が進んできていま

す。 

・防災訓練・図上訓練

など 20 回延べ 16,217

人の市民参加により実

施しました。 

・災害危険箇所の把握

に努めるとともに、市

民参加の下、防災訓練

や図上訓練を行い、自

然災害の発生に備えま

す。

・災害危険箇所の把握

に努めるとともに、市

民参加の下、防災訓練

や図上訓練を行い、自

然災害の発生に備えま

す。
企画財政部

危機管理室

・防災カルテに掲げら

れている路線の整備を

進めます。

・各地域からの要望に

よる危険箇所の整備を

進めます。

・整備対象を防災カル

テから道路ストック総

点検による対象施設に

変更し、整備を進めま

した。 

・地域要望箇所や現地

パトロールにより緊

急・重要度を見極め計

画的な整備を進めまし

た。 

・防災カルテに掲げら

れている路線の整備を

進めます。

・各地域からの要望に

よる危険箇所の整備を

進めます。

・防災カルテに掲げら

れている路線の整備を

進めます。

・各地域からの要望に

よる危険箇所の整備を

進めます。

都市整備部

維持管理室

・危機管理室等との調

整を行い、調査及び該

当事業への採択要望を

進めます。

・採択要望を行いまし

た。 

・危機管理室等との調

整を行い、調査及び該

当事業への採択要望を

進めます。

・危機管理室等との調

整を行い、調査及び該

当事業への採択要望を

進めます。

産業部

農林資源室

（農村整備担当）
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244 

●防災意識の高

揚のための啓発 

・各地域が主体的に取

組む防災訓練を支援す

るとともに、出前トー

ク、広報等を通じ防災

意識の啓発を行いま

す。

数値目標  

８０％（出前トークの実

施回数） 

・地域防災訓練（20回、

延べ参加者 16,217 人

※市総合防災訓練を含

む）や、防災講習会（39

回、延べ参加者 1,429

人）出前トーク（11回、

参加者 300 人）を通じ

て防災意識の高揚を図

りました。 

・また、各メディアを

通じた防災啓発を行う

とともに、防災体験学

習コーナーを活用して

８５団体、延べ２，０

４９人に学習いただき

ました。   

・各地域が主体的に取

組む防災訓練を支援す

るとともに、出前トー

ク、広報等を通じ防災

意識の啓発を行いま

す。

数値目標  

９０％（出前トークの実

施回数）

・各地域が主体的に取

組む防災訓練を支援す

るとともに、出前トー

ク、広報等を通じ防災

意識の啓発を行いま

す。

数値目標  

１００％（出前トークの実

施回数） 

実施回数 26 回 

企画財政部

危機管理室

245 

●自主防災組

織・ボランティ

アの育成 

・自主防災隊を対象と

した研修、訓練の実施

により組織の育成・強

化を図るとともに、防

災講演会の開催によ

り、市民の防災意識を

高め、自主防災活動へ

の参画を促します。 

数値目標  

７０％（防災講演会受講

者数） 

・地域自主防災訓練（20

回  16,217 人）、出

前トーク（11回  300

人）講演会・研修（39

回 1,429 人）、防災体験

学習コーナー（85団体

2,049 人） 

・自主防災隊を対象と

した研修、訓練の実施

により組織の育成・強

化を図るとともに、防

災講演会の開催によ

り、市民の防災意識を

高め、自主防災活動へ

の参画を促します。

数値目標  

８５％（防災講演会受講

者数）

・自主防災隊を対象と

した研修、訓練の実施

により組織の育成・強

化を図るとともに、防

災講演会の開催によ

り、市民の防災意識を

高め、自主防災活動へ

の参画を促します。

数値目標  

１００％（防災講演会受

講者数） 

受講者数 200 人 

企画財政部

危機管理室

246 

●防災備品の充

実  

・防災備品の充実を図

るとともに、災害用物

資「白い小箱」を活用

した地域内備蓄を促進

します。

・新たに避難所として

指定した赤目公民館に

避難所資機材を配備し

ました。 

・錦生地区及び、さつ

き台区が独自予算独自

より白い小箱を活用し

た地域内備蓄を行いま

した。 

・防災備品の充実を図

るとともに、災害用物

資「白い小箱」を活用

した地域内備蓄を促進

します。

・防災備品の充実を図

るとともに、災害用物

資「白い小箱」を活用

した地域内備蓄を促進

します。

企画財政部

危機管理室
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②火災予防対策の 

推進 

247 

●消防力の充実

整備 

・消防施設等の整備・

充実により､消防対

応力の強化を図りま

す。 

・老朽化した消防車両

等を順次更新整備し

ます。 

・整備計画 

○小型動力ポンプ 2台 

○小型動力ポンプ付軽

積載車 1 2台

・小型動力ポンプ 

2台更新 

・小型動力ポンプ付軽

積載車 

2台更新 

・消防施設等の整備・

充実により､消防対

応力の強化を図りま

す。 

・老朽化した消防車両

等を順次更新整備し

ます。 

・整備計画 

○小型動力ポンプ 2台 

○小型動力ポンプ付軽

積載車１台 

○小型動力ポンプ積載

車 2台 

○連絡車 1台

・消防施設等の整備・

充実により､消防対

応力の強化を図りま

す。 

・老朽化した消防車両

等を順次更新整備し

ます。 

・整備計画 

○小型動力ポンプ 2台 

○小型動力ポンプ積載

車 2台

消防本部

消防救急室

248 

●中高層建築物

の消防対策に合

致した開発指導 

・消防活動用空地等の

設置指導基準に基づき

指導を行います。

・設置基準に基づき指

導した結果、適正に設

置されていることを確

認しました。（指導２

件） 

・消防活動用空地等の

設置指導基準に基づき

指導を行います。

・消防活動用空地等の

設置指導基準に基づき

指導を行います。
消防本部

消防救急室

249 

●防災基盤整備

計画の策定 

250 

●防火意識の高

揚を図る啓発活

動の推進 

・火災予防広報、行事

及び防火講習会、訓練

を通じて火災予防の啓

発を行います。

・講習会、訓練を合わ

せて１８回実施した。 

 前年度に比べて３件

の減少となりました。 

・火災予防広報、行事

及び防火講習会、訓練

を通じて火災予防の啓

発を行います。

・火災予防広報、行事

及び防火講習会、訓練

を通じて火災予防の啓

発を行います。

消防本部

予防室

251 

●消防団組織の

充実  

・名張市の面積､人口､

地域性を考慮した消防

団組織のあり方を示

し､将来にわたって団

員定数を確保し災害に

対応できる体制としま

す。  

団員定数 500名  

実員 490 名 

数値目標 

団員確保率 98% 

・団員定数 500 名  

・実員 491 名 

・数値目標 98％  

（団員確保率） 

・名張市の面積､人口､

地域性を考慮した消防

団組織のあり方を示

し､将来にわたって団

員定数を確保し災害に

対応できる体制としま

す。  

団員定数 500名  

実員 495 名 

数値目標  

団員確保率 99%

・名張市の面積､人口､

地域性を考慮した消防

団組織のあり方を示

し､将来にわたって団

員定数を確保し災害に

対応できる体制としま

す。  

団員定数 500 名  

実員 500 名 

数値目標  

団員確保率 100%

消防本部

消防救急室

252 

●火災予防の啓

発 

・火災予防広報、行事

及び防火講習会、訓練

を通じて火災予防の啓

発を行います。

・講習会、訓練を合わ

せて１８回実施しまし

た。 

・前年度に比べて３件

の減少となりました。 

・火災予防広報、行事

及び防火講習会、訓練

を通じて火災予防の啓

発を行います。

・火災予防広報、行事

及び防火講習会、訓練

を通じて火災予防の啓

発を行います。

消防本部

予防室
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③風水害・地震等

の予防対策 

253 

●保水、遊水機

能を持つ森林、

農地の保全対策 

・間伐の実施など適切

な森林環境整備の推進

を図ります。

・中山間地域等での農

地の保全、耕作放棄地

対策の推進を図りま

す。

・ため池管理者による

地震時緊急点検を実行

することとします。

・造林事業、森林環境

創造事業により、２３．

２０haの適正管理が図

られました。 

・中山間地域等直接支

払事業により対象農地

８４．１haの適正管理

が図られました。 

・11箇所のため池調査

を行いました。 

・間伐の実施など適切

な森林環境整備の推進

を図ります。

・中山間地域等での農

地の保全、耕作放棄地

対策の推進を図りま

す。

・ため池管理者による

地震時緊急点検を実行

することとします。

・間伐の実施など適切

な森林環境整備の推進

を図ります。

・中山間地域等での農

地の保全、耕作放棄地

対策の推進を図りま

す。

・ため池管理者による

地震時緊急点検を実行

することとします。

産業部

農林資源室

254 

●透水性の舗装

による歩道の整

備 

255 

●各地域の集会

所・公園などを

第一次避難場所

としての整備 

・第一次避難場所の開

設・運営方法に係る指

針について検討しま

す。

・９月２２日実施の市

総合防災訓練において

一時避難場所を活用し

て避難訓練を行いまし

た。 

・避難所の開設・運営

の指針となる簡便な避

難所運営マニュアルの

作成について検討を行

いました。 

・第一次避難場所の開

設・運営方法に係る指

針を作成します。

・第一次避難場所の開

設・運営方法に係る指

針に基づく訓練を実施

します。

企画財政部

危機管理室

・住民共通の施設を充

実することにより､当

該地域の福祉の向上並

びに自治振興に寄与す

ることとします。

・集会所の新築(改築)

及び補修に対する補助

を行いました。 

新築(改築)：3 地区 

 補修    ：4 地区 

・住民共通の施設を充

実することにより､当

該地域の福祉の向上並

びに自治振興に寄与す

ることとします。

・住民共通の施設を充

実することにより､当

該地域の福祉の向上並

びに自治振興に寄与す

ることとします。

地域部

地域経営室 

256 

●ガラス窓・

瓦・看板などの

建築基準法遵守

の徹底 

・建築確認申請の提出

があった建築物等につ

いて、建築基準法に基

づき指導します。

・建築確認申請の提出

があった建築物等につ

いては、建築基準法に

基づき内容審査のう

え、適切な指導を行い

ました。 

・建築確認申請の提出

があった建築物等につ

いて、建築基準法に基

づき指導します。

・建築確認申請の提出

があった建築物等につ

いて、建築基準法に基

づき指導します。

都市環境部

建築開発室 

257 

●街路樹やライ

フラインの点検

整備と、復旧マ

ニュアルの作成

と演習 

・応急復旧の行動指針

に基づく演習を行いま

す。

・市総合防災訓練を実

施し図上訓練による応

急復旧演習を行いまし

た。 

・応急復旧の行動指針

に基づく演習を行いま

す。

・応急復旧の行動指針

に基づく演習を行いま

す。

企画財政部

危機管理室

・防災カルテに掲げら

れている路線の点検と

管理を進めます。

・防災カルテの路線か

ら道路ストック総点検

（路面性状調査）によ

り選定した路線へと見

直し、点検と管理を行

います。 

・防災カルテに掲げら

れている路線の点検と

管理を進めます。

・防災カルテに掲げら

れている路線の点検と

管理を進めます。 都市整備部

維持管理室
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258 

●避難予定場所

の耐震補強の計

画的な整備  

・耐震補強整備計画の

推進を図ります。

・市指定避難所である

小中学校屋内運動場

は、教育委員会により

計画的に耐震補強が進

められ平成２７年度で

全ての小中学校の耐震

補強整備が終了しま

す。 

・耐震補強整備計画の

推進を図ります。

・耐震補強整備計画の

推進を図ります。

企画財政部

危機管理室

259 

●個人住宅の耐

震診断の実施と

耐震工事への支

援 

・木造住宅耐震診断補

助 ４０戸 1,800 千円

・木造住宅耐震設計補

助  ６戸 960 千円

・木造住宅耐震補強補

助  ６戸 5,670 千円

・リフォーム補助

   ６戸 1,200 千円

・木造住宅耐震診断補

助 ２５戸 1,125 千円 

・木造住宅耐震設計補

助 ６戸   960 千円 

・木造住宅耐震補強補

助 ６戸 5,493 千円 

・ リ フ ォ ー ム 補 助

５戸 1,000 千円 

・木造住宅耐震診断補

助 ４０戸 1,800 千円

・木造住宅耐震設計補

助  ６戸 960 千円

・木造住宅耐震補強補

助  ６戸 5,670 千円

・リフォーム補助

   ６戸 1,200 千円

・木造住宅耐震診断補

助 ４０戸 1,800 千円

・木造住宅耐震設計補

助  ６戸 960 千円

・木造住宅耐震補強補

助  ６戸 5,670 千円

・リフォーム補助

   ６戸 1,200 千円

都市整備部

営繕住宅室

260 

●住民への的確

な情報伝達 

・コミュニティＦＭを

活用し、地域に特化し

た情報提供を行いま

す。

・防災ほっとメールの

普及啓発を行います。

・自動起動によるＦＭ

なばりの定時放送を行

い、災害時に確実に受

信できる体制を推進し

ました。 

・また、防災ほっとメ

ールの普及を図るた

め、各種催し会場にお

いて登録推進を行った

ほか、市内携帯電話販

売店の協力のもとパン

フレットを設置し普及

啓発を行いました。 

・コミュニティＦＭを

活用し、地域に特化し

た情報提供を行いま

す。

・防災ほっとメールの

普及啓発を行います。

・コミュニティＦＭを

活用し、地域に特化し

た情報提供を行いま

す。

・防災ほっとメールの

普及啓発を行います。
企画財政部

危機管理室

・各地区代表者への迅

速な伝達方法により、

住民への適切な広報に

取り組みます。

・各地域づくり組織に

おいて、避難訓練を市

と協働で実施されまし

た。 

・各地区代表者への迅

速な伝達方法により、

住民への適切な広報に

取り組みます。

・各地区代表者への迅

速な伝達方法により、

住民への適切な広報に

取り組みます。

地域部

地域経営室

④防犯対策 
261 

●犯罪抑止のた

めの広報や啓発

活動の推進 

・市広報やＦＭなばり

等を通じ、定期的に広

報・啓発活動を行うと

ともに、防災ほっとメ

ールを活用し緊急情報

の提供を行います。 

・名張市生活安全推進

協議会を中心に、防犯

の街頭啓発を行いま

す。 

・市広報において、防

犯に関する啓発を２回

（４月及び５月）実施

しました。 

・また、ＦＭなばりを

利用した防犯啓発放送

を実施しました。 

・名張市生活安全推進

協議会防犯部会により

市内で開催の納涼花火

大会や大祭において街

頭啓発を行いました。 

・市広報やＦＭなばり

等を通じ、定期的に広

報・啓発活動を行うと

ともに、防災ほっとメ

ールを活用し緊急情報

の提供を行います。 

・名張市生活安全推進

協議会を中心に、防犯

の街頭啓発を行いま

す。

・市広報やＦＭなばり

等を通じ、定期的に広

報・啓発活動を行うと

ともに、防災ほっとメ

ールを活用し緊急情報

の提供を行います。 

・名張市生活安全推進

協議会を中心に、防犯

の街頭啓発を行いま

す。

企画財政部

危機管理室
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262 

●地域の主体的

な取組みに対す

る支援 

・名張市生活安全推進

協議会を中心に、地域

での防犯対策の取組を

支援します。

・名張市生活安全推進

協議会防犯部会及び、

名張警察署が所管する

名張地区防犯協会と連

携しながら、地域にお

ける防犯活動を推進し

ました。 

・名張市生活安全推進

協議会を中心に、地域

での防犯対策の取組を

支援します。

・名張市生活安全推進

協議会を中心に、地域

での防犯対策の取組を

支援します。
企画財政部

危機管理室

・地域へゆめづくり地

域交付金を交付し、ま

ちづくり推進のための

事業を促進します。ま

た各種助成制度や補助

制度の紹介、相談や支

援を行います。

・15地域づくり組織に

交付 

・基本額 

   34,991,000 円 

・加算額 

   33,108,600 円 

・人件費 

   32,500,000 円 

・特別交付金 

    8,000,000 円 

・ゆめづくり

協働事業交付金 

30,000,000 円 

合 計 138,599,600 円 

・地域へゆめづくり地

域交付金を交付し、ま

ちづくり推進のための

事業を促進します。ま

た各種助成制度や補助

制度の紹介、相談や支

援を行います。

・地域へゆめづくり地

域交付金を交付し、ま

ちづくり推進のための

事業を促進します。ま

た各種助成制度や補助

制度の紹介、相談や支

援を行います。 地域部

地域経営室

263 

●相談事業の充

実 

・暴力追放市民無料法

律相談を行います。

・暴力追放名張市民会

議総会終了後、市民無

料法律相談実施につい

ての啓発物品を配布

し、啓発活動を実施し

ました。 

・暴力追放市民無料法

律相談を行います。

・暴力追放市民無料法

律相談を行います。

企画財政部

危機管理室

264 

●安全な生活環

境づくりの強化 

・安全な生活環境づく

りを進めるため、名張

警察署との連携強化を

図ります。

・名張警察署と連携し

振り込め詐欺の防止や

不審者情報を防災ほっ

とメールを活用しリア

ルタイム配信し啓発を

行いました。 

・安全な生活環境づく

りを進めるため、名張

警察署との連携強化を

図ります。

・安全な生活環境づく

りを進めるため、名張

警察署との連携強化を

図ります。

企画財政部

危機管理室

265 

●｢愛の一声｣、

地域パトロール

の推進 

名張市生活安全推進協

議会を中心に、地域防

犯パトロールの実施と

防犯啓発活動を促進し

ます。また、地域間の

情報共有と連携強化に

努めます。

・防犯部会員は各地域

からの選出であり、定

期的にか活動を行うこ

とにより相互の情報共

有と連携強化を図るこ

とができました。 

名張市生活安全推進協

議会を中心に、地域防

犯パトロールの実施と

防犯啓発活動を促進し

ます。また、地域間の

情報共有と連携強化に

努めます。

名張市生活安全推進協

議会を中心に、地域防

犯パトロールの実施と

防犯啓発活動を促進し

ます。また、地域間の

情報共有と連携強化に

努めます。

企画財政部

危機管理室
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名張少年サポートふれ

あい隊（名張市青少年

育成市民会議との協

働）の街頭啓発を活動

の中心にすえ、各地域

づくり組織の活動との

連携を図ります。

・少年サポートふれあ

い隊の活動は、年々活

発になっており、本年

度は 140 名の協力を得

て、月 1 回、延 1,008

名が市内各所のパトロ

ールを行いました。ま

た、朝日町の事件を受

け、不審者の出没情報

のあった箇所の深夜パ

トロールを 2 回実施し

ました。 

名張少年サポートふれ

あい隊（名張市青少年

育成市民会議との協

働）の街頭啓発を活動

の中心にすえ、各地域

づくり組織の活動との

連携を図ります。

名張少年サポートふれ

あい隊（名張市青少年

育成市民会議との協

働）の街頭啓発を活動

の中心にすえ、各地域

づくり組織の活動との

連携を図ります。

教育委員会

文化生涯学習室

⑤医療体制の整備 
266 

●診療情報の提

供及び医療相談

機能の充実 

・診療情報の積極的な

開示及び提供を行いま

す。

・患者サイドに立った

医療相談機能の拡充を

図ります。

・個別の診療報酬の算

定項目が分かる明細書

「診療明細書」の無料

発行を実施するととも

に、診療情報の開示請

求等に積極的に取り組

んでいます。 

・入院中や退院後の

様々な相談に対して、

看護師や医事室職員、

また MSW（メディカル・

ソーシャル・ワーカー）

を配置し、積極的な相

談対応を行っていま

す。 

・診療情報の積極的な

開示及び提供を行いま

す。

・患者サイドに立った

医療相談機能の拡充を

図ります。

・診療情報の積極的な

開示及び提供を行いま

す。

・患者サイドに立った

医療相談機能の拡充を

図ります。

市立病院

医事室

267 

●市立病院の医

療体制の充実 

・地域医療支援病院と

して、地域医療機関と

の連携強化を図りま

す。

・小児科医師の増員を

図り、小児医療センタ

ーの設置に努めます。

・救急医療を含めた伊

賀地域全体の医療体制

整備に基づき、医療体

制の充実に取り組みま

す。

・地域医療支援病院と

して、数多くの研修会

や勉強会を通じて、地

域に信頼される病院に

努め、地域の医療水準

の向上を図ることがで

きました。 

・小児科の常勤医師の

増員と、非常勤医師の

確保を図ることがで

き、平成２６年１月２

０日小児救急医療セン

ターを開設し、２４時

間３６５日の小児二次

救急医療体制を実施す

ることができました。 

・伊賀地区３病院によ

る救急輪番体制を堅持

すべく、医師や医療従

・地域医療支援病院と

して、地域医療機関と

の連携強化を図りま

す。

・小児科医師の増員を

図り、小児医療センタ

ーの設置に努めます。

・救急医療を含めた伊

賀地域全体の医療体制

整備に基づき、医療体

制の充実に取り組みま

す。

・地域医療支援病院と

して、地域医療機関と

の連携強化を図りま

す。

・小児科医師の増員を

図り、小児医療センタ

ーの設置に努めます。

・救急医療を含めた伊

賀地域全体の医療体制

整備に基づき、医療体

制の充実に取り組みま

す。

市立病院

経営総務室
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事者の確保に努めてい

ます。 

268 

●市立病院の医

療機器の整備と

充実 

・老朽化した医療機器

の更新を推進します。

・医療機器の導入に際

しては、最新機器の導

入を図ります。

・適切な保守点検によ

る医療機器の機能維持

に努めます。

・より高度で信頼され

る医療を提供するた

め、手術用顕微鏡、高

圧蒸気滅菌装置、低温

滅菌装置、DMAT 用資器

材、筋電図・誘発電位

検査装置、災害拠点病

院用資器材、運動負荷

心電図測定装置などの

機器を導入しました。 

・老朽化した医療機器

の更新を推進します。

・医療機器の導入に際

しては、最新機器の導

入を図ります。

・適切な保守点検によ

る医療機器の機能維持

に努めます。

・老朽化した医療機器

の更新を推進します。

・医療機器の導入に際

しては、最新機器の導

入を図ります。

・適切な保守点検によ

る医療機器の機能維持

に努めます。

市立病院

経営総務室

269 

●感染症予防な

どの情報提供と

啓発 

・広報､ホームページな

どを利用した積極的な

情報提供を行います。

・定期予防接種の推進

及び接種率の向上を図

ります。

・広報､ホームページな

どを利用し、適宜、情

報提供を行うことによ

り定期予防接種の接種

率向上を図れました。 

・広報､ホームページな

どを利用した積極的な

情報提供を行います。

・定期予防接種の推進

及び接種率の向上を図

ります。

・広報､ホームページな

どを利用した積極的な

情報提供を行います。

・定期予防接種の推進

及び接種率の向上を図

ります。

健康福祉部

健康支援室   

270 

●健康づくり講

習会の開催 

健康づくり関係の教室

を開催します。

数値目標  

健康づくり教室開催数 

280 回 

・母子健康手帳発行教

室 54 

・離乳食教室 12 

・健康教室 29 

・介護予防運動教室 81 

・健康つくり隊関連 56 

・自殺予防講演会 3回 

・その他教室 27 

健康づくり関係の教室

を開催します。

数値目標  

健康づくり教室開催数 

280 回

健康づくり関係の教室

を開催します。

数値目標  

健康づくり教室開催数 

280 回

健康福祉部

健康支援室
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環境目標１０ 

【自然と人とのやさしいふれあいのできる快適環境づくり】 

◇2015(平成 27)年度の数値目標 

指 標 項 目 現況値(平成 23年度) 目標値(平成27年度)

環境林の整備面積及び間伐等の森林施業面積 

【延べ値】 

80.5 ha 130.0 ha 

三重県里地里山保全活動の認定・認証団体数 2 団体 2 団体 

（１）自然環境を良好に保全し、自然とのふれあいを確保する

施策項目
具体的な

施策項目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①土地利用の適正

化

271 

●森林法、自然

公園法、農業振

興地域の整備に

関する法律など

による地域指定

の推進

・森林法に基づく伐採

届けの啓発を行いま

す。

農業振興地域整備計画

に基づく、優良な農用

地の確保、保全を図り

ます。

・伐採届出件数：16件 

・農振除外(一般)：0

件 

・森林法に基づく伐採

届けの啓発を行いま

す。

農業振興地域整備計画

に基づく、優良な農用

地の確保、保全を図り

ます。

・森林法に基づく伐採

届けの啓発を行いま

す。

農業振興地域整備計画

に基づく、優良な農用

地の確保、保全を図り

ます。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

・自然公園法に基づく

土地利用の適正化を図

ります。

・室生赤目青山国定公

園    1,855ha 
・赤目一志峡県立自然

公園   2,885ha 

・自然公園法に基づき

適正な指導をしていま

す。 

・自然公園法に基づく

土地利用の適正化を図

ります。

・室生赤目青山国定公

園   1,855ha 
・赤目一志峡県立自然

公園  2,885ha 

・自然公園法に基づく

土地利用の適正化を図

ります。

・室生赤目青山国定公

園  1,855ha 
・赤目一志峡県立自然

公園 2,885ha 

産業部

観光交流室

272 

●土地利用マス

タープランによ

る秩序ある土地

利用の推進 

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。

・用途地域等の見直し

方針（素案）を作成し、

パブリックコメントの

実施に合わせ、各地域

づくり組織等を対象と

した懇談会を開催しつ

つ、見直し方針の整理

を進めました。 

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。

・用途地域の見直し・

拡大に合わせ、特定用

途制限地域、地区計画

の指定を進めます。

都市整備部

都市計画室
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②野生生物への対

策 

273 

●鳥獣愛護思想

の普及啓発 

・鳥獣愛護思想につい

て、市広報等による啓

発を行います。

・９月の動物愛護週間

に鳥獣愛護思想につい

ての市広報等による啓

発等を行いました。 

・また、動物愛護の展

示会と動物愛護団体と

協働して開催しまし

た。 

・また、獣医師会と協

働でペットの健康相談

を行いました。 

・鳥獣愛護思想につい

て、市広報等による啓

発を行います。

・鳥獣愛護思想につい

て、市広報等による啓

発を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

274 

●鳥獣保護区、

休猟区の指定 

・県による鳥獣保護区、

休猟区の指定に伴う、

適切な野生鳥獣の情報

提供と意見の提出を行

います。

・該当ありません。 ・県による鳥獣保護区、

休猟区の指定に伴う、

適切な野生鳥獣の情報

提供と意見の提出を行

います。

・県による鳥獣保護区、

休猟区の指定に伴う、

適切な野生鳥獣の情報

提供と意見の提出を行

います。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

275 

●天然記念物の

保護 

・地域づくり組織の協

力を得て、天然記念物

の保護体制を強化しま

す。

・国の補助を受けオオ

サンショウウオの個体

調査を実施するなど、

天然記念物の保護体制

を強化しました。 

・地域づくり組織の協

力を得て、天然記念物

の保護体制を強化しま

す。

・地域づくり組織の協

力を得て、天然記念物

の保護体制を強化しま

す。

教育委員会

文化生涯学習室

276 

●ホタル、カブ

トムシなどの小

動物の生活圏の

保護 

・小動物の生活圏の保

護について、啓発を行

います。

・本年度については、

情報収集は実施できま

せんでした。 

・小動物の生活圏の保

護について、啓発を行

います。

・小動物の生活圏の保

護について、啓発を行

います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

277 

●希少生物の保

護

・希少生物の保護につ

いて、啓発を行います。

・生物多様性の保全活

動を支援し、情報収

集・啓発に努めます。

・本年度は情報収集に

ついて、実施できませ

んでした。 

・希少生物の保護につ

いて、啓発を行います。

・生物多様性の保全活

動を支援し、情報収

集・啓発に努めます。

・希少生物の保護につ

いて、啓発を行います。

・生物多様性の保全活

動を支援し、情報収

集・啓発に努めます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

278 

●外来生物の駆

除 

・駆除の許可を得た外

来生物の駆除につい

て、支援します。

・セアカゴケグモにつ

いて、状況に応じて確

認駆除作業を行いま

す。

・名張市アライグマ、

ヌートリア防除計画に

基づき捕獲檻の貸出

し、駆除の支援を行っ

ています。 

・セアカゴケグモにつ

いての啓発を行いまし

た。 

・駆除の許可を得た外

来生物の駆除につい

て、支援します。

・セアカゴケグモにつ

いて、状況に応じて確

認駆除作業を行いま

す。

・駆除の許可を得た外

来生物の駆除につい

て、支援します。

・セアカゴケグモにつ

いて、状況に応じて確

認駆除作業を行いま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

③身近な自然の確 

保 

279 

●身近な自然探

訪ネットワーク

整備の推進 

・市内の自然探訪を行

う、地域、団体、個人

等の活動情報を集約

し、コーディネートす

ることにより、ネット

ワーク化を進めます。

・文化生涯学習室の主

催事業等を通じて、各

公民館、関係団体等の

情報を収集し、人材の

ネットワーク化に努め

ました。 

・市内の自然探訪を行

う、地域、団体、個人

等の活動情報を集約

し、コーディネートす

ることにより、ネット

ワーク化を進めます。

・市内の自然探訪を行

う、地域、団体、個人

等の活動情報を集約

し、コーディネートす

ることにより、ネット

ワーク化を進めます。

教育委員会

文化生涯学習室
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・資料、情報の収集に

努めます。

・本年度については、

情報収集は実施できま

せんでした。 

・資料、情報の収集に

努めます。

・資料、情報の収集に

努めます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

280 

●古木や大樹の

保存 

・地域づくり組織の協

力を得て情報の収集に

努め、地域の資源とし

て古木や古樹の保存に

努めます。

・市指定文化財の天然

記念物の市民への情報

提供に努め、古木の保

存に努めました。 

・地域づくり組織の協

力を得て情報の収集に

努め、地域の資源とし

て古木や古樹の保存に

努めます。

・地域づくり組織の協

力を得て情報の収集に

努め、地域の資源とし

て古木や古樹の保存に

努めます。

教育委員会

文化生涯学習室

・景観法に基づく、市

計画（案）、景観条例

（案）の策定を進める

と共に、円滑な運用に

向けた、景観計画運用

ガイドライン（案）の

策定を進めます。

・現行の組織体制と景

観計画策定までの取組

みスケジュール及び、

将来の景観行政団体移

行を見据えた運用段階

の組織のあり方につい

て検討しました。 

・（仮称）名張市景観条

例に基づき、（仮称）名

張市景観計画の運用を

行います。
都市整備部

都市計画室

281 

●寺社林等の保

護・育成と緑の

拠点づくり 

・地域づくり組織の協

力を得て情報の収集に

努め、地域の資源とし

て寺社林等の保護・育

成に努めるとともに緑

の拠点として充実に努

めます。

・地域づくり組織、市

民団体の協力により、

伝統ある歴史行事を実

施していただき、寺社

林の保護育成に努めま

した。 

・地域づくり組織の協

力を得て情報の収集に

努め、地域の資源とし

て寺社林等の保護・育

成に努めるとともに緑

の拠点として充実に努

めます。

・地域づくり組織の協

力を得て情報の収集に

努め、地域の資源とし

て寺社林等の保護・育

成に努めるとともに緑

の拠点として充実に努

めます。

教育委員会

文化生涯学習室

・景観法に基づく、市

計画（案）、景観条例

（案）の策定を進める

と共に、円滑な運用に

向けた、景観計画運用

ガイドライン（案）の

策定を進めます。

・現行の組織体制と景

観計画策定までの取組

みスケジュール及び、

将来の景観行政団体移

行を見据えた運用段階

の組織のあり方につい

て検討しました。 

・（仮称）名張市景観条

例に基づき、（仮称）名

張市景観計画の運用を

行います。
都市整備部

都市計画室

282 

●巣箱づくり運

動などの促進 

④森林の保全対策 

283 

●環境林などの

指定 

・枝打ち、間伐などの

森林施業の推進を図り

ます。

・森林環境創造事業の

推進を図ります。

・造林事業、森林環境

創造事業により、２３．

２０haの適正管理が図

られました。 

・枝打ち、間伐などの

森林施業の推進を図り

ます。

・森林環境創造事業の

推進を図ります。

・枝打ち、間伐などの

森林施業の推進を図り

ます。

・森林環境創造事業の

推進を図ります。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

284 

●植林、伐採な

ど森林施業の推

進 

・枝打ち、間伐などの

森林施業の推進を図り

ます。

・森林環境創造事業の

推進を図ります。

・造林事業、森林環境

創造事業により、２３．

２０ha の適性管理が図

られました。 

・枝打ち、間伐などの

森林施業の推進を図り

ます。

・森林環境創造事業の

推進を図ります。

・枝打ち、間伐などの

森林施業の推進を図り

ます。

・森林環境創造事業の

推進を図ります。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）



76

285 

●生活環境保全

林の整備 

・関係部署と協力して

整備に努めます。

・造林事業、森林環境

創造事業により、２３．

２０haの適正管理が図

られました。 

・関係部署と協力して

整備に努めます。

・関係部署と協力して

整備に努めます。 産業部

農林資源室

・市民、ボランティア

との協働の整備に努め

ます。

・市民、ボランティア

との協働の整備に努め

ました。 

・市民、ボランティア

との協働の整備に努め

ます。

・市民、ボランティア

との協働の整備に努め

ます。

都市整備部

維持管理室

286 

●市民等が参加

する三重県の保

全活動制度の活

用 

・環境保全活動制度に

ついて、情報提供を行

います。

三重県の環境保全活動

制度について、情報提

供を行っています。 

・環境保全活動制度に

ついて、情報提供を行

います。

・環境保全活動制度に

ついて、情報提供を行

います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

287 

●自然樹木の育

苗促進 

⑤自然とのふれあ

い増進 

288 

●自然観察・探

鳥会などイベン

トの開催 

・自然観察等イベント

の開催について情報収

集を行い、啓発を実施

します。

星空観察会や水生生物

調査について、関係団

体に参加をよびかけま

した。 

・自然観察等イベント

の開催について情報収

集を行い、啓発を実施

します。

・自然観察等イベント

の開催について情報収

集を行い、啓発を実施

します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

289 

●自然とふれあ

える環境教育の

実践 

・イベント等を通じた

環境学習の検討を行い

ます。

自然とふれあう環境教

育イベントは開催でき

ませんでしたが、環境

学習の情報提供に努め

ました。 

・イベント等を通じた

環境学習の検討を行い

ます。

・イベント等を通じた

環境学習の検討を行い

ます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・公民館活動において、

現地学習を実施するこ

とにより自然とふれあ

える機会を設け、環境

教育の推進につなげま

す。

・公民館活動や青少年

の体験活動において、

自然や文化とふれあえ

る事業を実施し、身近

な自然を再認識してい

ただく契機とすること

ができました。 

・公民館活動において、

現地学習を実施するこ

とにより自然とふれあ

える機会を設け、環境

教育の推進につなげま

す。

・公民館活動において、

現地学習を実施するこ

とにより自然とふれあ

える機会を設け、環境

教育の推進につなげま

す。

教育委員会

文化生涯学習室

290 

●遊歩道､休憩

所などの施設整

備 

・関係者と協力して施

設整備に努めます。

・該当ありません。 ・関係者と協力して施

設整備に努めます。

・関係者と協力して施

設整備に努めます。
産業部

農林資源室

（農村整備担当）

291 

●自然環境ボラ

ンティアやイン

タープリターの

育成と活用 

292 

●都会との交流

による体験学習

の促進 

・はぐくみ工房あらら

ぎを拠点に、山村・森

林資源を活用した体験

学習等の充実を図りま

す。

・はぐくみ工房あらら

ぎにて木工・陶芸・草

木染などの体験事業を

実施し、875 人の利用

実績がありました。 

・はぐくみ工房あらら

ぎを拠点に、山村・森

林資源を活用した体験

学習等の充実を図りま

す。

・はぐくみ工房あらら

ぎを拠点に、山村・森

林資源を活用した体験

学習等の充実を図りま

す。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）



77

⑥自然公園の整備 

293 

●園内の建築

物、工作物の修

景整備 

・地域資源の有効活用

として温泉スタンドの

更なる活用を図りま

す。

・広く市民等に活用さ

れています。 

・地域資源の有効活用

として温泉スタンドの

更なる活用を図りま

す。

・地域資源の有効活用

として温泉スタンドの

更なる活用を図りま

す。

産業部

観光交流室

294 

●遊歩道、キャ

ンプ場、ふれあ

い広場、サイク

リング道などの

整備及び施設管

理 

自然公園内における観

光施設の維持管理等整

備を図ります。

・赤目キャンプ場

・赤目ハイキングコー

ス

・青蓮寺湖周辺施設等

・観光施設の適正な維

持管理等が概ねできま

した。 

自然公園内における観

光施設の維持管理等整

備を図ります。

・赤目キャンプ場

・赤目ハイキングコー

ス

・青蓮寺湖周辺施設等

自然公園内における観

光施設の維持管理等整

備を図ります。

・赤目キャンプ場

・赤目ハイキングコー

ス

・青蓮寺湖周辺施設等

産業部

観光交流室

295 

●各種イベント

の開催 

自然公園法に基づく区

域内の集客イベント等

について、東大和西三

重観光連盟を主に事業

展開を図ります。

・観光キャンペーン実

施

・パンフレットの増刷

等

・「三重テラス」「奈良

まほろば館」において

首都圏観光キャンペー

ンを実施するととも

に、「美し国おこし・三

重」事業に参画し、観

光 PRを行いました。 

自然公園法に基づく区

域内の集客イベント等

について、東大和西三

重観光連盟を主に事業

展開を図ります。

・観光キャンペーン実

施

・パンフレットの増刷

等

自然公園法に基づく区

域内の集客イベント等

について、東大和西三

重観光連盟を主に事業

展開を図ります。

・観光キャンペーン実

施

・パンフレットの増刷

等

産業部

観光交流室

・イベント開催に向け

て、資料収集を行いま

す。

・比奈知ダム見学会の

環境学習コーナー、動

物愛護講演会の共催、

各種イベント会場での

環境学習コーナーの設

置等を行いました。 

・イベント開催に向け

て、資料収集を行いま

す。

・イベント開催に向け

て、資料収集を行いま

す。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

296 

●ごみを『捨て

ない』『持ち帰

る』などの環境

美化運動の展開 

・室生赤目青山国定公

園協会が実施する標

識・歩道等整備事業を

活用し、計画的な整備

を図ります。

・平成 24 年度作成し

た、香落渓リーフレッ

ト（「ゴミの持ち帰り表

記あり」）を活用し、環

境美化の啓発を行いま

した。 

・室生赤目青山国定公

園協会が実施する標

識・歩道等整備事業を

活用し、計画的な整備

を図ります

・室生赤目青山国定公

園協会が実施する標

識・歩道等整備事業を

活用し、計画的な整備

を図ります。

産業部

観光交流室



78

環境目標１１

【歴史の趣を活かしてまちの個性を磨く快適環境づくり】 

◇2015(平成 27)年度の数値目標 

指 標 項 目 現況値(平成 23年度) 目標値(平成 27年度)

夏見廃寺展示館や名張藤堂家邸跡を活用した市

民団体主催行事への参加者数【延べ値】 
1,157 人   6,700 人 

指定文化財数 76 件 82 件 

（１）歴史文化的遺産の保護、保存、活用を図る

施策項目
具体的な施策項

目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①文化財の保護、

保存と活用

297 

●文化財標識等

の整備による回

廊づくり 

・地域づくり組織によ

る文化財標識等の整備

を支援するとともに、

地域間連携を視野に入

れた助言を行います。

・地域づくり組織によ

る文化財標識の整備や

マップ作りを支援しま

した。

・地域づくり組織によ

る文化財標識等の整備

を支援するとともに、

地域間連携を視野に入

れた助言を行う。

・地域づくり組織によ

る文化財標識等の整備

を支援するとともに、

地域間連携を視野に入

れた助言を行う。

教育委員会

文化生涯学習室

298 

●郷土資料館の

整備充実 

・郷土資料館の移設候

補地を検討します。（現

在は、旧総合市民会館）

・統合される小学校の

跡地について、移設候

補地として検討を進め

ました。

・郷土資料館の移設先

を決定し、展示物を移

設する。

・郷土資料館の内容充

実に努める。 教育委員会

文化生涯学習室

299 

●史跡等の公有

地化の推進 

・地域づくり組織の事

業との整合を図りなが

ら史跡等の公有地化を

推進します。

・古墳周辺の公有地を

活用して、地域づくり

組織の事業との整合を

図りながら活性化につ

なげました。

・地域づくり組織の事

業との整合を図りなが

ら史跡等の公有地化を

推進する。

・地域づくり組織の事

業との整合を図りなが

ら史跡等の公有地化を

推進する。

教育委員会

文化生涯学習室

300 

●史跡公園等の

整備 

・地域づくり組織の事

業との整合を図りなが

ら史跡公園等の整備を

行います。

・地域づくり組織へ環

境美化を委託するなど

維持管理に努めまし

た。

・地域づくり組織の事

業との整合を図りなが

ら史跡公園等の整備を

行う。

・地域づくり組織の事

業との整合を図りなが

ら史跡公園等の整備を

行う。

教育委員会

文化生涯学習室

301 

●文化財愛護思

想の高揚 

・文化財愛護思想の高

揚につながる、公民館

活動の充実に努めると

ともに、ボランティア

の確保に努めます。

・地域資源を活用した

事業展開を各地区の公

民館で行い、地元愛の

高揚を図る契機とする

ことができました。

・文化財愛護思想の高

揚につながる、公民館

活動の充実に努めると

ともに、ボランティア

の確保に努める。

・文化財愛護思想の高

揚につながる、公民館

活動の充実に努めると

ともに、ボランティア

の確保に努める。
教育委員会

文化生涯学習室
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②身近な歴史文化

的環境素材の活

用 

302 

●歴史的環境素

材の調査及び公

開 

・地域づくり組織や市

民団体の事業との整合

を図りながら素材の新

規発掘を行うととも

に、保護、保存、活用

します。

・公民館等と連携して

実施した「なばり人養

成塾」でまち歩きを行

うなど、地域、寺社の

協力をえて素材の活用

を図りました。

・地域づくり組織や市

民団体の事業との整合

を図りながら素材の新

規発掘を行うととも

に、保護、保存、活用

する。

・地域づくり組織や市

民団体の事業との整合

を図りながら素材の新

規発掘を行うととも

に、保護、保存、活用

する。

教育委員会

文化生涯学習室

303 

●地域が行う文

化財講座等への

支援

・地域づくり組織（公

民館）が行う文化財講

座等の企画・実施に対

し、出前トーク、資料

提供、講師紹介等の支

援を行います。

・名張の歴史・文化に

ついて職員を講師とし

て派遣するなど積極的

な支援を行いました。

・地域づくり組織（公

民館）が行う文化財講

座等の企画・実施に対

し、出前トーク、資料

提供、講師紹介等の支

援を行います。

・地域づくり組織（公

民館）が行う文化財講

座等の企画・実施に対

し、出前トーク、資料

提供、講師紹介等の支

援を行います。

教育委員会

文化生涯学習室

304 

●文化財指定の

推進 

・地域づくり組織の事

業との整合を図りなが

ら文化財指定を推進し

ます。

・地域づくり組織に協

力して歴史文化の情報

提供を行い、地域によ

る歴史文化の情報発信

の向上に寄与しまし

た。

・地域づくり組織の事

業との整合を図りなが

ら文化財指定を推進し

ます。

・地域づくり組織の事

業との整合を図りなが

ら文化財指定を推進し

ます。

教育委員会

文化生涯学習室

③伝統文化の伝承 

と活性化 

305 

●地域の伝統文

化振興への支援 

・地域づくり組織が進

める伝統文化の振興に

対し、資料提供、振興

手法の紹介等の支援を

行います。

・コミュニティ助成金

の活用により、地域づ

くり組織、市民団体へ

積極的な支援を行い、

伝統文化の振興を図り

ました。

・地域づくり組織が進

める伝統文化の振興に

対し、資料提供、振興

手法の紹介等の支援を

行います。

・地域づくり組織が進

める伝統文化の振興に

対し、資料提供、振興

手法の紹介等の支援を

行います。

教育委員会

文化生涯学習室

306 

●イベントなど

住民参加の機会

の確保 

・市や各種団体等が開

催するイベントに地域

で伝承している文化を

実演できる機会を確保

します。

・地域づくり組織に協

力し、伝承文化の講演

（実演含む）を実施。

また地域づくり組織に

より獅子舞フェスタが

開催されました。

・市や各種団体等が開

催するイベントに地域

で伝承している文化を

実演できる機会を確保

します。

・市や各種団体等が開

催するイベントに地域

で伝承している文化を

実演できる機会を確保

します。

教育委員会

文化生涯学習室

①歴史文化的遺産

との調和 

307 

●遺産周辺環境

の整備 

・歴史文化的遺産だけ

でなく、周辺の環境整

備を合わせて推進しま

す。

・美旗古墳群周辺を公

有地化し環境整備を推

進しました。

・歴史文化的遺産だけ

でなく、周辺の環境整

備を合わせて推進しま

す。

・歴史文化的遺産だけ

でなく、周辺の環境整

備を合わせて推進しま

す。

教育委員会

文化生涯学習室

308 

●地区協定、建

築協定の推進 

・景観法に基づく、市

計画（案）、景観条例

（案）の策定を進める

と共に、円滑な運用に

向けた、景観計画運用

ガイドライン（案）の

策定を進めます。

・現行の組織体制と景

観計画策定までの取組

みスケジュール及び、

将来の景観行政団体移

行を見据えた運用段階

の組織のあり方につい

て検討しました。

・（仮称）名張市景観条

例に基づき、（仮称）名

張市景観計画の運用を

行います。
都市整備部

都市計画室
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309 

●史跡等文化財

の整備活用計画

の作成 

・地域づくり組織の史

跡等文化財の整備活用

計画を尊重しながら、

市全体で調和がとれ、

相乗効果が期待できる

ような、整備活用計画

を作成します。

・地域づくり組織の史

跡等文化財の整備活用

計画に基づき、各種団

体が実施する活用事業

に協力するなど、文化

財の活用に努めまし

た。

・地域づくり組織の史

跡等文化財の整備活用

計画を尊重しながら、

市全体で調和がとれ、

相乗効果が期待できる

ような、整備活用計画

を作成します。

・地域づくり組織の史

跡等文化財の整備活用

計画を尊重しながら、

市全体で調和がとれ、

相乗効果が期待できる

ような、整備活用計画

を作成します。

教育委員会

文化生涯学習室
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環境目標１２ 

【望ましい地球環境を創造する快適環境づくり】

◇2015(平成 27)年度の数値目標 

指 標 項 目 現況値(平成 23年度) 目標値(平成 27年度)

市の事務事業にかかる二酸化炭素排出量 11,068 t 11,065 t 

環境マネジメントシステム導入事業所数 10 社 20 社 

エコポイント事業に取り組む店舗･事業所の登

録数 
    58 店       65 店 

（１）地球温暖化防止活動を積極的に進める

施策項目
具体的な施策項

目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①温室効果ガス対

策    

310 

●エコポイント

事業などの推進

と支援

・省資源、省エネルギ

ーへの取り組みとし

て、エコポイント事業

登録店の活用と啓発を

行います。

休止 ・省資源、省エネルギ

ーへの取り組みとし

て、エコポイント事業

登録店の活用と啓発を

行います。

・省資源、省エネルギ

ーへの取り組みとし

て、エコポイント事業

登録店の活用と啓発を

行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

311 

●環境家計簿の

推進と啓発

・市民一人ひとりが日

常生活に与える環境負

荷を認識し、環境に優

しい生活実践のため、

環境家計簿の啓発と普

及に努めます。

・市民が日常生活での

環境負荷を認識し、環

境に優しい生活実践の

ため、ＣＯ２の排出量

をチェックできる環境

家計簿の啓発と普及に

努めています。

・市民一人ひとりが日

常生活に与える環境負

荷を認識し、環境に優

しい生活実践のため、

環境家計簿の啓発と普

及に努めます。

・市民一人ひとりが日

常生活に与える環境負

荷を認識し、環境に優

しい生活実践のため、

環境家計簿の啓発と普

及に努めます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

312 

●必要に応じて

の環境測定の実

施

・工場、事業所におい

て排出される温室効果

ガスの数値の把握に努

めることとし、生活環

境と大気の保全を図り

ます。

・大気の浮遊粉じん量

を４ケ所で測定してい

ます。

・工場、事業所におい

て排出される温室効果

ガスの数値の把握に努

めることとし、生活環

境と大気の保全を図り

ます。

・工場、事業所におい

て排出される温室効果

ガスの数値の把握に努

めることとし、生活環

境と大気の保全を図り

ます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

313 

●省エネ・省資

源の徹底

家庭などで環境に優

しい取組みを市広報な

どで紹介し、省エネル

ギー、省資源を進めま

す。

・市民が省エネルギー、

省資源を意識し、日常

生活での環境負荷を認

識し、実践するため、

ＣＯ２の排出量をチェ

ックできる環境家計簿

をホームページ等で啓

発と普及に努めていま

す。

家庭などで環境に優

しい取組みを市広報な

どで紹介し、省エネル

ギー、省資源を進めま

す。

家庭などで環境に優

しい取組みを市広報な

どで紹介し、省エネル

ギー、省資源を進めま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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314 

●新エネルギー

対策事業の推進 

（家庭用新エネ

ルギー普及支援

事業など） 

・市のホームページや

市広報紙での周知・啓

発を行います。

・市のホームページや

広報紙等での周知・啓

発ができませんでし

た。

・市のホームページや

市広報紙での周知・啓

発を行います。

・市のホームページや

市広報紙での周知・啓

発を行います。 産業部

商工経済室

(フロン対策) 

315 

●事業者、市民

などに対する意

識啓発 

・フロン回収破壊法等

に基づき、フロン類が

適正かつ確実に回収さ

れるよう、事業者、市

民等への啓発を行いま

す。

・冷凍庫やエアコンな

どの適正なフロン回収

について国のチラシ等

により啓発していま

す。

・フロン回収破壊法等

に基づき、フロン類が

適正かつ確実に回収さ

れるよう、事業者、市

民等への啓発を行いま

す。

・フロン回収破壊法等

に基づき、フロン類が

適正かつ確実に回収さ

れるよう、事業者、市

民等への啓発を行いま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

316 

●代替フロン使

用事業所への適

正管理の要請

・フロン回収破壊法等

に基づく代替フロン使

用事業所に対して、適

正管理について、県と

協力して要請を行いま

す。

・必要に応じて、フロ

ンの排出処理につい

て、フロン使用事業所

に対して、適正管理に

ついて、県と協力して

要請を行います。

・フロン回収破壊法等

に基づく代替フロン使

用事業所に対して、適

正管理について、県と

協力して要請を行いま

す。

・フロン回収破壊法等

に基づく代替フロン使

用事業所に対して、適

正管理について、県と

協力して要請を行いま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

317 

●法律に基づい

た適正な排出処

理徹底の啓発

・フロン回収破壊法等

に基づく代替フロン使

用事業所への排出処理

の適正管理について、

啓発に努めます。

・フロン使用事業所へ

の排出処理の適正管理

について、啓発に努め

ます。

・フロン回収破壊法等

に基づく代替フロン使

用事業所への排出処理

の適正管理について、

啓発に努めます。

・フロン回収破壊法等

に基づく代替フロン使

用事業所への排出処理

の適正管理について、

啓発に努めます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

(その他の温室

効果ガス対策) 

318 

●畜産糞尿の適

正処理の啓発

・適正処理について、

県、関係機関と連携し

て指導と啓発を行いま

す。

・適正処理について啓

発を行いました。

・適正処理について、

県、関係機関と連携し

て指導と啓発を行いま

す。

・適正処理について、

県、関係機関と連携し

て指導と啓発を行いま

す。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

・適正処理について、

県、関係機関と連携し

た指導と啓発を行いま

す。

・必要に応じて、畜産

糞尿の適正処理につい

て、県、関係機関と連

携した指導と啓発を行

います。

・適正処理について、

県、関係機関と連携し

た指導と啓発を行いま

す。

・適正処理について、

県、関係機関と連携し

た指導と啓発を行いま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

319 

●畜産糞尿処理

施設整備の支援

・処理施設整備にかか

る各種制度利用の推進

を図ります。

・各種制度の活用推進

のため、情報提供に努

めました。

・処理施設整備にかか

る各種制度利用の推進

を図ります。

・処理施設整備にかか

る各種制度利用の推進

を図ります。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

・適正処理について、

県、関係機関と連携し

た指導と啓発を行いま

す。

・必要に応じて、畜産

糞尿処理施設整備につ

いて、県、関係機関と

連携した支援を行いま

す。

・適正処理について、

県、関係機関と連携し

た指導と啓発を行いま

す。

・適正処理について、

県、関係機関と連携し

た指導と啓発を行いま

す。 生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）
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320 

●アイドリング

ストップの啓発

・駐車場でのアイドリ

ング防止の周知を、市

広報等により行いま

す。

・エコドライブの啓発

を行います。

・無駄なアイドリング

を止め、エコドライブ

を行うことでＣＯ２と

窒素酸化物の排出が抑

制され、地球温暖化の

防止につながることを

広報や FM 放送を通じ

て啓発しています。 

・駐車場でのアイドリ

ング防止の周知を、市

広報等により行いま

す。

・エコドライブの啓発

を行います。

・駐車場でのアイドリ

ング防止の周知を、市

広報等により行いま

す。

・エコドライブの啓発

を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

321 

●電気や車の使

用を控え地球環

境にやさしい行

動となることの

啓発

・市職員は、温暖化対

策に有効なエコ通勤を

月１回実施します。

・暮らしの中で電気や

燃料の消費とＣＯ２の

排出を抑え、地球温暖

化対策に有効なエコ通

勤を市職員対象に進め

ました。 

・市職員は、温暖化対

策に有効なエコ通勤を

月１回実施します。

・市職員は、温暖化対

策に有効なエコ通勤を

月１回実施します。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

②市の地球温暖化

防止対策の推進 

322 

●名張市地球温

暖化対策実行計

画の策定と推進

・地球温暖化防止のた

めの名張市職員率先行

動計画として策定した

名張市地球温暖化対策

実行計画に基づき、積

極的な推進と啓発を図

ります。

・地球温暖化防止のた

めの名張市職員の率先

行動計画として策定し

た名張市地球温暖化対

策実行計画に基づき積

極的な実践と啓発を図

りました。 

・地球温暖化防止のた

めの名張市職員率先行

動計画として策定した

名張市地球温暖化対策

実行計画に基づき、積

極的な推進と啓発を図

ります。

・地球温暖化防止のた

めの名張市職員率先行

動計画として策定した

名張市地球温暖化対策

実行計画に基づき、積

極的な推進と啓発を図

ります。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

323 

●クールビズ、

ウォームビズの

啓発と推進

・温暖化防止対策の一

環として、クールビズ、

ウォームビズを推奨

し、電気、ガス等の使

用量削減についての啓

発を行います。

・地球温暖化防止対策

の一環としてのエコス

タイルであるクールビ

ズ、ウォームビズを推

奨し、取組みの啓発を

行いました。 

・また、取組みの早期

化、期間の長期化を行

いました。 

・温暖化防止対策の一

環として、クールビズ、

ウォームビズを推奨

し、電気、ガス等の使

用量削減についての啓

発を行います。

・温暖化防止対策の一

環として、クールビズ、

ウォームビズを推奨

し、電気、ガス等の使

用量削減についての啓

発を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

324 

●環境マネジメ

ントシステム

（ＥＭＳ）の構

築と運営 

・環境マネジメントシ

ステム（EMS）の実施

について、取組みの啓

発を行います。

・地球温暖化防止に市

が率先して取り組むた

めに、独自の環境マネ

ジメントシステム（Ｅ

ＭＳ）の持続的な取組

みを行っています。 

・環境マネジメントシ

ステム（EMS）の実施

について、取組みの啓

発を行います。

・環境マネジメントシ

ステム（EMS）の実施

について、取組みの啓

発を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

325 

●エコポイント

事業などの推進

と支援

・エコポイント事業に

ついて、事業者及び市

民に対して周知と啓発

を行います。

休止 ・エコポイント事業に

ついて、事業者及び市

民に対して周知と啓発

を行います。

・エコポイント事業に

ついて、事業者及び市

民に対して周知と啓発

を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

③市民などによる

活動等への支援

326 

●地球温暖化防

止活動などの講

座受講の促進

・地球温暖化防止活動

など講座への参加促進

を図ります。

・市立看護専門学校、

市内小学校、出前トー

ク等により、地球温暖

化防止をテーマとした

講座に出かけました。 

・地球温暖化防止活動

など講座への参加促進

を図ります。

・地球温暖化防止活動

など講座への参加促進

を図ります。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）



84

327 

●地球環境保全

活動への参加と

情報提供

・地球温暖化対策に関

する保全活動を、市ホ

ームページ等により啓

発及び情報提供を行い

ます。

・地球温暖化対策に関

する保全活動、取組み

方法等を市ホームペー

ジ等により啓発及び情

報提供を行いました。 

・地球温暖化対策に関

する保全活動を、市ホ

ームページ等により啓

発及び情報提供を行い

ます。

・地球温暖化対策に関

する保全活動を、市ホ

ームページ等により啓

発及び情報提供を行い

ます。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

（２）地球環境の保全活動を進める

施策項目
具体的な施策項

目

2013（平成 25）年度 2014（平成 26）年度 2015（平成 27）年度
担当部室

計  画 成  果 計  画 成  果 計  画 成  果

①地球環境保全対

策

328 

●事業者、市民

などに対する酸

性雨の情報提供

と意識啓発

・酸性雨について、事

業者や市民に対して啓

発と情報提供を行い、

意識啓発を行います。

・地球温暖化防止をテ

ーマとした講座等の機

会の中で、酸性雨の情

報提供に努めていま

す。 

・酸性雨について、事

業者や市民に対して啓

発と情報提供を行い、

意識啓発を行います。

・酸性雨について、事

業者や市民に対して啓

発と情報提供を行い、

意識啓発を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

329 

●酸性雨の軽減

のための情報提

供

・酸性雨軽減のための

情報提供を行います。

・地球温暖化防止をテ

ーマとした講座等の機

会の中で、酸性雨の軽

減のための情報提供に

努めています。 

・酸性雨軽減のための

情報提供を行います。

・酸性雨軽減のための

情報提供を行います。 生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

330 

●定期的な大気

の測定の実施と

結果の公表

・名張市独自で、浮遊

粉塵調査を実施し、公

表します。

・大気の浮遊粉塵量の

調査を４ヵ所の測定地

で実施しています。 

・名張市独自で、浮遊

粉塵調査を実施し、公

表します。

・名張市独自で、浮遊

粉塵調査を実施し、公

表します。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

(生態系の保護対

策) 

331 

●外来生物の調

査実施 

・外来生物等の目撃情

報に基づいて調査しま

す。

・市民からの外来生物

等の目撃情報等に基づ

いて生息場所の情報収

集に努めています。 

・外来生物等の目撃情

報に基づいて調査しま

す。

・外来生物等の目撃情

報に基づいて調査しま

す。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

332 

●外来生物法の

啓発 

・広報及びホームペー

ジによる法律の周知及

び啓発を行います。

・外来生物法に関する

啓発は行いませんでし

た。 

・広報及びホームペー

ジによる法律の周知及

び啓発を行います。

・広報及びホームペー

ジによる法律の周知及

び啓発を行います。

生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

333 

●レッドデータ

ブックに掲載さ

れた生物の保護

の啓発 

・絶滅が危惧される生

物の保護に努めます。

・市民団体等からの情

報がなかったので保護

活動は実施しませんで

した。 

・絶滅が危惧される生

物の保護に努めます。

・絶滅が危惧される生

物の保護に努めます。
生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

・市内のレッドデータ

ブックに掲載された生

物に関する保護を重視

した情報の提供とその

保護の方法について啓

発します。

・オオサンショウウオ

の緊急調査の実施や指

導会を開催し、保護・

啓発に努めました。 

・市内のレッドデータ

ブックに掲載された生

物に関する保護を重視

した情報の提供とその

保護の方法について啓

発します。

・市内のレッドデータ

ブックに掲載された生

物に関する保護を重視

した情報の提供とその

保護の方法について啓

発します。

教育委員会

文化生涯学習室
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(森林による吸収

の促進） 

334 

●地域内の野生

生物の生育・生

息地の保全 

・野生生物の生育、生

息地の保全に努めま

す。

・県及び自然保護関係

の市民団体等と連携し

て、野生生物の生育、

生息地の保全に努めま

すが、関係機関からの

要請、相談はありませ

んでした。 

・野生生物の生育、生

息地の保全に努めま

す。

・野生生物の生育、生

息地の保全に努めま

す。 生活環境部

環境対策室

（環境保全担当）

335 

●下刈り、枝打

ちなどの適正な

森林施業の促進 

・関係者と協力して、

適正な森林施業の促進

を図ります。

・造林事業、森林環境

創造事業により、２３．

２０haの適正管理が図

られました。 

・関係者と協力して、

適正な森林施業の促進

を図ります。

・関係者と協力して、

適正な森林施業の促進

を図ります。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

336 

●実のなる樹木

の植栽推進と保

全 

・関係者と協力して、

植栽推進と保全に努め

ます。

・森林の混交林化に努

めました。 

・関係者と協力して、

植栽推進と保全に努め

ます。

・関係者と協力して、

植栽推進と保全に努め

ます。

産業部

農林資源室

（農林業振興担当）

337 

●森林への不法

投棄と山火事の

防止対策の推進 

・市の環境レンジャー

による監視パトロール

や関係機関（県、警察、

消防）との連携により

防止対策の推進を図り

ます。

・環境レンジャーの林

道等のパトロールを強

化し、三重県、名張警

察署、消防、地域住民

等と事案ごとに連携

し、不法投棄の発生防

止指導や排出者特定に

努めました。 

・市の環境レンジャー

による監視パトロール

や関係機関（県、警察、

消防）との連携により

防止対策の推進を図り

ます。

・市の環境レンジャー

による監視パトロール

や関係機関（県、警察、

消防）との連携により

防止対策の推進を図り

ます。

生活環境部

環境対策室

（ごみゼロ推進担

当）

・林業関係団体へ山火

事防止の文書啓発を行

います。

・関係団体に対し、啓

発文書を発送し注意を

呼びかけました。 

・平成２５年度中に発

生した林野火災は前年

度と同様に１件でし

た。 

・林業関係団体へ山火

事防止の文書啓発を行

います。

・林業関係団体へ山火

事防止の文書啓発を行

います。
消防本部

予防室
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Ⅳ 計画の推進

１ 計画の推進体制 

（１）名張市の推進体制 
本計画の効果的な推進と総合的な調整は『庁議』において行い、事務的に必要となる施策実行の調整などについては、『主管室長会議』で行います。 

（２）各主体との連携 
環境市民団体や事業者、環境活動に意欲のある市民などで環境活動の交流や連絡調整を行い、お互いの連携と協働による取組みを進めます。 

広域的な問題などは近隣の自治体や三重県・国との連携を図ってまいります。 

２ 計画の進行管理 
本計画に掲げた目標の達成状況や実施状況は、毎年市が取りまとめを行い、名張市快適環境審議会に報告し、評価・提言を受けるとともに、市のホームページ

などを通じてその内容を公表します。 
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<参考> 施策目標一覧 

施   策 指 標 項 目 2011 年度現況値 2015 年度目標値 

1 市民参画 「新しい公」をめざして、地域や市民活動団体（NPO）が担った 

市の事務事業数（指定管理含む）【延べ値】 
70 件 179 件

環境教育に係るゲストティーチャーを招聘する学校数 4 校 10 校

2 環境教育 水生生物を指標にした水質検査回数 2 回 6 回

子どもエコクラブに参加する学校数 9 校 15 校

環境学習の回数 17 回 20 回

3 水環境 公共下水道に接続している人口 12,920 人 26,860 人

農業集落排水施設に接続している人口 6,786 人 9,500 人

汚水衛生処理率 92.7％ 96.0％

4 大気環境 光化学オキシダントの基準超過時間数 421 時間 400 時間

光化学スモッグの注意報等の発令回数 0 回 ― 

5 土壌環境 土壌監視測定実施箇所数 4 箇所 6箇所

6 騒音、振動、悪臭 騒音・振動・悪臭の苦情件数 19 件  8 件

7 緑化と景観 地域住民等による清掃活動への支援回数 11 回 20 回

8 廃棄物 ごみの資源化(リサイクル)率 31.1％ 31.5％

生し尿の収集人口比 5 % 3 %

9 安全、防災、防犯 交通人身事故の発生件数 459 件 390 件

防災訓練を実施した地区数【延べ値】 456 地区 865 地区

10 自然環境 環境林の整備面積及び間伐等の森林施業面積【延べ値】 80.5ha 130.0ha

三重県里地里山保全活動の認定・認証団体数 2 団体 2 団体

11 歴史文化的環境 夏見廃寺展示館や名張藤堂家邸跡を活用した市民団体主催行事への参加者数【延べ値】 1,157 人 6,700 人

指定文化財数 76 件 82 件

12 地球環境 市の事務事業にかかる二酸化炭素排出量 11,068t 11,065t

環境マネジメントシステム導入事業所数 10 社 20 社

エコポイント事業に取り組む店舗・事業所の登録数 58 店 65 店

* 網掛けの指標は総合計画に掲げている指標 


